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序　文
　

　本プロジェクトは、平成 20年度から平成 24年度に実施した文部科学省特別教育研究事業「緊

急被ばく医療人材育成の体制整備」の後に、平成25年度からの5年間の事業として計画された「緊

急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践プログラムの開発－高度実践被ばく医療人材育

成グローカル拠点の形成－」を継続実施したものである。

　この間には、東日本大震災による原子力発電所事故が発生し、その影響の大きさについては、

多くの方が強く記憶されているものと思われる。

　保健学研究科では、被ばく医療に対応できる高度で実践的な知識・技術をもつ人材を養成する

ために、前プロジェクトを基盤として、より高度な教育・研究体制を整備・構築することを目指

して取り組んできている。本事業活動は 3年目に入り、その活動の主体は、4部門構成で行って

いる。学部・大学院教育、現職者教育の推進を担っている継続事業強化・推進部門、博士前期課

程に放射線看護高度看護実践コースの設置を目指している高度実践看護教育部門、放射線リスク

コミュニケーション教育の底辺拡大等を図っている放射線リスクコミュニケーション部門、若手

教員や学生等を通じた国際交流や連携体制づくりのための人材育成を支援しているグローバル人

材育成部門、などがそれぞれの目標に向けて活動している。

　一方、放射線医学総合研究所をはじめとする多くの関係機関や本学医学研究科、附属病院、被

ばく医療総合研究所等、学内外の多くの機関・施設、また専門家委員の先生をはじめ多くの方々

のご指導やご支援、ご協力を頂きながら本事業を行ってきており、ここに改めてお礼を申し上げ

る。

　本報告書は、平成 27年度に保健学研究科が取り組んだ活動内容とその成果を報告する。当初

5年計画で開始された事業であるが、本年度をもって事業が終了することになり、今後の展望を

含めた内容が一部含まれることをご了承頂きたい。

平成 28年 5月

保健学研究科長　木田　和幸
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

１．事業の目的・目標

＜目　的＞
　東日本大震災以後に顕在化した緊急被ばく医療人材育成の重要性と、弘前大学が進めてき

た被ばく医療教育研究体制を基盤として、今後の緊急被ばく医療に対応できる医療者及び放

射線リスクコミュニケーションを行える人材の確保とその充足を行うとともに、より高度で

実践的な緊急被ばく医療人材育成プログラムを開発し、放射線被ばくや放射線防護に関して

高度な看護実践をおこなえる看護師の養成を視野に入れた ”グローカル ” な被ばく医療人材育

成の拠点を形成する。

＜必要性・重要性＞
　東京電力福島第一原子力発電所事故を発端として、これまでの想定範囲を超える様々な課

題が顕在化した。特に、大規模放射線災害発生時における避難住民の不安への対応を含め、

より高度で専門的な判断力と実践力を備え、総括的に問題解決できる被ばく医療の専門家や

放射線リスクコミュニケーションを担う人材は不可欠であり、実践的な状況対応できる緊急

被ばく医療人材育成プログラムの見直し・高度化が必要となっている。

＜取組内容の概要＞
　国内外との関係機関との協力・連携のもと、「被ばく医療人材の高度専門化」と「放射線基

礎教育の充実と底辺拡大」を柱とした教育プログラムを開発する。具体的には、国際標準に

準拠した高度実践看護師制度や日本看護協会が認定する専門看護師を視野に入れた被ばく医

療人材育成の拠点を形成し、新たに高度で実践的な大学院教育プログラムを構築する。また、

学校教員及び教職選択学生に対する放射線リスクコミュニケーション教育を行うことで、放

射線基礎教育の充実と底辺拡大を図る。さらに、被ばく医療においては長期的な健康管理が

必要となることもあることから、放射能拡散地域の環境影響調査や生物学的影響調査・研究

を行い、その結果を教育へ還元するとともに、必要な際には地域あるいは地域住民へ報告を

行う。

＜期待される効果＞
　緊急被ばく医療体制の高度化とともに、人材育成の国際拠点の形成が図られ、放射線のケ

アやリスクコミュニケーションに優れた人材が輩出される。

＜プロジェクト目標＞
 前プロジェクト 5年間の成果を基に、課題の克服と改善を図り、学部教育、大学院教育、

現職者教育を継続し、恒常的な被ばく医療人材育成に努める。
大学院教育の中に、より高度で実践的な緊急被ばく医療人材育成プログラムを開発し、放

射線被ばくや放射線防護に関して被ばく医療のリーダーとなって高度な看護実践を行える
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看護師を養成する。
教員養成課程学生を対象とした学部教育ならびに学校教員向けのリカレント教育の中で、

放射線リスクコミュニケーションを取り入れた教育プログラムを開発・実施し、社会にお

ける放射線リスクコミュニケーションを受け入れる人材の拡大を図る。
蓄積された被ばく医療人材育成の成果を国際的に発信するとともに、留学生の受け入れを

中心として、アジア諸国での被ばく医療人材育成の支援を行う国際拠点形成を図る。

＜各部門のミッション＞
 ● プロジェクト推進本部： 
　プロジェクト全般にわたる管理・運営の司令塔として部門間の共通課題解決に向けた準

備・調整を行うとともに、対外的窓口として渉外・広報・啓発活動を展開する。また、前プ

ロジェクトで芽生えた、被ばく看護や放射線の生体影響に関する学術研究、ならびに被ばく

医療の人材育成を対象とした研究を発展・推進させる。

● 浪江町支援活動委員会： 
　弘前大学が取り組む浪江町支援プロジェクトの構成員として、浪江町住民の健康支援活動

の一端を担う。

● 継続事業強化・推進部門： 
　前プロジェクトからの継続事業である学部・大学院・現職者教育の継続と見直し改善を行う。

●高度実践看護教育部門： 
　大学院博士前期課程に放射線看護高度看護実践コースを設置することを目的とした人材育

成計画を、教育課程の編成・実施・評価という PDCA サイクルのプロセスに則り推進する。

高度実践被ばく医療検討委員会

プロジェクト
推進本部

グローバル
人材育成部門

高度実践
看護教育部門

継続事業強化
・推進部門

放射線リスク
コミュニケーション

教育部門

浪江町支援活動委員会
広 報 担 当 者 会 議

専
門
家
委
員
会

Ⅰ　プロジェクトの概要

２．活動組織
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● 放射線リスクコミュニケーション教育部門： 
　地域住民を対象とした放射線リスクコミュニケーションの考え方や、小中学校の教員とな

る学生やリカレント教育の一部として現職教員を対象とした放射線リスクコミュニケーショ

ン教育を実施する。

● グローバル人材育成部門： 
　国内外の被ばく医療関連機関との人事交流、学術交流を積極的に進めることで、保健学研

究科の教員の国際性を涵養するとともに、大学院へ外国人留学生の入学を推進し、緊急被ば

く医療に関して近隣諸国との連携を強化する。

● 保健学研究科高度実践被ばく医療専門家委員会：
　国内の有識者により構成した委員により、本プロジェクトの運営・進行状況に対する専門

的な助言・指導ならびに外部評価を行う。

３．弘前大学における被ばく医療体制

弘前大学放射線安全機構（以下の事項の意思決定機関）
▶緊急被ばくに関する医療，教育，研究その他の方針，実施体制に関すること。

▶放射線の安全管理体制に関すること。

▶被ばく事案が発生した場合の対策及び患者受け入れに関すること。

▶被ばく事案が発生した場合の状況調査等に関すること。

▶緊急被ばく医療に関する人材の育成に関すること。
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４．プロジェクト年度計画　（平成 25 年度～平成 29 年度）

■ 平成 25 年度
 大学院教育プログラムの検討開始（遠隔教育・e-learning の整備）（長崎大・鹿児島大との

連携）

学部教育プログラムの検討開始

リカレント教育プログラムの検討開始（青森県との連携について協議）

大学院教育のための国内外でのスタッフ研修計画立案（放医研、SPRA、UCSF、ストック

ホルム大学）

リスクコミュニケーション教育のための国内外でのスタッフ研修計画立案（放医研・

REAC/TS、SPRA）

■ 平成 26 年度
 大学院教育プログラムの構築（遠隔教育・e-learning の整備）（長崎大・鹿児島大との連携）

学部教育プログラムの構築

リカレント教育プログラムの構築（青森県との機能的連携強化）

大学院教育のための国内外でのスタッフ研修開始（放医研、SPRA、UCSF、ストックホル

ム大学）

リスクコミュニケーション教育のための国内外でのスタッフ研修開始（放医研・REAC/TS、

SPRA）

■ 平成 27 年度
 大学院教育プログラムの中で放射線看護高度看護実践看護師教育の開始

アジアからの留学生受け入れ準備

学部教育プログラムとして教員養成課程学生への放射線リスクコミュニケーションに関す

る教育の開始

リカレント教育プログラムとして学校教員への放射線リスクコミュニケーションに関する

教育の開始

大学院教育のための国内外でのスタッフ研修継続（放医研、SPRA、UCSF、ストックホル

ム大学）

リスクコミュニケーション教育のための国内外でのスタッフ研修継続（放医研・REAC/TS、

SPRA）

■ 平成 28 年度
 大学院教育プログラムの中で放射線看護高度実践看護師教育の継続・軌道修正（長期履修

含む）

アジアからの留学生受け入れ調整

学部教育プログラムとして教員養成課程学生への放射線リスクコミュニケーションに関す

る教育の継続・軌道修正
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 リカレント教育プログラムとして学校教員への放射線リスクコミュニケーションに関する

教育の継続・軌道修正

大学院教育のための国内外でのスタッフ研修継続（放医研、SPRA、UCSF、ストックホル

ム大学）

リスクコミュニケーション教育のための国内外でのスタッフ研修継続（放医研・REAC/TS、

SPRA）

■ 平成 29 年度
 大学院教育プログラムの中で放射線看護高度実践看護師教育の継続・評価（長期履修含む）

アジアからの留学生受け入れ開始

学部教育プログラムとして教員養成課程学生への放射線リスクコミュニケーションに関す

る教育の継続・軌道評価

リカレント教育プログラムとして学校教員への放射線リスクコミュニケーションに関する

教育の継続・軌道評価

大学院教育のための国内外でのスタッフ研修評価（放医研、SPRA、UCSF、ストックホル

ム大学）

リスクコミュニケーション教育のための国内外でのスタッフ研修継続・評価（放医研・

REAC/TS、SPRA）

５．平成 27 年度事業目標・計画

 PDCA サイクルに沿った継続事業の展開

高度実践看護教育の大学院教育の開始

教員養成課程学生および教員への放射線リスクコミュニケーション教育の開始とスタッフ

研修の実施

グローバル人材育成に向けた国内外の若手研究者の交流ネットワークの展開・拡張

被ばく医療教育方法の改善に向けた環境整備

　　　　－ e- ラーニング・遠隔授業・シミュレーション教育－
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１．プロジェクト推進本部
プロジェクト推進本部長　木田　和幸

１）　活動目標と計画
 プロジェクト全般にわたる管理・運営と部門間の共通課題解決に向けた準備・調整を行う。
広報担当者会議を中心にホームページの更新・管理およびパンフレットの作成・発行など、
広報・啓発活動を展開する。
ホームページ管理に並行して、各部門で展開する e- ラーニングのシステム構築と管理の
役割も担う。
被ばく保健学に関連した学術研究や人材育成を対象とした研究を戦略的に発展・推進させる。
学外で開催される各種研修等や会議への教員派遣の対外的窓口としての渉外・事務局の役
割を果たす。
専門家委員会の開催、年度報告書の編集・発行等を行う。

２）　活動の概要
 組織の再編と予算編成を行なった。
学術研究推進のため、研究課題を公募し、今年度の研究費の配分を行なった。
昨年度に引き続き、事業サイトの管理・編集を行うとともに、パンフレット等の企画編集
を担当するユニットとして「広報担当者会議」を推進本部内に設置した。メンバーは各部
門からの推薦と研究科長の指名により決定し、月に約 1回の編集会議を開催している。
浪江町への支援活動については、全学の浪江町支援活動ワーキンググループと連携しなが
ら、保健学研究科としての立場を堅持しながら役割を果たしてきた。
専門家委員会委員候補者への委員の打診を行い、承諾の回答を得て委嘱を行った。今年度

の委員会は２月に開催することを決定した。

３）　広報担当者会議

　冨澤登志子（広報担当チーフ～ 8月）　漆坂　真弓（継続事業強化・推進、広報担当チーフ代理　9月～）
　扇野　綾子（高度実践看護～ 8月）　笹竹ひかる（高度実践看護 9月～）
　對馬　　惠（放射線リスコミ教育）　七島　直樹（グローバル人材育成）

　広報担当者会議はプロジェクト推進本部の下部組織として位置づけられ、プロジェクト全
体の広報活動と e- ラーニングシステムの整備を中心とした役割を担うことを目的とし、各
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部門から選出された担当者により構成されている。今年度は一部メンバーの交代があった。
広報担当者会議の活動は主に二つあげられる。一つ目は広報活動であり、主にホームページ
の企画・編集・管理、パンフレットの編集・発行を行った。二つ目は e- ラーニングシステ
ムの整備で、主にコンテンツの充実と平成 28年度以降 e- ラーニングシステムの継続運用に
向けた検討を行った。

１．活動目標
⹅ ホームページ、パンフレット等の管理・編集を通して、保健学研究科における被ばく医療
プロジェクトの活動状況を情報として広く社会に発信する。
⹅プロジェクトの大目標である被ばく医療人材育成のグローバル拠点として、インターネッ
トを活用したｅ -ラーニングシステムの整備を行う。

２．活動経過
　広報担当者会議の活動の詳細については、以下に記載する。
⹅ホームページの管理・編集作業
平成 26年度活動成果報告書を掲載した。
活動報告等の新着情報を随時掲載した。
「セミナー・イベント情報」のページを追加した。
日本語版・英語版サイトのリニューアルを行った。
⹅サイトアクセス数の確認
日本語版および英語版サイトについて、全体のアクセス数・地域別やページ毎のアクセス
数など詳細な解析を月ごとに確認した。
⹅パンフレットの増刷
日本語版パンフレットを 100 部増刷した。
⹅ e- ラーニングおよび遠隔授業システム管理
ユーザーマニュアルおよびQ&A等を掲載した。
看護学領域の大学院講義用に 8教材 2コースを登録した。

３．広報活動の取り組み
　広報活動の主な取り組みとして、ホームページの企画・編集・管理と、パンフレットの編集・
管理について記載する。

■ ホームページ
< 日本語版サイト・英語版サイトのリニューアル >
　日本語版サイトのリニューアルは、ユーザーが見やすく、わかりやすく、利用しやすいこ
とを目的に、一画面で見る情報を見やすくし、各コンテンツへのアクセスを行いやすいよう
に変更し、全体的な色調を明るくした。また、過去の情報を整理し、新しい情報にアクセス
しやすいようにコンテンツを整理した。

Ⅱ　各部門の活動報告　１．プロジェクト推進本部
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

　英語版サイトのユーザー数の増加に伴い、英語版サイトのリニューアルも行った。英語版

サイトのデザインを日本語版サイトと合わせ、パンフレットを基にテキストの更新を行った。
また、これまで準備中であったグローバル人材育成部門のページを開設・更新した。

＜ホームページ編集記録＞
　各部門の活動に関する新着情報を逐次「活動報告」に掲載した。以下に部門ごとに掲載し
た項目を示す。

リニューアルした日本語版サイトのプロジェクトのホームページ

リニューアルした英語版サイトのプロジェクトホームページ
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Ⅱ　各部門の活動報告　１．プロジェクト推進本部

⑴継続事業強化・推進部門
①平成 27年度原子力訓練（緊急被ばく医療訓練）
②「福島災害医療セミナー in 弘前 2015」
③平成 27年度緊急被ばく医療人材育成プロジェクト　現職者研修
⑵高度実践看護教育部門
①第 4回　高度実践看護教育部門セミナー「放射線診療における看護に必要な最新の知見」
②東京医科歯科大学大学院共同災害看護学専攻大学院生との情報交換会
③日本看護研究学会第41回学術集会　特別交流集会5　「これからの放射線看護と教育の展望」
④ICRR2015弘前大学サテライトミーティング「放射線看護シンポジウム」
⑶放射線リスクコミュニケーション教育部門
①第６回　放射線リスクコミュニケーション教育部門講演会　福島を巡る課題～リスクガバ
ナンスの視点から～
②大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップ
⑷グローバル人材育成部門
①「第 2回若手研究者のための放射線と健康に関する教育シンポジウム（The2ndEducational
SymposiumonRadiationandHealthbyyoungscientists）」（ESRAH2015）

⑸活動報告
①平成 26年度活動報告書について PDF 形式でホームページに掲載した。
②「高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　平成 27年度総括報告会」

　今年度は現職者研修や高度実践放射線看護教育セミナーはホームページ上で参加申し込み
を行い、有効に機能していた。

＜ホームページのアクセス解析＞
⑴英語版：アクセス数
　英語版ホームページは、高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト及び 4部門の概要につ
いて掲載し、国外に向けて本プロジェクトの活動を広めている。
　ホームページの訪問者の 40%がアメリカ合衆国、18%がロシアからであった。日本の中で
は青森県からのアクセスが多く 84％を占めていた。訪問者数は多い月で 800 名を超え、新規
訪問の割合の平均は 70%程度であった。総ページビュー数は 94～ 1084 とばらつきはある
が平均 558 で、最もアクセス数が多いのは 90 ～ 1000 前後のトップページであった（平均
534.7）。尚、英語版ホームページは最終 update が 2014 年 3月であった。海外に向けた発信
を視野に入れて英語版ホームページを開設し、2年目のアクセス数は飛躍的に増加している。
今後も国内外からの訪問者数・ページビュー数の増加を目指し、プロジェクトの活動を広く
発信するために、継続してホームページの更新について検討する必要があると思われる。

(2) 高度実践看護教育部門 

①第 4 回 高度実践看護教育部門セミナー「放射線診療における看護に必要な最新の知見」

②東京医科歯科大学大学院共同災害看護学専攻大学院生との情報交換会

③日本看護研究学会第 41 回学術集会 特別交流集会 5 「これからの放射線看護と教育の展望」

④ICRR2015 弘前大学サテライトミーティング「放射線看護シンポジウム」

(3) 放射線リスクコミュニケーション教育部門 

①第６回 放射線リスクコミュニケーション教育部門講演会 福島を巡る課題〜リスクガバナンスの

視点から～

(4) グローバル人材育成部門 

①「第 2 回若手研究者のための放射線と健康に関する教育シンポジウム（The 2nd Educational Symposium 
on Radiation and Health by young scientists）」（ESRAH2015）

(5) 活動報告 

①平成 26 年度活動報告書について PDF 形式でホームページに掲載した。

今年度は現職者研修や高度実践放射線看護教育セミナーはホームページ上で参加申し込みを行い、有効

に機能していた。

<ホームページのアクセス解析> 

(1) 英語版：アクセス数 

英語版ホームページは、高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト及び 4 部門の概要について掲載し、

国外に向けて本プロジェクトの活動を広めている。

ホームページの訪問者の 40%がアメリカ合衆国、18%がロシアからであった。日本の中では青森県から

のアクセスが多く 84％を占めていた。訪問者数は多い月で 800 名を超え、新規訪問の割合の平均は 70%程

度であった。総ページビュー数は 94～1084 とばらつきはあるが平均 558 で、最もアクセス数が多いのは

90～1000 前後のトップページであった（平均 534.7）。尚、英語版ホームページは最終 update が 2014 年 3
月であった。海外に向けた発信を視野に入れて英語版ホームページを開設し、2 年目のアクセス数は飛躍

的に増加している。今後も国内外からの訪問者数・ページビュー数の増加を目指し、プロジェクトの活動

を広く発信するために、継続してホームページの更新について検討する必要があると思われる。

■英語版　サイト全体のアクセス数(http://rem-hirosaki.jp/en/)　
4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ Ave.

総ページビュー数 474 1,084 737 955 485 94 163 652 378 558.0
訪問者数 321 869 662 826 446 91 127 614 301 473.0
ユーザー数 212 800 503 782 317 44 42 493 228 380.1
平均ページビュー 1.48 1.25 1.11 1.16 1.09 1.03 1.28 1.06 1.26 1.2
平均ページ滞在時間 0:02:26 0:01:34 0:01:40 0:00:52 0:01:16 0:00:11 0:00:57 0:00:29 0:01:03 0.0008
直帰率％ 60.44% 73.65% 90.03% 81.60% 85.20% 92.31% 92.13% 96.42% 92.03% 84.9%
新規訪問の割合％ 65.42% 91.37% 75.53% 94.31% 70.63% 45.05% 32.28% 80.13% 74.75% 69.9%

平均
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

■英語版　ページ毎のアクセス数
Page 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ Total 4-12⽉推移

Top Page 464 1035 730 940 483 91 136 631 303 4813
History of the efforts 1 3 5 2 6 13 30
Outline of the project 1 1 1 1 4 12 20
Radiological Nursing Specialists 2 1 1 1 4 4 6 19
Master's program of REM 1 2 2 6 3 14
Education for working professionals 3 1 4 1 4 3 5 21
Education of Radiation Risk Communication 3 3 4 3 13
Advanced Human Resources Development Project for REM 10 33 43

Monthly 474 1040 736 953 483 94 163 652 378 4973

■英語版　市町村別　訪問数
市区町村 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 合計

1 Samara ロシア 107 69 120 40 85 2 50 59 68 600
2 New York アメリカ合衆国 7 6 13 19 6 3 20 28 102
3 Chicago アメリカ合衆国 9 11 6 8 7 41
4 Hirosaki 日本 10 7 5 4 7 15 48
5 Amsterdam-Zuidoost オランダ 5 7 11 23
6 Seoul 韓国 4 4 9 17
7 Hamburg ドイツ 15 15
8 Houston アメリカ合衆国 6 8 14
9 Alexandria エジプト 13 13

10 Boston アメリカ合衆国 8 5 13
11 London イギリス 4 8 12
12 Beijing 中国 8 1 4 13
13 Cairo エジプト 7 2 9
14 Yekaterinburg ロシア 9 9
15 Arlington アメリカ合衆国 7 2 9
16 Parsippany-Troy Hills アメリカ合衆国 6 6
17 Rio de Janeiro ブラジル 4 2 6
18 Tehran イラン 6 6
19 Moscow ロシア 6 6
20 San Francisco アメリカ合衆国 6 6
21 Sydney オーストラリア 4 4
22 Shinjuku 日本 4 4
23 Chongqing 中国 4 4
24 Osaka 日本 4 4
25 Los Angeles アメリカ合衆国 4 4
26 Sao Paulo ブラジル 3 3
27 Purcellville アメリカ合衆国 3 3
28 Melbourne オーストラリア 2 1 2 5
29 Munich ドイツ 3 3
30 Dortmund ドイツ 3 3
31 Gloucester イングランド 3 3
32 Hachinohe 日本 3 3
33 Kagoshima 日本 2 2
34 Rome イタリア 2 2
35 Amsterdam オランダ 2 4 6
36 Fort Belvoir アメリカ合衆国 2 2
37 Salvador ブラジル 1 1
38 Curitiba ブラジル 1 1
39 Porto Alegre ブラジル 1 1
40 Richmond Hill カナダ 1 1
41 Klagenfurt オーストリア 1 1
42 Magdeburg ドイツ 5
43 (not set) - 80 640 213 253 119 25 19 177 53 1579

⽉別合計 227 753 382 381 240 48 85 308 188 2612

■英語版　ページ毎のアクセス数
Page 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ Total 4-12⽉推移

Top Page 464 1035 730 940 483 91 136 631 303 4813
History of the efforts 1 3 5 2 6 13 30
Outline of the project 1 1 1 1 4 12 20
Radiological Nursing Specialists 2 1 1 1 4 4 6 19
Master's program of REM 1 2 2 6 3 14
Education for working professionals 3 1 4 1 4 3 5 21
Education of Radiation Risk Communication 3 3 4 3 13
Advanced Human Resources Development Project for REM 10 33 43

Monthly 474 1040 736 953 483 94 163 652 378 4973

■英語版　市町村別　訪問数
市区町村 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 合計

1 Samara ロシア 107 69 120 40 85 2 50 59 68 600
2 New York アメリカ合衆国 7 6 13 19 6 3 20 28 102
3 Chicago アメリカ合衆国 9 11 6 8 7 41
4 Hirosaki 日本 10 7 5 4 7 15 48
5 Amsterdam-Zuidoost オランダ 5 7 11 23
6 Seoul 韓国 4 4 9 17
7 Hamburg ドイツ 15 15
8 Houston アメリカ合衆国 6 8 14
9 Alexandria エジプト 13 13

10 Boston アメリカ合衆国 8 5 13
11 London イギリス 4 8 12
12 Beijing 中国 8 1 4 13
13 Cairo エジプト 7 2 9
14 Yekaterinburg ロシア 9 9
15 Arlington アメリカ合衆国 7 2 9
16 Parsippany-Troy Hills アメリカ合衆国 6 6
17 Rio de Janeiro ブラジル 4 2 6
18 Tehran イラン 6 6
19 Moscow ロシア 6 6
20 San Francisco アメリカ合衆国 6 6
21 Sydney オーストラリア 4 4
22 Shinjuku 日本 4 4
23 Chongqing 中国 4 4
24 Osaka 日本 4 4
25 Los Angeles アメリカ合衆国 4 4
26 Sao Paulo ブラジル 3 3
27 Purcellville アメリカ合衆国 3 3
28 Melbourne オーストラリア 2 1 2 5
29 Munich ドイツ 3 3
30 Dortmund ドイツ 3 3
31 Gloucester イングランド 3 3
32 Hachinohe 日本 3 3
33 Kagoshima 日本 2 2
34 Rome イタリア 2 2
35 Amsterdam オランダ 2 4 6
36 Fort Belvoir アメリカ合衆国 2 2
37 Salvador ブラジル 1 1
38 Curitiba ブラジル 1 1
39 Porto Alegre ブラジル 1 1
40 Richmond Hill カナダ 1 1
41 Klagenfurt オーストリア 1 1
42 Magdeburg ドイツ 5
43 (not set) - 80 640 213 253 119 25 19 177 53 1579

⽉別合計 227 753 382 381 240 48 85 308 188 2612
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Ⅱ　各部門の活動報告　１．プロジェクト推進本部

■英語版　国/地域別　訪問数
国/地域 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 合計

1 United States アメリカ合衆国 83 631 162 223 106 20 21 153 89 1488
2 Russia ロシア 111 70 126 47 91 2 50 96 70 663
3 China 中国 7 16 35 63 25 9 5 31 11 202
4 Japan 日本 17 19 25 40 21 8 7 31 25 193
5 United Kingdom イギリス 7 12 13 19 9 14 10 84
6 Germany ドイツ 6 23 10 19 3 3 17 7 88
7 Brazil ブラジル 4 13 17 8 3 2 9 56
8 South Korea 韓国 8 9 17 9 11 4 58
9 Netherlands オランダ 6 12 10 11 4 43
10 France フランス 9 13 2 9 4 37
11 Italy イタリア 5 4 9
12 Egypt エジプト 7 2 9
13 Taiwan 中国 7 7
14 Canada カナダ 1 4 5
15 Australia オーストラリア 3 3
16 (not set) - 52 46 159 215 100 13 18 149 50 802

⽉別合計 300 835 565 679 386 84 114 516 268 3747

(2) 日本語版：アクセス数 

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの概要及び活動の、新着情報も含めて掲載している。

 国別の訪問者はほとんどが日本国内からであった。海外はアメリカ合衆国(1125)、中国(207)、ドイツ (81)
からアクセスがあった。市区町村別の訪問者では、青森県が最も多く 1960 件 (46%)、次いで東京都 326
件(8%)であった。西日本の訪問者は 192 件(4%)と 1 割にも満たなかった。サイト全体の訪問者数の平均は

793 名、ユーザー数の平均は 593 名、新規訪問の割合の平均は 64.5%であったが、これは昨年度に比べ増

加した。月別のページビュー数について、各部門のページは定期的な新着情報（セミナーなどの開催案内、

活動報告）の掲載によりページビュー数が多い傾向にあった。「e-ラーニング」は現職者研修の学習に関連

し、昨年度と同様に研修開催 8 月にページビュー数が増加していた。その他のページについては、年間を

通してページビュー数に大きな変化はなかった。日本語サイトアクセス数は昨年度に比べ、総ページビュ

ー数は約 1.5 倍に増加している。またユーザー数も 2 倍以上に伸びている。今後も各部門の活動を定期的

に更新し、高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの活動に興味・関心を持ってもらうよう、継続して

情報を提供していくこと努力が必要である。

■⽇本語版　サイト全体のアクセス数（http://www.rem-hirosaki.jp/）　
4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 平均

総ページビュー数 1,546 2,239 2,015 1,981 2,158 1,187 1,430 1,592 790 1,660
訪問者数 570 1,125 1,231 1,133 969 399 549 765 400 793
ユーザー数 383 914 1,020 921 667 237 305 569 317 593
平均ページビュー 2.71 1.99 1.64 1.75 2.23 2.97 2.60 20.80 1.98 4
平均ページ滞在時間 0:02:10 0:01:39 0:00:49 0:01:23 0:02:10 0:02:53 0:01:42 0:01:12 0:01:15 0.0012
直帰率％ 51.58% 62.76% 78.55% 67.61% 55.73% 54.39% 52.28% 72.81% 75.50% 63.5%
新規訪問の割合％ 58.77% 75.02% 78.23% 75.55% 62.23% 45.61% 47.72% 66.93% 70.50% 64.5%

⑵日本語版：アクセス数
　高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの概要及び活動の、新着情報も含めて掲載して

いる。

　国別の訪問者はほとんどが日本国内からであった。海外はアメリカ合衆国 (1125)、中国

(207)、ドイツ(81) からアクセスがあった。市区町村別の訪問者では、青森県が最も多く

1960 件(46%)、次いで東京都 326 件 (8%) であった。西日本の訪問者は 192 件 (4%) と 1 割

にも満たなかった。サイト全体の訪問者数の平均は 793 名、ユーザー数の平均は 593 名、新

規訪問の割合の平均は 64.5% であったが、これは昨年度に比べ増加した。月別のページビュー

数について、各部門のページは定期的な新着情報（セミナーなどの開催案内、活動報告）の

掲載によりページビュー数が多い傾向にあった。「e- ラーニング」は現職者研修の学習に関連

し、昨年度と同様に研修開催 8月にページビュー数が増加していた。その他のページについ

ては、年間を通してページビュー数に大きな変化はなかった。日本語サイトアクセス数は昨

年度に比べ、総ページビュー数は約 1.5 倍に増加している。またユーザー数も 2倍以上に伸

びている。今後も各部門の活動を定期的に更新し、高度実践被ばく医療人材育成プロジェク

トの活動に興味・関心を持ってもらうよう、継続して情報を提供していくこと努力が必要で

ある。

■英語版　国/地域別　訪問数
国/地域 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 合計

1 United States アメリカ合衆国 83 631 162 223 106 20 21 153 89 1488
2 Russia ロシア 111 70 126 47 91 2 50 96 70 663
3 China 中国 7 16 35 63 25 9 5 31 11 202
4 Japan 日本 17 19 25 40 21 8 7 31 25 193
5 United Kingdom イギリス 7 12 13 19 9 14 10 84
6 Germany ドイツ 6 23 10 19 3 3 17 7 88
7 Brazil ブラジル 4 13 17 8 3 2 9 56
8 South Korea 韓国 8 9 17 9 11 4 58
9 Netherlands オランダ 6 12 10 11 4 43
10 France フランス 9 13 2 9 4 37
11 Italy イタリア 5 4 9
12 Egypt エジプト 7 2 9
13 Taiwan 中国 7 7
14 Canada カナダ 1 4 5
15 Australia オーストラリア 3 3
16 (not set) - 52 46 159 215 100 13 18 149 50 802

⽉別合計 300 835 565 679 386 84 114 516 268 3747

(2) 日本語版：アクセス数 

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの概要及び活動の、新着情報も含めて掲載している。

 国別の訪問者はほとんどが日本国内からであった。海外はアメリカ合衆国(1125)、中国(207)、ドイツ (81)
からアクセスがあった。市区町村別の訪問者では、青森県が最も多く 1960 件 (46%)、次いで東京都 326
件(8%)であった。西日本の訪問者は 192 件(4%)と 1 割にも満たなかった。サイト全体の訪問者数の平均は

793 名、ユーザー数の平均は 593 名、新規訪問の割合の平均は 64.5%であったが、これは昨年度に比べ増

加した。月別のページビュー数について、各部門のページは定期的な新着情報（セミナーなどの開催案内、

活動報告）の掲載によりページビュー数が多い傾向にあった。「e-ラーニング」は現職者研修の学習に関連

し、昨年度と同様に研修開催 8 月にページビュー数が増加していた。その他のページについては、年間を

通してページビュー数に大きな変化はなかった。日本語サイトアクセス数は昨年度に比べ、総ページビュ

ー数は約 1.5 倍に増加している。またユーザー数も 2 倍以上に伸びている。今後も各部門の活動を定期的

に更新し、高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの活動に興味・関心を持ってもらうよう、継続して

情報を提供していくこと努力が必要である。

■⽇本語版　サイト全体のアクセス数（http://www.rem-hirosaki.jp/）　
4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 平均

総ページビュー数 1,546 2,239 2,015 1,981 2,158 1,187 1,430 1,592 790 1,660
訪問者数 570 1,125 1,231 1,133 969 399 549 765 400 793
ユーザー数 383 914 1,020 921 667 237 305 569 317 593
平均ページビュー 2.71 1.99 1.64 1.75 2.23 2.97 2.60 20.80 1.98 4
平均ページ滞在時間 0:02:10 0:01:39 0:00:49 0:01:23 0:02:10 0:02:53 0:01:42 0:01:12 0:01:15 0.0012
直帰率％ 51.58% 62.76% 78.55% 67.61% 55.73% 54.39% 52.28% 72.81% 75.50% 63.5%
新規訪問の割合％ 58.77% 75.02% 78.23% 75.55% 62.23% 45.61% 47.72% 66.93% 70.50% 64.5%



14

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

■ページ毎のアクセス：ページビュー数（閲覧されたページの合計数）
ページ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 総数 4-12⽉推移

トップページ 633 1186 1,181 1,097 838 377 405 687 364 6768
セミナー・イベント情報 357 59 25 185 168 206 118 28 1146
e ラーニング 125 139 112 124 299 51 102 952
現職者研修 95 98 158 156 234 46 65 53 34 939
活動報告｜高度実践看護教育部門 149 44 86 37 60 46 59 60 41 582
大学院　被ばく医療コース 37 31 59 32 31 33 97 108 51 479
活動報告 65 38 45 30 45 54 34 78 35 424
プロジェクトのあゆみ 46 63 50 35 27 20 22 62 31 356
ICRR2015 弘前大学サテライトミーティング　参加お申込みフォーム 166 71 3 2 12 1 4 259
事業概要 46 26 32 25 24 20 22 48 36 279
第４回 高度実践看護教育部門セミナー｜セミナー・イ ベント情報 160 80 9 249
活動報告｜放射線リスクコミュニケーショ ン教育部門 20 34 40 23 20 7 12 37 20 213
事業目標 27 24 18 21 14 18 17 41 21 201
第4回 高度実践看護教育部門セミナー：お申し込みフォ ーム 76 85 2 163
報告書 19 19 17 17 11 33 14 23 16 169
活動報告｜継続強化・推進部門 16 4 8 14 15 21 17 54 18 167
活動報告｜グローバル人材育成部門 13 12 32 16 21 7 16 21 6 144
第４回　高度実践看護教育部門セミナー 131 131
第１１回弘前大学総合文化祭ポスター展示 7 9 11 9 6 3 10 11 1 67
e ラーニング｜現職者研修 57 34 91
被ばく医療・放射線看護人材バンク 20 23 13 10 66
ICRR2015 弘前大学サテライトミーティング　参加お申込みフォーム(英語版) 24 12 5 1 1 43
活動報告｜総括報告会 9 6 4 5 6 3 4 5 6 48
リンク 3 3 1 0 12 18 1 38
弘前大学総合文化祭ポスター展示 4 7 8 6 2 1 2 1 1 32
お問い合わせ 1 5 5 1 4 12 1 1 2 32
第３回緊急被ばく医療国際シンポジウム 2 3 4 1 6 4 2 3 5 30
活動報告｜国際シンポジウム 3 5 3 3 2 4 3 2 25
プロジェクトのあゆみ｜Step5 平成24年度の活動 5 5 3 2 1 5 2 23
アクセス 5 3 1 3 3 1 4 2 22
放射線看護研究会・教育講演会 1 4 5 3 2 4 1 1 21
プロジェクトのあゆみ｜Step1 平成20年度の活動 2 4 4 2 1 2 3 18
活動報告｜第１回日本放射線看護学会学術集会 4 2 1 5 1 1 14
過去の情報一覧 1 1 1 9 1 13
プロジェクトのあゆみ｜Step2 平成21年度の活動 1 3 4 1 0 3 1 13
プロジェクトのあゆみ｜Step4 平成23年度の活動 2 4 2 1 2 11
活動報告｜放射線看護研究会・教育講演会 7 4 2 13
プロジェクトのあゆみ｜Step3 平成22年度の活動 2 2 4 1 1 1 11
第１回緊急被ばく医療国際シンポジウム 3 1 5 2 11
高度実践被ばく医療人材育成プロジェ クト 現職者研修 2 1 1 4
弘前大学緊急被ばく医療検討委員会　平成２３年度第３回講演会 1 2 1 1 5
活動動画｜現職者研修 4 1 5
e ラーニング 2 1 3
平成２３年度　第１回緊急被ばく医療研修報告会 2 1 1 4
平成２３年度　第２回緊急被ばく医療研修報告会 1 1
第２回緊急被ばく医療国際シンポジウム 1 1 1 3
第２回緊急被ばく医療国際シンポジウム 1 1 1 0 3
放射線看護研究会 2 2
高度実践看護教育部門：お申し込みフォーム 1 1 2
弘前大学緊急被ばく医療検討委員会　平成２２年度　第３回講演会 1 1 0 0 2
弘前大学緊急被ばく医療検討委員会　平成２３年度第２回講演会 1 1 2
活動報告｜第２回緊急被ばく医療国際シンポジウム 2 2
弘前大学緊急被ばく医療検討委員会 平成２３年度第１回講演会 2 1 3
緊急被ばく医療検討委員会　平成２２年度第２回緊急被ばく医療研修報告会 1 1
緊急被ばく医療検討委員会　平成２１年度第３回講演会 1 1
活動報告｜平成２４年度第１回緊急被ばく医療検討委員会講演会 1 1
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Ⅱ　各部門の活動報告　１．プロジェクト推進本部

■⽇本語版　国別　訪問数
国/地域 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 合計

1 Japan 438 530 471 496 601 310 473 405 238 3962
2 United States 33 374 251 188 105 15 21 86 52 1125
3 China 9 24 56 45 28 3 7 22 13 207
4 Germany 7 10 23 18 11 5 7 81
5 South Korea 4 11 21 17 5 2 2 11 3 76
6 Russia 5 7 3 3 52 6 76
7 United Kingdom 4 9 15 8 11 12 2 61
8 Netherlands 6 12 13 16 2 49
9 Canada 9 9 15 3 5 41
10 Brazil 3 12 7 2 2 5 31
11 Italy 8 10 2 20
12 India 10 2 12
13 Taiwan 8 8
14 France 6 3 9
15 Australia 2 2
16 (not set) 41 71 238 198 123 22 22 98 52 865

⽉別合計数 550 1053 1104 1009 907 386 537 701 378 6625

■⽇本語版　市区町村別　訪問数
市区町村 県 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 合計

1 Hirosaki ⻘森 226 261 188 252 200 122 166 116 103 1634
2 Aomori ⻘森 22 29 23 11 48 13 46 34 11 237
3 Sapporo 北海道 14 35 22 17 32 7 9 13 8 157
4 Shinjuku 東京 14 11 11 31 22 18 38 11 156
5 Osaka ⼤阪 19 18 21 11 18 11 18 7 123
6 Minato 東京 8 22 25 21 17 19 9 121
7 Yokohama 神奈川 11 11 22 10 13 24 14 105
8 Hachinohe ⻘森 10 25 23 31 89
9 New York アメリカ合衆国 13 20 13 24 70

10 Nagoya 愛知 9 37 46
11 Chiba 千葉 11 8 15 34
12 Bunkyo 東京 25 25
13 Sendai 宮城 12 13 25
14 Yonago ⿃取 23 23
15 Morioka 岩⼿ 16 16
16 Houston アメリカ合衆国 16 16
17 Amsterdam-Zuidoost オランダ 15 15
18 Chuo 東京 13 13
19 Chiyoda 東京 11 11
20 Akita 秋⽥ 7 7
21 Magdeburg ドイツ 6 6
31 (not set) - 44 384 306 231 144 43 28 118 57 1355

⽉別合計 44 799 636 617 568 273 360 406 250 3953

 パンフレット 

 「高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト」の活動内容を国内外に紹介するために、広報用日本語版・

英語版パンフレットを活用している。パンフレットに関する活動について、昨年度改定を行なったこと、

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの活動が平成 27 年度で終了することを受け、パンフレットの内

容はそのままとし、今年度は日本語版パンフレットを 100 部増刷し広報活動に備えることとした。

■ パンフレット
　「高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト」の活動内容を国内外に紹介するために、広報

用日本語版・英語版パンフレットを活用している。パンフレットに関する活動について、昨

年度改定を行なったこと、高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトの活動が平成 27年度で

終了することを受け、パンフレットの内容はそのままとし、今年度は日本語版パンフレット

を 100 部増刷し広報活動に備えることとした。
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英語版パンフレット（第二版）

日本語版パンフレット（第二版）
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Ⅱ　各部門の活動報告　１．プロジェクト推進本部

■ e- ラーニングシステムの整備　
1) コンテンツの充実
　平成 27年 4月に放射線看護高度看護実践コースの 1期生を迎え、e- ラーニングシステム

の運用が開始された。放射線看護高度看護実践コースの学生が受講する5科目（看護教育特論、

看護理論、看護研究方法論、病態生理学、臨床薬理学）および保健学研究科の論文コースの

学生が受講する 1科目（国際保健医療学）で e- ラーニングによる学習を取り入れ、学生が時

間を有効活用しながら学習できる環境を整えてきた。この e- ラーニングによる学習は、看護

学領域（論文コース）大学院生、看護学専攻学部学生、継続事業強化・推進部門で開催して

いる研修の事前学習にも活用している。

　今年度作成している教材の中に、動画を取り入れた科目がある。動画は容量が大きいため

従来のデータ格納容量 10ギガバイトでは不足となることが予測された。遠隔地で、また就業

しながら大学で学ぶ学生に配慮した学習環境整備の観点から、教材のコンテンツ、e- ラーニ

ングを活用する科目が今後も増える可能性が考えられる。そのため格納容量を 100 ギガバイ

トに増量し、コンテンツの増加や動画使用に耐え得るようにした。

2) 次年度以降の e- ラーニング運用の検討
　e- ラーニングシステムの運用経費は、本事業運営費から支出しているが、平成 27 年度で

「高度実践被ばく医療プロジェクト」事業が終了するため、今後の運用が検討課題となる。現

在の e- ラーニングシステムの運用は、平成 28年度中は可能であるが、平成 29年度以降のシ

ステム運用には経費の確保が必須となる。現在の動作環境は①同時ログイン 50名、②登録人

数 600 名、③データ格納容量 100GB（SSL 込）、④スマートフォン対抗機能有、⑤システム

からのメール送信機能有、である。同様の環境での e- ラーニングシステム運用を想定し、数

社を検討した結果、維持費用が一定以上必要であることが判明した。そのため、今後の e- ラー

smartFORCE 使用によるe- ラーニング教材
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ニングシステムの運用に際しては、動作環境の見直しが必要（例；登録人数を減らす）と考

えられる。クラウドや動画サイトの利用なども考えられたが、教材の保護、セキュリティ環

境、受講環境等、様々な課題について検討する必要があることが明らかになった。なお、以

前、他研究科と保健学研究科の共同で e- ラーニングシステムの運用を検討したことがあった

が、平成 27年、他研究科は、すでに e- ラーニングシステムとして他のソフトウェアを導入し、

製品を買い取り学内サーバとして管理し、登録人数も最小限とすることで、年間支出額を抑

えて運用していた。同様の運用を保健学研究科でも行うとした場合、サーバ管理者等の課題

もあり、現在のところ結論には至っていない。

４．今年度の総括
　昨年の課題の一つであった「国内外で広く受信されるよう、ホームページの改善と充実を

図る」については、日本語版サイトについて、みやすさ、わかりやすさ、利用のしやすさを

めざしリニューアルを行った。英語版サイトのデザインも、日本語版サイトと合わせて統一

感を持たせ、これまで準備中であったグローバル人材育成部門も開設し、全部門の活動を広

く発信できるように努めた。

　e- ラーニングシステムの運用については、円滑な運用と管理を目標に掲げていたが、コン

テンツの充実、格納容量の増量により、大学院教育、学部学生教育、現職者を対象にした教

育等に e- ラーニングが活用されるに至った。しかしながら、平成 29年度以降の運用管理に

ついては課題が残ったため、今後の検討課題となる。
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Ⅱ　各部門の活動報告　１．プロジェクト推進本部

４）福島県浪江町復興支援プロジェクトＷＧ

　平成 23年 9月 29 日に浪江町と弘前大学で締結した連携協定書に基づき、被ばく医療総合

研究所を主体として、同年 7月 1日に設置された「弘前大学浪江町復興支援室」と農学生命

科学部、理工学研究科、白神自然環境研究所、北日本新エネルギー研究所、保健学研究科か

らの参画による福島県浪江町復興支援プロジェクトWGによる事業が行われている。WG会

議は月 1回開催していたが、活動内容が定常的となり、平成 26年 11月からは 2ヶ月に 1回

となり、平成 27年度は、5月、7月、10月、12月、3月の 5回開催された。

　保健学研究科の活動は、高度実践被ばく医療検討委員会とは予算も独立した活動ではある

が、被ばく医療に関係する活動であり、関係している教員が重複し、情報の共有や協力とい

う観点から本委員会の中でこの浪江町復興支援プロジェクトWGの活動を定期報告している。

　平成 27年度のWG事業は以下の表の 1～ 11 の事業が組まれ活動している。このなかで、

平成 26年度からの新規事業として大学経費からの支援とは別枠で 9～ 10が環境省再委託事

業として開始され、今年度も継続している。

４）福島県浪江町復興支援プロジェクトＷＧ 

 
 平成 23 年 9 月 29 日に浪江町と弘前大学で締結した連携協定書に基づき、被ばく医療総合研究所を主体

として、同年 7 月 1 日に設置された「弘前大学浪江町復興支援室」と農学生命科学部、理工学研究科、白

神自然環境研究所、北日本新エネルギー研究所、保健学研究科からの参画による福島県浪江町復興支援プ

ロジェクトWGによる事業が行われている。WG会議は月1回開催していたが、活動内容が定常的となり、

平成 26 年 11 月からは 2 ヶ月に 1 回となり、平成 27 年度は、5 月、7 月、10 月、12 月、3 月の 5 回開催

された。 
 保健学研究科の活動は、高度実践被ばく医療検討委員会とは予算も独立した活動ではあるが、被ばく医

療に関係する活動であり、関係している教員が重複し、情報の共有や協力という観点から本委員会の中で

この浪江町復興支援プロジェクト WG の活動を定期報告している。 
 平成 27 年度の WG 事業は以下の表の 1～11 の事業が組まれ活動している。このなかで、平成 26 年度

からの新規事業として大学経費からの支援とは別枠で 9～10 が環境省再委託事業として開始され、今年度

も継続している。 
 

 

番号 事業名 事業主体及び保健学研究科参画者名（下線代表） 

1 初期被ばく検査（染色体検査）解析 被ばく医療総合研究所 
2 尿中ストレスマーカー検査 真里谷、井瀧 
3 避難町民に対する健康づくり支援 井瀧、若山、小山内、加藤、石川、赤池 
4 浪江町職員に対する健康相談、リスクコミュニケー

ション 
北宮、則包、川添、木立、山田基、赤池、若山

5 環境放射線モニタリング支援 被ばく医療総合研究所、細田、工藤 
6 汚染地域における個体群調査や線量解析，放射性核

種の動態調査 
被ばく医療総合研究所、三浦、葛西 

7 ネピアグラス除染実証試験 農学生命科学部、被ばく医療総合研究所 
8 津波被災農地の土壌塩分のモニタリング調査 農学生命科学部、 
9 環境省事業；リスクコミュニケーションに係る拠点

の設置（住民健康相談、県民健康管理調査基本調査

の支援、住民の被ばく線量把握の支援、県外避難者

の健康不安への対応と復興支援員のサポート） 

支援室（大谷）、冨澤（7 月まで）、（8 月以降）

木立、若山、北宮、武尾、則包、川添、對馬、

赤池、田中、山田基 

10 環境省事業；原子力災害影響調査等事業（子供・親

への放射線健康管理に関する研究、高齢者の放射線

健康管理に関する調査、高齢者のﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑに

関する介入研究、内部被ばくの原因特定・住民の摂

取行動の背景調査、十日市での健康相談等） 

西沢、野戸、五十嵐、小倉、扇野、細川、大津、

北島、冨澤、漆坂、米内山、井瀧、小山内、加

藤 

11 大学院：教育活動（町医療職者、消防職員、仮設住

民等との面談など） 
井瀧、北島、漆坂、野戸、扇野 

 

表 浪江町復興支援活動事業一覧 
  

表　浪江町復興支援活動事業一覧
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平成 27 年度　プロジェクト推進本部構成員
教授　　木田　和幸（研究科長）

教授　　中村　敏也（副研究科長　グローバル人材育成部門リーダー）

教授　　齋藤　陽子（副研究科長　継続事業強化・推進部門リーダー）

教授　　西沢　義子（高度実践看護教育部門リーダー）

教授　　木立るり子（放射線リスクコミュニケーション教育部門リーダー）

教授　　柏倉　幾郎（グローバル人材育成部門　研究科長が指名する教員）

広報担当者会議構成員
准教授　　冨澤登志子（広報担当者会議チーフ）

講　師　　漆坂　真弓（継続事業強化・推進部門、広報担当チーフ代理）

助　教　　扇野　綾子（高度実践看護部門～ 8月）

特任助教　　笹竹ひかる（高度実践看護部門 9月～）

助　教　　對馬　　惠（放射線リスコミ教育部門）

講　師　　七島　直樹（グローバル人材育成部門）

浪江町支援活動委員会（活動メンバー含む）
教　授　　若山　佐一（福島県浪江町復興支援プロジェクトWG保健学研究科代表）

教　授　　真里谷　靖（放射線生命科学分野）

教　授　　石川　　玲（障害保健学分野）

教　授　　井瀧千恵子（障害保健学分野）

准教授　　北宮　千秋（健康増進科学分野）

准教授　　三浦　富智（病態解析科学分野）

講　師　　漆坂　真弓（健康増進科学分野）

講　師　　川添　郁夫（障害保健学分野）

講　師　　則包　和也（障害保健学分野）

講　師　　細田　正洋（放射線生命科学分野）

助　教　　葛西　宏介（病態解析科学分野）

助　教　　赤池あらた（健康増進科学分野）

助　教　　高間木静香（障害保健学分野）
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２．継続事業強化・推進部門
継続事業強化・推進部門リーダー　齋藤　陽子

１）　緊急被ばく医療人材育成プロジェクト現職者研修

　平成 27年度は運営委員 16名、事務系委員 4名を中心に開催した。また、本学の博士前期
課程被ばく医療コース修了生 2名も運営委員補助として参加した。「第 6回緊急被ばく医療支
援人材育成プロジェクト現職者研修」は平成 27年 8月 29 日（土）・8月 30日（日）に実施
した。今年度の参加者は 22名（看護職コース 18名、診療放射線技師コース 4名）、青森県
内の参加者 18名、青森県外（福島県、東京、鳥取）からの参加者 4名であった。平成 27年
度もこれまで同様に、被ばく医療に関する必要な知識・技術を習得し、連携・協働しながら
適切な対応と安全管理ができる医療職者を育成することを目的として現職者研修を開催した。
研修期間の短縮のため、今年度もインターネットを利用した e- ラーニングを用いた学習プロ
グラムを開講した。看護職コースは放射線に関する基礎知識及び緊急被ばく医療に関する事
前学習 5つのコンテンツを、診療放射線技師コースは放射線の人体影響及び緊急被ばく医療
に関する事前学習 2つのコンテンツを受講した上で、2日間の研修に臨んでいただいた。

■ 現職者研究の教育目的・教育目標

 看護職コース
【教育目的】
放射線に関する知識を有し、緊急被ばく医療において基本的な実践ができる看護職者の育成
を目指す。
【教育目標】
①放射線に関する基礎的知識が理解できる。
②緊急被ばく医療体制について理解できる。
③放射線事故における地域住民の反応と医療従事者に必要とされる対応について理解できる。
④緊急被ばく医療体制における看護師等の医療職者の役割・機能について理解できる。
⑤他職者と協働し、汚染を伴った傷病者の処置に必要な看護ケアを実践できる。

診療放射線技師コース
【教育目的】
放射線に関する知識を有し、緊急被ばく医療におけて基本的な実践ができる診療放射線技師
の育成を目指す。
【教育目標】
①緊急被ばく医療体制について理解できる。
②過去の放射線被ばく事故とその対応について理解できる。
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③放射線事故における地域住民の反応と医療従事者に必要とされる対応について理解できる。
④緊急被ばく医療における診療放射線技師等の医療職者の役割・機能について理解できる。
⑤他職者と協働し、汚染を伴った傷病者の処置の際に必要な放射線管理・測定ができる。

■ 実施内容
＜ e- ラーニングの学習環境の整備＞
　e- ラーニングについて、内容の重複と 1回の視聴時間の長いことが指摘されていた。その
ため今年度は、コンテンツの重複ができるだけないように、また 1回の視聴時間が 15～ 20
分程度になるように、見直しと分割を行った。最終的に事前学習 5つの講義を 17コンテンツ
とした。視聴するコンテンツの数は増えたが、1回の視聴時間は短縮され、できるだけ短い時
間で学習できるように配慮した。

＜事前トレーニング＞
　演習５「汚染・被ばく患者の受け入れ」を行うに当たっては、受講者の指導を行う教員の
指導技術の習得及び演習の流れを把握することを目的に、スタッフトレーニングを 8月 11日
（火）に行った。トレーニングに伴う準備などの負担軽減のため簡略できる部分（会場の養生等）
は省き、シミュレーションの手順や流れの確認、指導内容・指導の視点についての確認、各
自の役割の確認を行った。事前トレーニングを開催することにより、当日の動きや流れ、各
自の役割、会場の環境把握等を確認することができ、円滑な研修運営の一助となった。
　以下、トレーニングの詳細である。

 
現職者研修開催に向けたトレーニング計画 
 
目的：演習指導者は、各自に分担された指導役割に応じて、演習 5「汚染・被ばくを伴う患者の受け入れ」の 
   流れを把握し、実際に指導することができる。 
日時：平成 27 年 8 月 11 日（火） 13:00～15:00  ３階 B−3−15 看護臨床実習室  
    ※準備は、8 月 10 日（月）14：00〜開始 
会場設営：養生せず、エリア表示のみ。他の資器材は本番と同じ物を使用。 
服装： 
 受講生役：氏名表示テープを貼ってもよい動きやすい服装であれば、何でもよい。ただし、キャップ、 

手袋（二重）、マスク、エプロンは着用する。 
 指導者役：白衣 
 
13:00 挨拶・指導者スタッフ・受講者の紹介 

13:05 本日のトレーニング予定の説明 
事前配信：事例、模造紙（既に記載しているもの） 

13:15 演習 5「シミュレーション」開始 （80 分）
患者受け入れから安全宣言まで 
 
 
 

 受講生の受講状況 
シミュレーション開始 
・医療機関への連絡、受け入れの要請 
・受け入れ準備(物品確認、防護服着用など) 

防護服着用は、演習で実施済
物品確認は、演習で実施済 

 ・患者受け入れ、申し送り 
  患者受け入れ後 処置開始 
 
 
 

・全身状態観察・確認、クイックサーベイ
・検体提出（採血、鼻腔スメア、創傷汚染ガーゼなど）
・血管確保（※形だけ行う） 

クイックサーベイは、演習で実施済

 
 

・創傷部の処置（※除染は 1 回）
・患者の全身サーベイ 

除染の仕方は、演習で実施済

 
 
 

・患者退室、一般病棟への申し送り
・医療者退出（脱衣、コールドエリアへ） 
・安全宣言 

防護服脱衣は、演習で実施済

14:35 トレーニングに関する振り返り（15 分） 
14:50 片づけ 
 2015 シミュレーショントレーニング　プログラム
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＜研修プログラム＞
　本研修では、受講者一人一人が緊急被ばく医療に伴う技術を体験・習得できるように、各
講義・演習を組み立てていることが特徴である。受講生者全員が体験することで、自施設で
の実践の参考にする・実践に役立てることができることを目指している。演習１では、診療
放射線技師コースの受講者全員が線量評価を、看護職コースの受講者全員が放射線の量と単
位が実感できるように課題に臨んでいる。また演習２「サーベイの取り扱い」では、診療放
射線技師コース受講者のみならず、看護職コース受講者もサーベイメータの使用方法を学び、
サーベイを行っている。演習３「除染・防護服着脱方法」では受講者全員が防護衣を着用し、
除染処置を行う。
　例年、演習５「汚染・被ばくを伴う患者受け入れ」では、参加者は各自役割をもって演習
に臨むように役割を付けていた。今年度は看護職者コースが 18名と多く、全ての参加者に役
割を付けることが困難であった。そのため、演習全体の動きや各自の役割を客観的に観察す
る役割を新たに設けて演習を行った。さらに、参加者全員が演習５を客観的に振り返ること
ができるように、今年度も演習５の様子をビデオカメラで撮影したものを、昼食後の休憩時
間に上映し、演習６「まとめ」で演習の振り返りに活用できるようにした。
　今年度も福島県立医科大災害医療総合学習センターの副センター長である熊谷敦史先生を
講師にお招きし「福島の現状」に関する講義も設けた。

 
スタッフ配置： 
  受講生役 指導者役 
リーダーDr 齋藤 
ホット Dr 矢口（真里谷） 
ホット N（主） 北島 

北嶋（結） 
ホット N（従） 笹竹 
ホット R 寺島 工藤（幸） 
セミ N 漆坂 工藤（ひ） 
記録 N 會津・三上 野戸 
セミ R 辻口 吉野 
検体係 中村 
放射線管理要員 細川 
救急隊 

中村（敏）、嵯峨（学生） 
病棟看護師 
傷つくり 中村（敏）、北島（麻） 
傷病者役 横山（学生） 
ビデオ 三上 
 

2015 シミュレーショントレーニング　スタッフ配置
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平成 27 年度現職者研修プログラム① e ラーニングによる事前学習 

 
平成 27年度現職者研修プログラム①　eラーニングによる事前学習
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平成 27 年度現職者研修プログラム② 研修 1 日目 

平成 27年度現職者研修プログラム②　研修 1日目

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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平成 27 年度現職者研修プログラム② 研修２日目 
 
 

   
講義風景（写真） 

平成 27年度現職者研修プログラム②　研修２日目

講義風景（写真）
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■事業成果
＜受講者＞

　看護職コースの受講者18名、診療放射線技師コース4名、合計22名であった。看護職者コー

スの受講者 9名は、本研修以外の緊急被ばく医療研修を受講した経験があったが、8名は一

度も受講したことがなかった。研修参加のきっかけは上司・同僚からの勧めが 10名と半数を

占め、ついで大学からの案内 5名であった。今年度も東京医科歯科大学大学院保健衛生学研

究科より災害看護グローバルリーダー養成コースの大学院生 2名の参加を得た。診療放射線

技師コースの受講者 4名中 3名は緊急被ばく医療研修を受講したことがなかった。研修参加

のきっかけは、上司・同僚の勧め及び大学からの案内が 2名ずつであった。

演習風景（写真）

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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＜事前講義（e- ラーニング）＞

　e- ラーニング受講に対する満足度について、看護職コースでは「大変満足」「まあまあ満足」

が 18名中 17名、診療放射線技師コースでは「大変満足」4中 4名と、概ね満足という結果

であった。その理由として「自分のペースで勉強できるため」「動画もわかりやすい」「時間

がかかり大変でしたが、内容は充実していた」「量が多すぎるとは思ったが、研修に役立つ内

容は多かった」「前のスライドに戻ることができたり、繰り返し学習ができたりする。好きな

時間に学習が可能である」等の意見が挙げられていた。一方で「難しかった」「テストが難しかっ

た」等の意見もあった。1回の視聴時間を短縮するためコンテンツが増えてしまったため、「量

が多い」「時間がかかる」という意見もあったが、研修には必要となる基礎知識を、自分のペー

スで、好きな時間に学習できることは、受講生にとってメリットであり、学習方法としては

有効であったと考える。

　e- ラーニングによる学習の負担度は、看護職コースでは 13名が「大変負担」「まあまあ負担」

と回答し、5つの講義（17コンテンツ）の実際の学習時間については 8名が「0~5 時間」、7

名が「5~10 時間」、2名が「10~15 時間」要したと回答していた。1回の視聴時間を短縮し、

1回の学習に要する時間は短くなったとはいえ、コンテンツ数が多いことは受講生の負担に

なっていたと考える。また、受講生からは、「先に資料をいただけたら学習しやすかったと思

う」「事前に資料が欲しい」という要望があった。手持ちの学習資料があることでメモを取る、

何度も見返す、確認する等、学習を助けることができたと考える。

　一方、2つの講義（7コンテンツ）を e- ラーニングで学習する診療放射線技師コースの受

講生の学習の負担度は、2名が「まあまあ負担」と回答し、e- ラーニングの学習時間は「4~6

時間」2名、「6~8 時間」1名、「2~4 時間」1名であった。内容量が多すぎるという指摘もあっ

たことから、放射線に関する基礎知識がある診療放射線技師に対しては、事前学習内容の精

選について検討する必要があるかもしれない。

　e- ラーニングによる学習環境は、個人のペースで何度でも学習できるという利点がある。

一方で、臨床での勤務をしながら数時間～ 10数時間受講に要する学習負担は大きい。今後も

一層、受講者がより学習しやすい環境を検討し整えていく必要性がある。

＜研修内容＞

　講義内容の理解については、看護職コース、診療放射線技師コースそれぞれの受講者の 8

割以上が「よくわかった」「まあまあわかった」と回答していた。「具体的でわかりやすい」

「ニュースでしか知らない部分もあり、いい勉強になった」「放射線に関する出来事をまとめ

て学ぶ機会がないためとても楽しく学べた」という意見があった。

　演習の理解について、看護職コース、診療放射線技師コースともに 8割以上の受講者が「よ

くわかった」「まあまあわかった」と回答し、概ね理解が得られていた。診療放射線技師コー

スの受講者からは「救命救急部分は看護師任せになってしまう所が多く、技師はサポート役。

しかし放射線について、物品について意見を出すのは、なかなか難しい」「サーベイ忘れ防止

にも複数名のダブルチェックは必要と思った」「逐一手指のサーベイを行っていたが、手が空
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いた時間に何をすればよいのか戸惑った。指示待ちではなく、自分で考えて動く必要性を感

じた」「看護師の方も放射線技師も正直リーダーシップを発揮できる方がチームにいることが

大事だと感じた」等の意見があった。看護職コースの受講者からは「実践も行えて分かりや

すかった」「情報共有することでチームワーク体制が強固になると思う」「あっという間であっ

たが、一連の流れを体験できちょうどよかったと思う」「実際やってみてコミュニケーション、

観察、処置を同時進行していく難しさ等学んだ」「各役割によって感じたことにそれぞれ違い

があり、話し合うことで共通のものになり知識として深くなった」等の意見があった。以上

のことから、講義で学んだことを、演習を通して実際に実践・体験することで、自分やチー

ムメンバーの役割、技術、実際の動きを通して湧く疑問や気づきを得ることができていたと

思われる。疑問等は指導者に尋ねたり、チームメンバーと共有して解決方法を考えたりして

いた。

　今後、現職者研修看護職コースに含めて欲しい内容に「災害医療と看護」9 名、「救護所で

の対応」8 名と、原子力災害における医療対応を希望していた。診療放射線技師コース受講者

からは「救命の現場で使われる専門用語に関する基礎知識（バイタルサイン等）」があった。

 

＜研修の満足度＞

　研修の満足度について、看護職コース受講者では「大変満足」15 名、「まあまあ満足」3 名、

診療放射線技師コース受講者では「大変満足」4 名と、概ね満足した研修であったと考えられる。

意見として、「普段経験できないことが行なえた」「演習で実際に行動することで学ぶことが

できた」「演習が多く実践向けだった」「より具体的に勉強できた」「就職した後ではまた違っ

た意識で研修に臨むことができた」等があった。図 1、2 に「今回の研修で有意義だった・勉

強になったと思う内容」をコースごとに示す。
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＜修了書の発行＞

　研修内容をすべて受講した看護職コース 18 名、診療放射線技師コース 4 名、合計 22 名に

修了書を授与した。

図 2　今回の研修で有意義だった・勉強になったと思う内容（診療放射線技師コース）

修了証書授与（看護職コース代表者）

受講者、スタッフの集合写真
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２）青森県原子力防災訓練参加

■緊急被ばく医療訓練打ち合わせ会議
• 日　時：平成 27年 9月 25日　10：00～ 11：30
• 場　所：青森県庁北棟 8階 A会議室
• 出席者：齋藤陽子　北嶋　結
• 内　容：原子力防災訓練（東通原子力発電所対象）における緊急被ばく医療訓練（救護所訓練）
について

• 配布資料：　

(1)　平成 27年度青森県緊急被ばく医療訓練（東通原子力発電所対象）実施要領（案）

(2)　平成 27年度原子力防災訓練（東通原子力発電所対象）緊急被ばく医療訓練計画（素案）

(3)　平成 27年度原子力防災訓練（東通原子力発電所対象）救護所設置運営訓練計画（素案）

　本年度も、本学では、原子力防災訓練における緊急被ばく医療訓練内に位置付けられてい

る救護所設置運営訓練に参加した。救護所設置運営訓練計画全体としては、今年度新たに、

安定ヨウ素剤内服液の調整に関する事項が追加となり、それに伴い、問診票の変更や避難者

の動線変更などの検討を行った。昨年度と同様に事故発生時の状況に近い想定をするため、

事前にチーム編成は行わない方針としたが、各エリアでリーダーのみを設定し、スタッフの

混乱を少なくするよう取り組みを行った。本学からは、問診エリアのリーダーを齋藤が担当

した。

■平成 27年青森県原子力防災訓練（緊急被ばく医療訓練）
• 日　時：平成 27年 10月 27日（火）8:30-15:00
• 場　所：新青森県総合運動公園マエダアリーナ
• 主　催：青森県医療薬務課
• 訓練参加機関：

青森県（医療薬務課、各地域県民局地域健康福祉部保健総室）、関係市町村（青森市、弘前市、

むつ市、横浜町、東通村、六ヶ所村、野辺地町）、日本赤十字社青森県支部、青森県放射線技師会、

東北電力（株）、日本原燃（株）、被ばく医療プロフェッショナル育成講座修了者、本学保健

学研究科
• 参加者：教員 6名：辻口貴清（スクリーニング担当）
　　　　齋藤陽子、細川洋一郎、笹竹ひかる、北嶋結（問診担当）

井瀧千恵子（問診）（被ばくプロフェッショナル育成講座修了者）

大学院生 2名：嵯峨涼　乃村和樹　（スクリーニング担当）

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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・活動目標と計画

1） 活動目標
①救護所活動の確認および関連職員の技術の向上を図る。

②避難退域時検査を受けて避難してきた住民への対応手順を確認する。

③スクリーニング検査について確認する。

④救護所の設置に必要となる時間、要員数、資機材等について確認する。

⑤安定ヨウ素剤内服液の調整について確認する。

2） 活動内容
　東北電力（株）東通原子力発電所において、地震発生により全交流電源喪失、原子炉冷却

機能喪失により全面緊急事態が発生し、PAZ 圏内に避難指示がでたのち、事象の進展に伴い

UPZ 圏内においてもOIL に対応した避難指示が行われ、これら、避難対象地区となった避難

住民に対する救護所活動を実施した。

　各機関の救護所チームは、県原子力災害警戒本部健康医療班からの要請により、要員の参

集を行い、救護所設置場所である新青森県総合運動公園マエダアリーナに避難住民受け入れ

2時間前に集合したと想定した。救護所責任者については、東地方保健所長が務めることと

なった。PAZ 圏内住民については避難と同時に安定ヨウ素剤服用指示があったものと想定し

た。UPZ 圏内住民は、一時集合場所及び避難退域時検査場所において、安定ヨウ素剤の配布

及び服用指示があったものと想定した。UPZ 圏内から陸路（バス）による避難住民は、避難

途中に避難退域時検査を受けOIL4 以下である旨の避難退域時検査証明書の発行を受けている

ものと想定した。UPZ 圏内からの空路避難住民は、避難途中に放射性物質の放出があったが、

避難退域時検査を受けていないものとした。

　これら想定のもと、新青森県総合運動公園マエダアリーナ内のサブアリーナに救護所を設

置した。住民受付・説明エリア、救護エリア、スクリーニングエリア、問診エリア、安定ヨ

ウ素剤配布・調整エリア、診断・除染エリアを設置した。本学からの参加者は、スクリーニ

ングおよび問診の役割を担当した。

設営の様子
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設営の様子

《スクリーニング》
• 避難住民の放射性物質による汚染の有無を検査・記録する
• 緊急被ばく医療処置を必要とする被災者を見出し、適切な処置を行う

《問診》　
• 被災地住民登録票の内容を確認する
• スクリーニング結果について住民に説明し、不安の軽減・解消を図る
• 住民の健康状態を確認し、必要に応じて避難所救護チームに引き継ぐ　

3） 成果および課題

　有事の際には、救護所での活動を中心に協力するということで、本年度も訓練に参加した。

役割としては、スクリーニングと問診を担当した。

　スクリーニング担当では、教員と 2名の大学院生が参加した。スクリーニングの丁寧さに

ばらつきがあり、各班での意思統一を図るなど改善策が必要であること、訓練継続の重要性

などが挙げられ、各個人のスクリーニング技術以外にも、配慮すべき点が明確化され、大学

院生に対する教育効果は高かったように感じている。

　問診担当は、教員と市町村保健師で対応した。リーダーは本学で対応するということで、

齋藤が担当した。昨年度も参加されている保健師の方々との協働であることやリーダーから

の情報伝達がスムーズに行われたことにより、それほど混乱もなく対応できていた。昨年度

に引き続き、リーダー任務が本学に求められたということは、今後有事の際、同様の役割を

担うことは明確であるといえる。本学においても、有事の際の対応について、リーダー役割

を担うことも含めて、具体的に検討していく必要があると感じている。

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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３）　福島災害医療セミナー in 弘前 2015　開催

　昨年まで “ よろず相談事前学習 ” として開催していたが、今年度は名称を “ 福島災害医療セ

ミナーin弘前 2015” と変更して開催した。内容は昨年までの研修内容とほぼ同じである。青

森県診療放射線技師会は、稲葉会長以下被ばく医療への関心が高く、今年度は技師会とも共

催とした。

　概要や受講者のアンケートは以下に示すが、昨年度の受講生のうち 2名が今年度も受講し

ており、彼らはさらに来年度も受講したいという希望を持っていた。この様に受講生のニー

ズや満足度も高く今後も開催を継続していきたい。また、今後は可能であれば内容の見直し・

ブラッシュアップも検討したい。

■　共　　催
　・弘前大学保健学研究科　高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　継続事業強化・推

　　進部門

　・福島県立医科大学　災害医療総合学習センター

　・青森県診療放射線技師会

■　開催日時：平成 27年 10月 10日（土）08：50～ 17：10

■　研修場所：弘前大学医学部 50周年記念会館

■　参 加 者：9名( 看護職 5名、診療放射線技師 4名 )

　保健学研究科　教員　：3名

　保健学研究科　大学院生：1名

　弘前大学附属病院看護師（放射線科病棟）：1名　

　青森県立中央病院　診療放射線技師：2名

　青森市民病院　診療放射線技師：1名

　千代田テクノル（診療放射線技師）：1名

■　講　　師：

　熊谷　敦史（福島県立医科大学　災害医療総合学習センター　講師・副センター長）

　安井　清孝（福島県立医科大学　災害医療総合学習センター　助手）

　吉田　浩二（福島県立医科大学　災害医療総合学習センター　助手）

■　プログラム：

　※事前学習（e-learning）として「放射線の基礎知識」「避難者の生活とメンタルヘルス」「緊

　　急被ばく医療」「福島第一原発事故」を受講した。
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３）福島災害医療セミナー in 弘前 2015 開催 

 
昨年まで“よろず相談事前学習”として開催していたが、今年度は名称を“福島災害医療セミナー in 

弘前 2015”と変更して開催した。内容は昨年までの研修内容とほぼ同じである。青森県診療放射線技

師会は、稲葉会長以下被ばく医療への関心が高く、今年度は技師会とも共催とした。 
概要や受講者のアンケートは以下に示すが、昨年度の受講生のうち 2 名が今年度も受講しており、彼

らはさらに来年度も受講したいという希望を持っていた。この様に受講生のニーズや満足度も高く今後

も開催を継続していきたい。また、今後は可能であれば内容の見直し・ブラッシュアップも検討したい。 
 
 共 催： 

・弘前大学保健学研究科 高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト 継続事業強化・推進部門 
・福島県立医科大学 災害医療総合学習センター 
・青森県診療放射線技師会 

 
 開催日時：平成 27 年 10 月 10 日（土）08：50～-17：10 
 
 研修場所：弘前大学医学部 50 周年記念会館  
 
 参 加 者：9 名 (看護職 5 名、診療放射線技師 4 名) 

保健学研究科 教員 ：3 名 
保健学研究科 大学院生：1 名 
弘前大学附属病院看護師（放射線科病棟）：1 名  
青森県立中央病院 診療放射線技師：2 名 
青森市民病院 診療放射線技師：1 名 
千代田テクノル（診療放射線技師）：1 名 

 
 講 師： 

熊谷 敦史（福島県立医科大学 災害医療総合学習センター 講師・副センター長） 
安井 清孝（福島県立医科大学 災害医療総合学習センター 助手） 
吉田 浩二（福島県立医科大学 災害医療総合学習センター 助手） 

 
 プログラム： 
 ※事前学習（e-learning）として「放射線の基礎知識」「避難者の生活とメンタルヘルス」「緊急被ば

く医療」「福島第一原発事故」を受講した。 
 

時刻 時間 内容 
08：50～09：00 10 オリエンテーション 
09：00～09：45   45 ワークショップ：東日本大震災を考える 
09：50～10：40   50 講義：福島の震災 
10：50～11：50 60 講義：福島における放射線リスク(1) 
11：50～12：50 60 （昼休み） 
12：50～13：40 50 講義：福島における放射線リスク(2) 
13：40～14：10 30 質疑応答 
14：20～15：30 70 演習：放射線健康相談演習 
15：40～16：50 70 講義・討論：リスクコミュニケーションにおける医療者の役割 
16：50～17：10 20 ふり返りと修了式 

 
  ■受講者アンケート結果

①理解度

②自由記載欄（抜粋）

≪全体を通しての感想等≫

●看護師
• 相談員としていきなり信頼されるのは無理かもしれません。だからといってあきらめるの
ではなく、少しでも心によりそえるように、誠意をもって対応していきたいと思います。
放射線がタブーなのは、原爆の被ばく国であることも一因でしょうか…。タブー感が少し
ずつでも減っていくとよいのにと思います。

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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• 充実した研修で大変勉強になりました。E-learning の内容をふまえ、本研修に取りくむこと
ができ良かったと思います。ありがとうございました。

• あまり身近なこととしてとらえることなく、正しい情報も知りませんでした。今回学ぶこ
とができ、もう少し関心を持ち、私の周りの人に現状を伝えたりすることができるといい
のかなと思いました。大変勉強になりました。ありがとうございました。

• 放射線のことはむずかしいと思いましたが、福島の現状を知ることができて、よかったです。
• eラーニング、当日のスライド等大変わかりやすかった。活動実績のある内容でとても良かっ
た。

●診療放射線技師
• 2 回目の参加ですが、大変勉強になりました。3回目も参加したいと思います。技師の参加
を増やします。

• 来年もぜひ参加したいです。講師の皆様方もお体お気を付けて頑張ってくださいますよう
祈念申し上げます。

• やはり、福島について何も知らないと思い知らされ、対応した医療者、保健師さんの労力
は計り知れない。知っているつもりではいけなく、エキスパート、相談にしっかり対応で
きる技師を目指していきたい。


≪WS「東日本大震災を考える」感想≫

●看護師
• 災害急性期のことしか知らない自分に気づいた。現状は変化していることを知りました。
• 職種によってとらえ方の差があることに気づきました（あたりまえなのですが…）。
• 思いのほか、震災について自分が忘れているというか、風化しているということに気づいて、
反省した。一方で、できること（今）について、検討でき、次の講義への動機付けとなった。

• もっと自由に考えて意見が言えるとよかったかな？と思いました。
• 自分以外の職種の考え方が理解できた。

●診療放射線技師
• 忘れかけていた当時の事故の状況をふりかえり、再確認できたことはよかった。
• 初めての方式で少々手間どってしまったが、意見を合せていくと、青森、福島、当時の時
の思い出と問題の相違があって勉強になった。

• KJ 法について始めて、記さい等わからなかった。時間内に枚数を規制することが知らなかっ
た。

≪講義「福島の震災」感想≫

●看護師
• 原発事故がどうして起きたのか、理解が深まりました。「臨界がおさまっていても事故が起
こる」ということを、もう少し知りたかったです。資料をもう一度読もうと思いました。

• 今までの自分の知識が不足していたところを補強できました。
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• 震災に関して、どうしても福島原発に目が行きがちだが、周辺地域事故も多大な被害をこ
うむっていた中で避難住民のうけ入れにかかわっていることが認識できた。

• 原発事故による影響が多方面にわたることが理解できた。

●診療放射線技師
• 当時の状況を知ることを今までやってこなかったので改めて無知だと気づかされた。
• 事故は起こり得ないとされてきた。原発事故の、一度発生した場合の規模の大きさ、重大
性を再認識できた。

≪講義「福島における放射線リスク」感想≫

●看護師
• 単位がむずかしかったです。特に食についてのところ。
• 知っているつもりになっていたけれど全く知らなかった福島の実情をかいまみた気がしま
す。

• データから現在の状況を理解することができて、大変勉強になった。
• 福島県の現状について理解できた。

●診療放射線技師
• ポロニウム 210 は勉強になりました。
• 特に食品中の放射能レベルについて現状を知ることができた。キノコ、川魚への放射能が
集積する機序も理解できた。

• 現職者研修で受けた内容に近かったので理解が深まった。資料を見返しておきたい。

≪演習「放射線健康相談演習」感想≫

●看護師
• やはり難しいです。演習でそうならば実際はもっとうまくできないだろうと思います。ま
ずは傾聴、尊重から肝に命じていきます。

• コミュニケーションやカウンセリングの時の自分の悪い傾向がわかりました。早口、情報
収集を急ぐなど。自己紹介から導入がやはり大事だと思いました。

• 相談体験を通して、日頃いかに意識しないで、学生の対応をしていたのかと思い返すきっ
かけになったのと同時に、専門知識をかみくだく力も大切なこともわかった。

• 相談者の背景をまずつかむというところもむずかしかったです。アドバイスを求められて
も、まっ白になっている自分がいました。

• 知識だけでなく行動することにより、相談への対応について短所・長所が理解できた。

●診療放射線技師
• 思っていたより、対応に必要な知識が中途半端だと知った。実地でやってみたい。
• 放射線障害の数字が頭にあり、数字前提で説明しようとした。
• 技師として単位を話してしまうことは反省。

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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• 相談を受けながら説明に限度値を用いた傾向となってしまい、説得していただくという意
識を改める必要性を感じた。

≪講義・討議「リスクコミュニケーションにおける医療者の役割」感想≫

●看護師
• 自分の意見をおしつけることなく伝えるというのはむずかしいと感じました。自分だった
らどういうのか、考えてみたいと思います。

• リスコミはリスクを相手にわかりやすくどう伝えるか、と認識していたので、まったくち
がっていました。価値の共有は大切ですね。

• 価値の共有をしながら、相手に対応することの大切さを学んだ。
• 理想に近づくのは難しいと思いますが、できるだけ価値の共有ができるように努力する必
要がある。

●診療放射線技師
• 4 年后の福島の住民の悩みに変化があることが分かった。
• これまでのリスクコミの研修会では、放射線技師は傾聴が下手と言われており、講義を拝
聴して打開方法を知ることができました。

• コミュニケーションを「放射線」という未知な領域な方々への説明ほど難しいものはない
と思った。うまい接し方を見つけてみたい。

• リスクコミュニケーションにおける医療者の役割について再認識した。

≪参考≫　

※福島県立医科大学災害医療総合学習センター　よろず相談事業

　概要：よろず健康相談事業では、福島第一原子力発電所事故により仮設住宅等へ避難して

いる飯舘村、双葉郡町村及び南相馬市住民を対象に、主に集団検診に併せて個別健康相談を

実施している。H23 年 3月までの実施回数 70回（南相馬こころ 2回、浪江放射線健康手帳

5回を含む）・相談件数 968 件・全国からの相談対応者数 393 名（のべ人数。）

　目的：よろず健康相談事業の目的は、被災住民の安心・安全を確保・促進させるとともに、

臨床研修医等の若手医師への実地指導をもって、災害医療・放射線被ばく医療等の知識・技

術に関する人材を育成することである。本研修の目的は、この事前研修を通して、福島の震

災や現状について知識を深め、住民対応に必要な知識や能力を習得することである。
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４）その他の研修等参加

■シミュレーション教育セミナー参加
FunSimJ（ FundamentalsofSimulationinstructionalMethodsforJapanese）

・日　　時：H27年 8月 7－ 8日

・場　　所：東京慈恵会医科大学　

・参 加 者：漆坂　真弓

・受講目的：緊急被ばく医療におけるシミュレーション演習における指導法及びシナリオ作

　　　　　　成のための基礎的知識とスキルを習得する。　

・内　　容：

研修目的は、シミュレーション教育（SBHE）の基本を学ぶこと、シナリオシミュレーショ

ンを学習者と指導者の双方の立場から体験することである。

ワークショップ：東日本大震災を考える

講義　福島の震災 ワークショップ：リスクコミュニケーション

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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【１日目】

①なぜ、シミュレーション教育なのか？医療における教育改革との関連

②日本のシミュレーション教育

③世界のシミュレーション教育と SimTiki について

④シミュレーション教育の基本

⑤シミュレータのオリエンテーション

⑥シミュレーション体験

⑦シミュレーション教育の指導法

【2日目】

①目的と期待するスキル、学習環境、評価

②指導のスキル　講義：指導のスキルとデブリーフィング

　　　　　　　　グループワーク：効果的なデブリーフィングを考える

③シミュレーションにおける評価と試験

④シミュレーションにおける評価

⑤チームトレーニング

■ KIRAMS-Hirosaki University Joint Education & Drill
・日　　時：平成 27年 9月 10日～ 11日

・参 加 者：中村敏也、齋藤陽子、井瀧千恵子、細川洋一郎（本部門より 4名参加）

・研修目的：韓国で実施される核テロの対応における知識や実践能力の確認のための実働訓

　練に参加し、実践能力を高めると共に海外における訓練の実情を知り、海外施設との連携

　を強化する。

・スケジュール：

　9月 10日（PM）：於 JejuHaraHospital

　　スケジュール概要説明、計測機器の操作方法説明およびトレーニング、訓練シナリオ説

　　明および役割分担決定等　

　9月 11日：於フェリーふ頭（Pier6）

　　AM：訓練準備、PM：実働訓練実施（14：00-16：00）および後片付け、振り返り

・特に重要と思われた点：

　フェリー内で核テロが発災したという想定での大掛かりな訓練であった。実際のフェリー

　の停泊時間は限られているので、訓練の時間もタイトであった。ファーストリスポンダー

　と医療チームとの連絡、医療チームとコマンダーとの連絡に行き違いがあり、災害時のコ

　ミュニケーションや情報共有の困難さを実感した。警察や消防などへはほとんどシナリオ

　を伏せて訓練を実施しており、実践意識の高さがひしひしと感じられた訓練であった。
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■平成 27 年度「医療放射線安全管理講習会」受講
・日　時：平成 27年 11月 8日

・参加者：齋藤　陽子

・場　所：㈱島津製作所本社・研修センター

・プログラム：

【第 1部】10:20 ～ 12:00

教育講演１(10:20 ～ 11:10)

演題：我が国における診断参考レベルの概要　　神田玲子（放射線医学総合研究所）

教育講演２（11:10 ～ 12:00）

演題：医療放射線診療施設の放射線立入検査　　藤田真紀（大阪府健康医療部）

【第２部】医療現場における診断参考レベルの普及と活用（13：00～ 14：40）

①Ｘ線ＣＴの診断参考レベルの現場対応　　菊元力也（洛和会音羽病院 )

② IVRの診断参考レベルの現場対応　　市田隆雄（大阪市立大学）

③診断参考レベルを臨床現場ではどう受け止めるか

　＊医師・診療上の立場から＊　中村仁信（彩都友絋会病院）

【第３部】話題と総合討論（15:00 ～ 16：15）

座　　長：大野和子 ( 京都医療科学大学 )　

指定発言：遠藤啓吾（京都医療科学大学）、

医療機器メーカーの立場から：飯沼正雄（島津製作所医用機器事業部）

新たに制定された診断参考レベルの利用方法や利用上の注意に関する教育講演が興味深

かった。

■よろず健康相談
・参加者：齋藤　陽子

・日　時・場所：

①平成 27年 7月 10日・11日　広野町保健センター　（福島県広野町、広野町検診）

②平成27年10月4日浪江町役場二本松事務所　（二本松市北トロミ573　浪江町検診）

　相談員として参加し、それぞれ 3～ 7名程度の相談者への対応を行った。被災者には避

難の有無や避難先の生活環境などにより様々な社会的問題が生じており、ストレスを抱え

ている方が多く、精神的な問題も大きかった。被ばくに関する知識を有してはいるが、事

故直後とは現在の状況が変化している事の認識が十分でない方も散見された。また、生活

環境の変化による生活習慣病のリスク増大も大きな問題であった。

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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■第２回青森県緊急被ばく医療対策専門部会　オブザーバー参加
・参加者：漆坂　真弓

・日　時：平成 27年 12月 21日　14：00～ 15：30

・場　所：青森アラスカ会館

・議　題：

①緊急被ばく医療対策事業の取り組み状況について ( 原子力災害避難対策関連 )

②今後の取り組み方針について

③その他

５）まとめ

　平成 25年度からの新プロジェクトの 3年目として、本部門では緊急被ばく医療人材育成プ

ロジェクト現職者研修（以下　現職者研修）の開催を中心に活動を行った。

　平成 25年度からの新メンバーの中でも本年度は異動や留学等で参加できない者もおり、今

年もスタッフの役割分担が重要な検討事項となった。幸い、現職者研修開催における種々の

役割を若手のスタッフが意欲的に担ってくれ、無事に研修を開催する事ができた。今後も研

修を継続するためには、教員の過度な負担は避けることが望ましく、演習マニュアルの活用や、

演習における教員の役割を見直し効率化を図ることが必要である。事前学習としての e-ラー

ニングは今後も、動作環境の改善やコンテンツのブラッシュアップを継続していきたい。

　今年度は昨年度までの「よろず相談事前学習」を発展させるべく「福島災害医療セミナー

in 弘前 2015」　として開催した。福島医科大学災害医療総合学習センターのほかに青森県放

射線技師会も共催したが、今後も継続開催をしたい。研修は福島の事故後の状況、現在の状

況が良く理解できる内容であり、受講者にも大変好評であった。今後も継続して開催する予

定であるが、内容をブラッシュアップしていきたいと考えている。

　また、今年度も青森県原子力防災訓練へ参加したが、今後も継続的に訓練に参加し、県内

の緊急被ばく医療体制の整備に貢献したいと考えている。大学院の被ばく医療コースの修了

生や現職者研修の受講生とのネットワーク作りを視野に入れ連携を深めていくことも望まれ

る。また、事故の際の救護所活動における保健学研究科職員の任務について研究科内でも周

知を徹底していく必要がある。弘前大学は昨年「原子力災害・総合支援センター」および「高

度被ばく医療支援センター」に認定されセンターとしての活動を開始している。その中で本

研究科がどのような任務を負うのか確認しながら次年度からの活動を継続していきたい。
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平成 27 年度　継続事業強化・推進部門構成員

教　授　　齋藤　陽子（リーダー、放射性生命科学分野）

講　師　　漆坂　真弓（サブリーダー、健康増進科学分野）

教　授　　中村　敏也（生体機能科学分野）

教　授　　細川洋一郎（放射線生命科学分野）

教　授　　真里谷　靖（放射線生命科学分野）

教　授　　井瀧千恵子（障害保健学分野）

講　師　　細田　正洋（放射線生命科学分野）

講　師　　扇野　綾子（老年保健学分野）

講　師　　門前　　暁（放射線生命科学分野）

助　教　　北嶋　　結（老年保健学分野）

助　教　　高間木静香（障害保健学分野）

助　教　　北島麻衣子（健康増進科学分野）

助　教　　寺島　真悟（放射線生命科学分野）

助　教　　吉野　浩教（放射線生命科学分野）

助　教　　工藤ひろみ（障害保健学分野）

助　教　　會津　桂子（健康増進科学分野）

助　教　　辻口　貴清（放射線生命科学分野）

Ⅱ　各部門の活動報告　2．継続事業強化・推進部門
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

３．高度実践看護教育部門
高度実践看護教育部門リーダー　　西沢　義子

　平成 25 年度から平成 29 年度までの５年間の事業計画として、本部門では下記の目標と計
画を掲げて活動を展開してきた。本プロジェクトは残念ながら平成 27 年度で終了することと
なった。「放射線看護高度看護実践コース」の教育は 1 年目が経過したばかりであり、計画と
してあげた「評価・改善」については実施できなかった。

１）　活動目標と計画

　大学院博士前期課程に新設のコースとして「放射線看護高度看護実践コース」を立ち上げ
ることを目的とした人材育成について、教育課程の編成（計画）・実施・評価・改善という
PDCA サイクルのプロセスに則り推進する。
(1) 目標
1.　放射線看護高度実践看護師養成プログラムの開発と教育に係る事項の準備
2.　放射線看護高度実践看護師教育の開始
3.　放射線看護、放射線看護高度実践看護師及びその養成等に関する国内外への情報発信
4.　放射線看護高度実践看護師養成に関する国際交流及び国際的連携の推進
5.　放射線看護高度実践看護師養成に関する基盤研究の推進
(2) 平成 27 年度計画
　平成 26 年度末で辞職した福島芳子特任講師の後任として、平成 27 年 7 月 1 日付で笹竹ひ
かる特任助教を採用し事業を展開した。本部門メンバーと役割は下記の通りである。

 

 平成 25 年度から平成 29 年度までの５年間の事業計画として、本部門では下記の目標と計画を掲げ

て活動を展開してきた。本プロジェクトは残念ながら平成 27 年度で終了することとなった。「放射線

看護高度看護実践コース」の教育は 1 年目が経過したばかりであり、計画としてあげた「評価・改善」

については実施できなかった。 

 

１）活動目標と計画 

 

大学院博士前期課程に新設のコースとして「放射線看護高度看護実践コース」を立ち上げることを

目的とした人材育成について、教育課程の編成（計画）・実施・評価・改善という PDCA サイクルのプ

ロセスに則り推進する。 

(1)目標 

1. 放射線看護高度実践看護師養成プログラムの開発と教育に係る事項の準備 

2. 放射線看護高度実践看護師教育の開始 

3. 放射線看護、放射線看護高度実践看護師及びその養成等に関する国内外への情報発信 

4. 放射線看護高度実践看護師養成に関する国際交流及び国際的連携の推進 

5. 放射線看護高度実践看護師養成に関する基盤研究の推進 

 

(2)平成 27 年度計画 

平成 26 年度末で辞職した福島芳子特任講師の後任として、平成 27 年 7 月 1 日付で笹竹ひかる特任

助教を採用し事業を展開した。本部門メンバーと役割は下記の通りである。 

３．高度実践看護教育部門 

高度実践看護教育部門リーダー  西沢 義子 

氏名 所属分野・職位 主な役割 備考 

西沢 義子 健康増進科学分野・教授 部門リーダー  

野戸 結花 障害保健科学分野・教授 
サブリーダー、教育課程 WG 責任
者、ICRR2015 

 

細川 洋一郎 放射線生命科学分野・教授 
放射線に関する専門的知識の提
供・助言、セミナー 

 

井瀧 千恵子 障害保健科学分野・教授 教育課程 WG、セミナー、広報活動 

冨澤 登志子 健康増進科学分野・准教授 e-learning 
平成27年8月～

平成27年7月1日～

平成27年8月～

ハワイ大学留学中 

小倉 能理子 健康増進科学分野・准教授 e-learning、セミナー  

漆坂 真弓 健康増進科学分野・講師 教育課程 WG  

休育・産
 動活報広 師講・野分学科健保害障 子綾 野扇

北島 麻衣子 健康増進科学分野・助教 教育課程 WG 、ICRR2015 

笹竹 ひかる 健康増進科学分野・特任助教 教育課程 WG、広報、セミナー

表 1 メンバー構成と主な役割 

表 1　メンバー構成と主な役割
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２）　実施内容

　（1）「放射線看護」分野の特定に向けて
　①分野特定のための基準と三大学の教育の現状

　日本看護系大学協議会（以下、JANPU とする）では、高度実践看護師教育課程注）の新たな

分野を特定するための基準として、以下の 4 点を掲げている（平成 27 年度高度実践看護師教

育課程基準 高度実践看護師教育課程審査要項より抜粋）。
注：平成 27 年 2 月 16 日の JANPU 臨時総会において、これまでの専門看護師教育課程からナースプラクティ

ショナーを含めた高度実践看護師教育課程に名称変更した。

( ア ) 独立した専門分野として一定の安定性・発展性が保証されうること

( イ ) 変化する社会的ニーズ、看護ニーズに対して、実践的な専門性が確立されうること

( ウ ) 学問的に知識および技術に広がりと深さがあること（基礎教育の中である程度一般的に

教授されていること。学会の存在、学会誌等専門誌の存在）

( エ ) すでに専門看護分野としての教育課程が存在し、複数の大学院で教育が実施されている

こと

　上記の 4 点をクリアするために、長崎大学、鹿児島大学、弘前大学の三大学が中心となり

日本放射線看護学会を設立し、学術集会の開催、学会誌の発行等を行ってきた。これまでの

教育の現状については表 2 に示した。

２）実施内容 

 

(1)「放射線看護」分野の特定に向けて 

①分野特定のための基準と三大学の教育の現状 

 

日本看護系大学協議会（以下、JANPU とする）では、高度実践看護師教育課程注）の新たな分野を特

定するための基準として、以下の 4 点を掲げている（平成 27 年度高度実践看護師教育課程基準高度実

践看護師教育課程審査要項より抜粋）。 

注：平成 27 年 2 月 16 日の JANPU 臨時総会において、これまでの専門看護師教育課程からナースプラクティショナ

ーを含めた高度実践看護師教育課程に名称変更した。 

 

(ア) 独立した専門分野として一定の安定性・発展性が保証されうること 

(イ) 変化する社会的ニーズ、看護ニーズに対して、実践的な専門性が確立されうること 

(ウ) 学問的に知識および技術に広がりと深さがあること（基礎教育の中である程度一般的に教授 

されていること。学会の存在、学会誌等専門誌の存在） 

(エ) すでに専門看護分野としての教育課程が存在し、複数の大学院で教育が実施されていること 

 

上記の 4 点をクリアするために、長崎大学、鹿児島大学、弘前大学の三大学が中心となり日本放射

線看護学会を設立し、学術集会の開催、学会誌の発行等を行ってきた。これまでの教育の現状につい

ては表 2 に示した。 

 

 

表 2 三大学における教育の現状 

教育機関 
入学者数 修了者数

(平成28年3月)平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

長崎大学 
医歯薬学総合研究科大学院修士課程 
放射線看護専門看護師コース 

2 1 1 1 0 0 5 

鹿児島大学 
保健学研究科博士前期課程 
放射線看護専門コース 

未開

設 

未開

設 
2 2 2 1 6 

弘前大学 
保健学研究科博士前期課程 
被ばく医療コース 

2 1 2 1 0 3* 6 

 71 4 2 4 5 2 4 計

*放射線看護高度看護実践コース 

 

 

②分野特定の申請状況と結果の概要 

 

三大学のこれまでの教育実績を踏まえて、専門看護師の分野として「放射線看護」を特定するため

に平成 24 年度から JANPU に対して継続して申請を行ってきた。 

審査結果の概要は表 3 の通りである。 

  

表 2　三大学における教育の現状

* 放射線看護高度看護実践コース

Ⅱ　各部門の活動報告　３．高度実践看護教育部門
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

　②分野特定の申請状況と結果の概要

　三大学のこれまでの教育実績を踏まえて、専門看護師の分野として「放射線看護」を特定

するために平成 24 年度から JANPU に対して継続して申請を行ってきた。

審査結果の概要は表 3 の通りである。

〇平成 27 年度審査結果の内定以降の流れは下記の通りである。

・「放射線看護」分野の内定（平成 27 年 12 月 14 日付）

・JANPU 理事会において承認（平成 28 年 1 月 22 日付）：資料 1

・放射線看護専門分科会委員として 4 名の委員を推薦。

　　西沢義子（弘前大学・委員長）、太田勝正（名古屋大学・副委員長）、浦田秀子（長崎大学）、

　　松成裕子（鹿児島大学）

・教育課程審査規準の確定：表 4 

・JANPU 高度実践看護師教育課程説明会において「放射線看護」分野の相談会開催（平成 28

　年 3 月 27 日）

　高田代表理事より「放射線看護」分野が特定されたことについての報告

　「放射線看護」のブースで相談会開催：三大学の教育課程が確実に認定されるように調整。

表 3 三大学における教育の現状 

年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

審査結果 不可 不可 条件付き認定 再提出後、承認 

審査結果の概要 ①放射線被ばくによる人々の反応と放射
線治療による人々の反応の双方を扱い、
放射線看護領域として、対象論に基づい
た安定的で恒常的な発展がのぞめる看護
専門分野には至っていない 

②実践的専門性が十分確立されていない

③一専門領域として学問的な蓄積が不十
分である 
 

①養成した専門看
護師が被ばくに伴
う看護の専門的実
践に従事できる安
定的な実践の場を
整えること 
②被ばくに伴う社
会的ニーズや看護
ニーズに対して実
践的な専門性の強
化した点が分かる
ように加筆修正す
ること 

放射線看護専門分
科会の設置 

 

 

 

〇平成 27 年度審査結果の内定以降の流れは下記の通りである。 

・「放射線看護」分野の内定（平成 27 年 12 月 14 日付） 

・JANPU 理事会において承認（平成 28 年 1 月 22 日付）：図 1 

・放射線看護専門分科会委員として 4 名の委員を推薦。 

  太田勝正（名古屋大学・副委員長）、浦田秀子（長崎大学）、松成裕子（鹿児島大学）、西沢義子（弘前

大学・委員長） 

・教育課程審査規準の確定：表 4  

・JANPU 高度実践看護師教育課程説明会において「放射線看護」分野の相談会開催（平成 28 年 3 月 27 日） 

高田代表理事より「放射線看護」分野が特定されたことについての報告 

「放射線看護」のブースで相談会開催：三大学の教育課程が確実に認定されるように調整。 

  

表 3　審査結果の概要
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資料 1　審査結果

Ⅱ　各部門の活動報告　３．高度実践看護教育部門
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

本専攻分野教育目標 
1. 放射線看護に関する高度な専門知識・技術を活用し、顕在あるいは潜在した放射線の人体影響を有する対象

への高度看護実践を行うことができる。 
2. 放射線被ばくを最小限にするための的確なアセスメントと管理を行う能力を培い、対応することができる。 
3. 個人や集団が放射線に関する正しい知識を有し、自らの健康を守るための判断と行動ができるように教育・

啓発活動及び相談活動ができる。 
4. 看護職者に対して、放射線看護に必要な知識及び技術に関する教育・相談活動ができる。 
5. 放射線看護に必要な教育・医療システムの調整を行うことができる。  
6. 放射線看護に関する倫理的課題に対し的確な判断を行い、解決に向けて支援を行うことができる。 
7. 放射線看護に関する専門的知識や技術の向上に資する看護研究を行うことができる。  

科  目 内  容 必修単位 
専攻分野共通科目 放射線看護に関する専門的知識、放射線の人体影響を有する対

象者への高度な看護実践を行うための基盤となる知識・看護支
援方法を履修する。 
「放射線看護の対象者の理解と看護援助に関する科目」4 単
位以上、「被ばく医療における対象者の理解と看護支援に関
する科目」2 単位を含み、計 12 単位以上履修していること。

小計 12 

1. 放射線の基礎的・専門的知識に

関する科目 
 
 
2. 被ばく医療の基礎的・専門的知

識に関する科目 
 
 
3. 医用放射線利用の基礎的・専門

的知識に関する科目 
 
 
4. 放射線看護の対象者の理解と

看護支援に関する科目 
 
 
 
5. 被ばく医療における対象者の

理解と看護支援に関する科目 

放射線の物理学・生物学、人体への影響（年齢や性別の影響を

含む）、放射線防護、関連法令を含む放射線の基礎的・専門的知

識を学ぶ。 
 
原子力災害や放射線事故等による被ばくとその影響、被ばく患

者の診療、被ばく線量評価、放射線防護と被ばく線量低減方法、

原子力災害時の医療体制や政策、専門職種連携について学ぶ。

 
医用放射線利用の原理、医用放射線利用に伴う人々の被ばく（医

療被ばく、職業被ばく）とその影響、放射線防護と被ばく線量

低減方法、医用放射線利用に関わる専門職連携について学ぶ。

 
放射線看護の対象者の特徴、対象理解に必要な身体および心理

社会的側面を含むアセスメント能力を養う。また、被ばくに不

安を持つ対象者へのリスクコミュニケーション、放射線に関す

る教育や相談活動を学ぶ。 
 
原子力災害や放射線事故等に伴い被ばくや汚染を受けた対象者

の特徴、対象理解に必要なアセスメント、急性期および中長期

的視点からの看護援助を学ぶ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 単位以上 
 
 
 
 

 2 

専攻分野専門科目 以下に示す特定の専門領域から 1 つ以上を選択し、2 単位以上

を履修する。 小計 2 

1.被ばく医療における看護支援に

関する科目 
 
 
2. 医用放射線利用に伴う看護支

援に関する科目 

原子力災害や放射線事故等により引き起こされる人々の影響や

被ばく医療の対象者の身体的・心理的影響、看護支援方法及び

看護の役割を学ぶ。 
 
放射線診療を受ける患者と家族、被検者を全人的に理解し、放

射線安全管理に関わる看護支援方法及び看護の役割を学ぶ。 

 

実習科目 専門看護師としての 6 つの能力（実践、相談、調整、倫理調整、
教育、研究）を培い、放射線看護専門看護師としての役割を学
ぶ内容とする。 
選択した特定の専門領域についてさらに理解が深められる
ような看護実習を行う。また、スーパービジョンなど適切な
指導体制が組まれ、明示されていること。 

小計 10 

本専攻分野の必修単位 合計 24 
CNS 共通科目＊（8 単位+6 単位以上）を含めた単位数 合計 14 以上 

 総計 38 以上 
＊共通科目 A（看護教育論、看護管理論、看護理論、看護研究、コンサルテーション論、看護倫理、看護政策論）
のうち、放射線看護専攻分野の高度実践看護師としての役割を考慮して広範囲に 8 単位以上を選択し、さらに高
度実践看護師の必修科目として共通科目 B（臨床薬理学、フィジカルアセスメント、病態生理学）6 単位以上の計
14 単位以上を履修すること。 

表 4 放射線看護専攻教育課程と審査規準 
放射線看護専攻教育課程
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〈放射線看護専攻教育課程〉審査基準

　（2）放射線看護高度看護実践コース
　①教育課程

　平成 27年 4月、本学大学院保健学研究科博士前期課程に「放射線看護高度看護実践コース」

を開設するに至った。本コースは日本看護協会が認定する専門看護師を養成する教育課程を

目指したもので、日本看護系大学協議会認定の専門看護師養成課程 38単位教育課程基準に準

じた内容である。

科目 審査規準 

専攻分野共通科目： 放射線看護専門分野を深める基盤となる基礎的・専門的知識及び実践的な知識と技術に関

する内容を含んでいること。 
特定の科目に偏ることなく、全体としてバランスよく単位配分されていること。 
単位の配分については各大学で定めることができるが、計 12 単位以上が履修可能であるこ

と。 

放射線の基礎的・専門的知識に関す

る科目 
放射線の基礎的・専門的知識を教授する科目が設けられていること。 

被ばく医療の基礎的・専門的知識に

関する科目 
被ばく医療の基礎的・専門的知識、原子力災害時の医療体制や政策、専門

職種連携について教授する科目が設けられていること。 

医用放射線利用の基礎的・専門的知

識に関する科目 
医用放射線利用の基礎的・専門的知識、および医用放射線利用に関わる専

門職連携について教授する科目が設けられていること。 

放射線看護の対象者の理解と看護支

援に関する科目 
放射線看護の対象者の理解、看護支援に必要な知識や理論、看護支援方法

を教授する科目が設けられていること。 

被ばく医療における対象者の理解と

看護支援に関する科目 
被ばく医療における対象者の理解、看護支援に必要な知識や理論、急性期

および中長期的視点からの看護支援方法を教授する科目が設けられてい

ること。 

専攻分野専門科目： 以下に示す特定の専門領域から 1 つ以上を選択し、2 単位以上が履修可能であること。 

被ばく医療における看護支援に関す

る科目

被ばく医療における高度な看護実践を行うために必要な知識と技術を教

授する科目が設けられていること。

医用放射線利用に伴う看護支援に関

する科目

医用放射線利用に伴う高度な看護実践を行うために必要な知識と技術を

教授する科目が設けられていること。 

実習科目：

実習 
 
 
 
 

1）内容 
・専門看護師としての 6 つの能力（実践、相談、調整、倫理調整、教育、

研究）を培い、放射線看護専門看護師としての役割を学ぶ内容を含んで

いること。 
・実習記録、ケース・レポートなどの作成を含む。 
2）実習施設 
・専門看護師の役割機能、放射線に関する教育・相談活動の実習が行える

場であること。 
・選択した特定の専門領域の内容の実習が可能であり、適切な実習対象を

有する場であること。 
3）指導体制 
・当該分野で看護に携わる看護職者、または放射線看護教育を担当する教

員が指導にあたること。 

添付資料 
1. 修士課程の概要（履修規定） 
2. シラバス 
3. 実習要項（実習内容・実習場所・実習指導者・指導教員等） 

  

Ⅱ　各部門の活動報告　３．高度実践看護教育部門
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高度実践被ばく医療人材育成プロジェクト　　平成 27年度活動成果報告書

教育理念
　本コースは、豊かな知識と熟練した技術を駆使して、対象者の健康問題を診断し、
高度な看護実践を行うことができる人材を育成する。さらに、健康問題の解決に向
けた、個人や家族、地域社会ならびに医療職者に対する教育・相談活動の実施、他
の医療従事者や地域社会の人々、公的機関等と連携・協働することができる能力を
培う。また、学際的・国際的な広い視野と専門家としての倫理的配慮の下で看護実践、
教育・研究に指導的な役割を果たすことができる人材を育成する。

教育目的
　放射線被ばくや放射線防護に関する高度な専門知識・技術を基盤とし、施設や地
域における個人や集団の放射線被ばく防護対策に従事すると共に、放射線被ばくに
関連した複雑な健康問題を持つ個人、家族および集団に対して高度看護実践を行う
ことのできる人材の育成を目指す。

教育目標
1.　放射線被ばくや放射線防護に関する高度な専門知識・技術を活用し、顕在あるい
　は潜在した放射線の人体影響を有する対象への高度看護実践を行うことができる。
2.　放射線被ばくを最小限にするための的確な臨床判断と管理を行うことができる。
3.　個人や集団が放射線に関する正しい知識を有し、自らの健康を守るための判断と
　行動ができるように教育・啓発活動及び相談活動ができる。
4.　看護職者に対して、放射線看護に必要な知識及び技術に関する教育・相談活動が
　できる。
5.　放射線看護に必要な教育・医療システムの調整を行うことができる。
6.　放射線看護に関する倫理的課題に対し的確な判断を行い、解決に向けて支援を行
　うことができる。
7.　放射線看護に関する専門的知識や技術の向上に資する看護研究を行うことができ
　る。

教育カリキュラム
1.　修了要件
　当課程に 2年以上在学し、本コースが定める科目から 42単位以上を修得するこ
とである。このうち課題研究については必要な研究指導を受けたうえ、課題研究論
文審査及び最終試験に合格することが必要である。
　所定の単位を修得するとともに、学位論文の審査及び最終試験に合格することに
より、「修士（看護学）」の学位を取得できる。なお、本コース修了者には「放射線
看護高度実践看護師（RadiologicalNursingSpecialist）」の学内称号を付与する。
2.　履修科目と履修方法
1）授業科目について
　授業科目は共通科目、専門科目から構成される。授業科目、単位数及び年次別配
　当は表 5参照。
2）履修方法について
　●共通科目から必修科目 8科目 12単位を含む、14単位以上
　●専門科目から必修科目 9科目 24単位を含む、28単位以上
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表 5　履修指定科目、単位数及び年次別配当表 5 履修指定科目、単位数及び年次別配当 

区分 授業科目 
単位数 1 年次 2 年次 合計

単位 
備 考 

必修 選択 前期 後期 前期 後期 

共通科目 看護教育学特論  2 2    2 必修科目

8 科目 12
単位を含

む、14 単

位以上を

修得する

こと。 

看護管理学特論 2   2   2 
看護政策論 1   1   1 
看護理論  2  2   2 
看護研究方法論 1  1    1 
コンサルテーション論 1   1   1 
看護倫理学特論Ⅰ 1  1    1 
フィジカルアセスメント

 
2  2    2 

病態生理学 2   2   2 
臨床薬理学 2   2   2 

専門科目 基礎放射線学特論 2  2    2 必修科目

9 科目 24
単位を含

む、28 単

位以上を

修得する

こと。※

被ばく医療学特論 2  2    2 
放射線医学特論 2  2    2 
放射線看護学特論 2  2    2 
放射線看護学特別演習 2  2   2 
被ばく医療看護論Ⅰ  2  2   2 
被ばく医療看護論Ⅱ  2   2  2 
放射線防護看護論Ⅰ  2  2   2 
放射線防護看護論Ⅱ  2   2  2 
放射線看護学実習Ⅰ 2  2   2 
放射線看護学実習Ⅱ 3    3 3 
放射線看護学実習Ⅲ 5    5 5 
放射線看護学課題研究 4    4 4 

計 36 12 32 16 48 計 42単位

以上を修

得するこ

と。 

※ 被ばく医療看護論Ⅰ及び被ばく医療看護論Ⅱ又は放射線防護看護論Ⅰ及び放射線防護看護論Ⅱの

いずれかを履修すること。 

 
 鹿児島大学と単位互換協定を締結したことにより、病態生理学、臨床薬理学、フィジカルアセスメ

ントの 3 科目は両大学で開講されている時間割から選択して履修することが可能となり、学生の科目

選択の自由度が拡大した。また、本学の科目「放射線看護学特別演習」の一部を鹿児島大学開講科目

「放射線看護専門看護実践特論Ⅰ」を受講して読替をすることや、本学の「被ばく医療看護論Ⅰ・Ⅱ」、

「放射線防護看護論Ⅰ・Ⅱ」の 4 科目は鹿児島大学の学生も履修可能としたことで、両大学の学生同

士の共修による相乗効果が期待できた。 
 さらに、国立研究開発法人放射線医学総合研究所との協定に基づき、連携教授に就任した 2 名の教

員による専門性の高い教育を受ける機会を得ることができた。 
 
 
  

※　被ばく医療看護論Ⅰ及び被ばく医療看護論Ⅱ又は放射線防護看護論Ⅰ及び放射線防護看護論Ⅱのいずれかを履修する  
こと。

　鹿児島大学と単位互換協定を締結したことにより、病態生理学、臨床薬理学、フィジカル

アセスメントの 3 科目は両大学で開講されている時間割から選択して履修することが可能と

なり、学生の科目選択の自由度が拡大した。また、本学の科目「放射線看護学特別演習」の

一部を鹿児島大学開講科目「放射線看護専門看護実践特論Ⅰ」を受講して読替をすることや、

本学の「被ばく医療看護論Ⅰ・Ⅱ」、「放射線防護看護論Ⅰ・Ⅱ」の 4 科目は鹿児島大学の学

生も履修可能としたことで、両大学の学生同士の共修による相乗効果が期待できた。

　さらに、国立研究開発法人放射線医学総合研究所との協定に基づき、連携教授に就任した 2

名の教員による専門性の高い教育を受ける機会を得ることができた。

Ⅱ　各部門の活動報告　３．高度実践看護教育部門



52
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写真 1　遠隔授業、看護学領域大学院生との共修の様子

資料 2　e- ラーニング教材

　②平成 27 年度入学生・授業及び実習の様子（e-learning・遠隔授業を含む）

　平成 27年 4月、放射線看護高度看護実践コースの 1期生として 3名の学生を受け入れた

（※ 1名は後期休学）。平成 27年度開講講義は、共通科目 10科目（必修 8科目；看護管理学

特論、看護政策論、看護研究方法論、コンサルテーション論、看護倫理学特論Ⅰ、フィジカ

ルアセスメント、病態生理学、臨床薬理学、選択 2科目；看護教育学特論、看護理論）、専門

科目 7科目（必修 6科目；基礎放射線学特論、被ばく医療学特論、放射線医学特論、放射線

看護学特論、放射線看護学特別演習、放射線看護学実習Ⅰ、選択 1科目；放射線防護看護論Ⅰ）

であった。1期生3名ともサブスペシャリティが医用放射線利用に伴う看護支援コースであっ

たことから、専門科目はコースに関連した選択科目の開講となった。

　学生はいずれも仕事を継続しながらの就学であったため、社会人学生への配慮として、講

義は平日の夜間及び土曜日、集中講義で開講した。また、1名の学生が遠隔地からの就学だっ

たため、遠隔教育システムを利用した。遠隔教育システムで課題についてプレゼンテーショ

ンを行なったり、学生同士ディスカッションを行ったり、また、鹿児島大学の大学院生とも

交流をはかり、専門知識を修得した。

　共通科目の 5科目（看護教育学特論、看護理論、看護研究方法論、病態生理学、臨床薬理学）
においては e- ラーニングによる学習を取り入れ、学生が時間を有効活用しながら学習できる

環境を整えた。この e- ラーニングによる学習は、放射線看護高度看護実践コースの学生の他、

看護学領域（論文コース）大学院生も活用している。
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写真 2　指導教員についてシャドーイング実習の様子と演習室

　放射線看護学実習Ⅰでは、専門看護師の 6つの役割の内、実践・調整・教育・コンサルテー

ションについて学んだ。6月・12月、福島県浪江町において低線量被ばくを懸念する住民の

健康問題を把握し看護について考察し、住民を支援する関連職者の役割と連携について学ん

だ。教育を行う対象を理解し、それぞれの特性や学習目的を踏まえた教育を行うために、8月

に看護師や診療放射線技師等の専門職者を対象とした汚染・被ばくを伴う傷病者への対応に

ついてシャドーイング実習を行った。1月には大学院生・学部学生を対象にした放射線看護の

講義を行い、受講者および教員に授業を評価してもらった。また、11月、被ばく医療教育プ

ログラムを実施しているスタッフを対象としたコンサルテーション実習を行い、傾聴やコン

サルティの課題の明確化等コンサルティングに関する技術修得に努めた。

　③県内の専門看護師との交流・情報交換

　平成 28年 2月 10 日、八戸市立市民病院小児看護専門看護師の奥寺さおり様を迎え、放射

線看護高度看護実践コース 1年の大学院生 2名および教員 7名で情報交換会を開催した。情

報交換を行うにあたり、奥寺様には事前に①現在活動している CNS としての 6つの役割につ

いて、②施設において CNS としての立場・地位をどのように確立したか、③小児の放射線被

ばくを伴う検査時の保護者の不安への関わり、④他分野の CNS や青森県内の CNS との連携に

ついて等についての内容を含めていただくよう、依頼した。①については、「実践」、「相談」、「調

整」、「倫理調整」、「教育」、「研究」の 6つの役割について、実際の活動を通して具体的に紹

介していただいた。6つの役割は独立した活動ではなく、1事例に対して複数の役割で対応す

る必要があることを学んだ。②については、所属する施設の規模や役割によって CNS の活動

内容が異なるが、所属する病院のCNS2名とCN19名の計21名で連絡会を作り、勉強会などの

活動を通し看護部にアピールしている。③については、現状では関わっていないが、重要な

視点であるため、放射線看護専門看護師とコラボレーションすることが望ましい。④につい

ては、県内の CNS との連携はまだ十分ではないが、同じ大学院の修了者や同じ分野の CNS と

は事例検討会の開催、必要時連絡を取り合いながら CNS としての研鑽を積んでいるというこ

とであった。大学院生、教員との質疑応答も活発になされ、大学院生は CNS の具体的な活動

だけでなく、CNS の申請の際に必要となる実践内容のレポートの大変さも学ぶことができた。

Ⅱ　各部門の活動報告　３．高度実践看護教育部門
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　④今後の入学生の見込み（2 期生）と 3 期生以降の学生獲得に向けた広報活動

　平成 28年度入学予定者（2期生）は 1名でサブスペシャリティ「被ばく医療に伴う看護支援」

を専攻する予定である。これにより、二つのサブスペシャリティ「被ばく医療に伴う看護支援」、

「医用放射線利用に伴う看護支援」を学習する大学院生がそろうことになる。

　平成 29 年度以降の学生獲得に向け、平成 28 年 2月～ 3月に北海道 3施設、青森県 2施

設の看護部を訪問した。北海道の原子力災害拠点病院に指定される可能性のある札幌医科大

学病院、北海道大学病院、独立行政法人国立病院機構北海道がんセンターを訪問したが、「医

用放射線利用に伴う看護支援」に興味を示していた。また、遠隔で授業を受講できることに

興味を示していただいたため、今後も募集用ポスターを送付するなどの広報活動を続けてい

く。青森県内は原子力災害拠点病院の青森県立中央病院、八戸市立市民病院を訪問した。青

森県立中央病院は、原子力災害拠点病院としての役割もあるため、「被ばく医療に伴う看護支

援」に興味を示していた。県内の 2施設は、原子力災害医療総合支援センターとの関わりも

あり、また、本学の卒業生が就職していることもあるため、引き続き広報活動を行っていく。

写真3　県内の専門看護師との情報交換

資料 3　学生募集ポスター
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　⑤千葉大学大学院看護学研究科平成 27 年度災害時専門職連携演習の参加

　平成 28 年 2月 15 ～ 17 日、千葉大学の授業科目である、平成 27 年度災害時専門職連携

演習を参加見学させていただいた。

　この科目のねらいは、以下のとおりである。「災害の種類や局面に応じ、IPW

（interprofessionalwork）が実践できるようになるための態度、知識、思考力、行動力を養う。

発災から復旧・復興に至る時間軸の中で生じる様々な課題に対して、複数の専門分野の教員

が協働指導のもと、複数の専門分野の大学院生がチームを組み、連携協働して成果を産出し

ていく実践型授業により、専門職連携実践能力の向上をねらう。（シラバスより抜粋）」1年次

後期の科目で、10月にオリエンテーション、10月、1月に情報収集、課題学習、2月に 3日

間の集中講義で構成されている。私たちは 3日間での 3場面の災害時シミュレーションを通

して専門職連携を学ぶ集中講義（公開）に参加・見学した。東京医科歯科大学で「災害看護グロー

バルリーダー養成プログラム」に携わる先生方をはじめ、地理の専門家、危機管理の専門家、

警察庁OB、心理学の専門家、経営・マネジメントの専門家、他大学の看護教員など多様な専

門家が参加していた。また、演習の住民役には地域の防犯に関わるボランティアの方も参加

しており、シミュレーションではあるがリアリティがあった。シミュレーションのシナリオ

や演習内容についての情報セキュリティーが徹底されており、見学の内容をレポートするこ

とはできない。参考までに、千葉大学の学部教育で実施されている亥鼻 IPEについて紹介する。

亥鼻 IPE は「患者中心の医療を実現できる、自立した医療人」の育成を教育目標に掲げ、医・

薬・看の3学部が密に連携して2007年から取り組んでいる。3学部の必修科目として設置され、

1年次から 4年次までの積み上げ式カリキュラムとして構築されている。このような学部教

育を基礎として、大学院における災害時専門職連携演習が構築されていると考えられる。また、

千葉大学では 2014 年に専門職連携教育センターを看護学研究科附属として開設しているこ

とから、行政、他職種との共同で災害時専門職連携演習を実施できているのではないかと考

える。
シラバス）http://www.dngl.jp/wp/wp-content/uploads/2015/10/4-3.pdf
参考文献）酒井郁子、大塚真理子、藤沼康樹、山田響子、宮古紀宏：専門職連携コンピテンシーの確立　千葉大学亥

鼻 IPE の展開から．看護教育、56(2)、2015、112-115

　⑥ DNGL 育成プログラムに関する東京医科歯科大学との情報交換及び教育施設見学

　東京医科歯科大学は、高知県立大学、兵庫県立大学、千葉大学、日本赤十字看護大学の

5大学と共同して 5年一貫制博士課程「共同災害看護学専攻」を設置し、国際的に活躍で

きる災害看護のグローバルリーダー養成（DNGL:DisasterNursingGlobalLeaderdegree

program）を行っている。平成 28年 2月 18 日、東京医科歯科大学を訪問し、5大学共同教

育課程「共同災害看護学専攻」の教育・運営に関する情報交換および同大学大学院の教育施

設の見学を行った。訪問の目的は、5大学共同教育課程「共同災害看護学専攻」の教育・運営

Ⅱ　各部門の活動報告　３．高度実践看護教育部門
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を理解すること、災害看護の専門職育成に関する意見交換である。弘前大学からは、西沢義

子教授、野戸結花教授、井瀧千恵子教授、漆坂真弓講師、北島麻衣子助教、笹竹ひかる特任

助教の計 6名が参加した。東京医科歯科大学からは、井上智子教授、本田彰子教授、佐々木

吉子教授、三浦英恵准教授、矢富有見子講師、川本佑子助教に対応していただいた。5大学共

同教育課程「共同災害看護学専攻」の情報交換では、下記のことについて説明をしていただ

くとともに、大学院生の研究室の見学、遠隔教育のデモンストレーション、シミュレーショ

ン室の見学並びにシミュレーション教育での学生の演習を視聴させていただいた。

○DNGL（災害看護グローバルリーダー養成）共同教育課程の組織・教育体制

①本プログラムにおける災害看護の定義、②育成する人物像、③組織図、教育課程とプロジェ

クトチーム、④質保障のための段階的評価の基準と審査方法、⑤履修規定、⑥学生指導体制

○教授方法

①遠隔教育システムの概要、②災害支援シミュレーションの例、③遠隔教育システムの実際、

④ LMSの実際、⑤実習、⑥安全管理、倫理的配慮、⑦授業評価とフィードバック

　共同災害看護学専攻では、学際的、国際的、産官学的に連携できる能力を有する人材を育

成することをめざし 5年一貫教育を行っている。そのために、継続的な動機付けや将来像が

明確になるように、ポートフォリオやインターンシップ研修等を活用していること、英語力

向上のために自助努力を促していること、学生個々のキャリアを考慮した学習目標の立案を

行っていること、5大学で定期的にプログラム管理運営会議を開催していること等、国際的に

活躍する災害看護の専門職者として確実な能力と実力を習得できるような運営・教育体制を

整えていることが理解できた。

資料4　5大学共同教育課程「共同災害看護学専攻」に関する資料
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　⑦放射線看護高度看護実践コースロゴマーク

　弘前大学放射線看護高度看護実践コースのロゴマーク

を作製した。ピンクからブルーへのグラデーションがか

かった 6枚の花びらの桜というオリジナルデザインであ

る。

　一般に、桜マークは 5枚のピンクの花びらで表される

が、専門看護師の 6つの役割を花びらで表現し、桜の名

所である弘前の地で学びながら、放射線看護の高度看護

実践者として開花し、成長していく、という意味を込めて、

色はピンクからブルーへのグラデーションとした。

　(3) Satellite Meeting of ICRR2015 in Hirosaki University Symposium on 
Radiation Nursing

　　（ICRR 弘前サテライトミーティング放射線看護シンポジウム）

　第 15回国際放射線研究会議（ICRR2015Kyoto,Japan

-15thInternationalCongressofRadiationResearch、会

期：平成 27 年 5月 25 日～ 29 日）が国立京都国際会館

で開催された。この会議に合わせ、本研究科では 2つの

SatelliteSymposia を企画した。本部門においては、放射

線看護シンポジウム（平成 27 年 5 月 23 日（土）10：

00～ 16：00）を開催し、60有余名の参加者を迎え、成

功裏に閉会した。

　 シ ン ポ ジ ウ ム の テ ー マ は「AReviewofJapan‘s

RadiationNursingFramework」とし、日本における放射

線看護の枠組みを討論する機会とした。

　はじめに、アメリカで放射線看護に従事する看護師

MieFowler 氏(DekalbMedicalCenter,GA,USA) により、

「アメリカにおける放射線看護及び放射線看護教育の現状

と日本への提言」と題した特別講演が行われた。放射線

腫瘍学の分野で活躍する CNS や NP の活動や、放射線がん看護の認証試験等について紹介し

た。また、高度実践看護師 APRNの質を担保するためには、ライセンス（Licensure）、認証・

認定（Accreditation）、資格認定（Credentialing）、教育（Education）、すなわち LACE モデル

が重要と言われている点に触れ、日本の放射線看護においても、教育体制の整備や継続教育

を強化することが今後の発展に繋がるのではないかと提案された。聴衆からは、学部学生に

対する放射線看護教育の現状や継続教育、online 教育に対するサポート体制など様々な質問

図1　放射線看護高度看護実践コース
　　　ロゴマーク

資料 5　ICRR2015
　　　弘前大学サテライトミーティング
　　　放射線看護シンポジウムポスター
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が挙がり、アメリカの看護に対する関心の高さが覗えた。アメリカの学部教育では、放射線

に関する内容のみで看護について触れる機会がなく、看護師として放射線科に勤務後、自ら

が研修会等でスキルアップをはかって看護を行っているため、アメリカの学部教育において

も放射線看護を教授する機会を設ける必要性が示唆された。

　次に、草間朋子氏（東京医療保健大学副学長）により、基調講演「放射線看護教育―過去・

現在・未来―」が行われた。多くの人々が放射線の健康影響・リスク、放射線診療に伴う医

療被ばくに対して不安を抱いている現状を挙げ、患者や国民が安心して放射線利用・放射線

診療を受け入れることができる状況を整えることが看護職の役割であり、全ての看護師が「患

者と一緒になって放射線を怖がることのない看護師」となるべく、看護基礎教育の中に放射

線看護のカリキュラムを取り入れることが不可欠であると述べた。一方で、保健師教育にお

いては放射線リスクに関する情報を分かりやすく伝えるスキルの習得の必要性や、放射線看

護の教育を担当できる専門看護師の養成の必要性について述べた。また、今後の課題として、

「放射線看護論」から「放射線看護学」への学問領域としての確立、放射線看護教育カリキュ

ラムの構築、放射線看護専門看護師の育成、看護職の職業被ばくの管理があることを明らか

にした。特に現在、女性の職業被ばくの線量限度撤廃の議論がされていることを紹介し、看

護職がこの議論に関心を持ち、声を上げていく必要があると結んだ。フロアからは、看護基

礎教育における放射線看護教育内容の指定規則への取り入れや教育の実際について質問があ

り、草間氏が自大学の教育内容・方法を具体的に紹介することで、基礎教育における放射線

看護教育の理解をさらに深めることができた。

　最後に、「日本からの提言、福島第一原子力発電所事故から看護職は何を学び、世界に向け

て何をどう発信していくのか？」のテーマで、弘前大学大学院（被ばく医療コース）、長崎大

学大学院（放射線看護専門看護師コース）、鹿児島大学大学院（放射線看護専門コース）のそ

れぞれの修了生の講演とパネルディスカッションが行われた。ひとり目の山内真弓氏（弘前

大学医学部附属病院看護部）は「看護職に課せられる放射線災害への備え」と題し、福島第

一原子力発電所の事故における自らの豊富な経験から、被ばく医療における看護に携わる集

団を管理職、スペシャリスト、セミスペシャリスト、ジェネラリストの 4つとし、それぞれ

の役割において必要な備えについて述べた。ふたり目の吉田浩二氏（福島県立医科大学災害

総合学習センター）は「原発事故後の看護師の関わりからの放射線看護教育への提言」と題し、

事故当時から現在に至るまでの看護職としての関わりの経験から、これまでの放射線看護教

育の不足を実感し、体系的かつ実践に即した教育システムの構築を全国規模で行うこと、ま

たその放射線看護教育を担える放射線看護の専門家の育成とその分野における専門看護師の

認可を提言した。最後に土橋由美子氏（鹿児島大学病院）は「放射線看護の高度実践教育と

福島での学び－放射線看護学実習を終えて、放射線看護の専門性について考える－」と題し、

自らが学んだ教育課程における臨地実習の内容と学びを紹介し、放射線看護専門看護師の役

割は、医療者の職業被ばくを最小限にすることや放射線の深い専門知識を活用し対象者のセ

ルフケア自立を支援することであると述べた。講演後、コメンテーターとして登壇したMie

Fowler 氏と草間朋子氏、フロアからの質問や意見をもとにディスカッションが行われた。こ
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の中で、チーム医療のキーパーソンである看護職者が放射線防護の知識を持つことで放射線

看護の自律性が確保できるのではないかとの提案がなされた。また、講演で述べられた貴重

な経験を語り継ぐと当時に、学問の確立に結び付けていくことが放射線看護を目指す者の使

命であるとの発言がされた。

　(4) 高度実践看護教育部門セミナー

　近年、放射線を用いる検査及び治療はますます高度化・専
門分化し、放射線診療の適応範囲は年々拡大している。一方、
福島第一原子力発電所事故への対応では、被ばく医療を担う
看護職の人材不足が露呈した。そこで本学では、社会のニー
ズに呼応した新たな取り組みとして、平成 27年 4月より「放
射線看護高度看護実践コース」を開設し、教育を開始してい
る。本コースでは、放射線や放射線防護に関する専門的知識
を基盤とし、画像診断や核医学診療、IVR 診療、さらには被
ばく医療に関して高度な看護実践ができる人材の育成を目指
しており、現在、専門看護師教育課程の分野特定の申請を行っ
ている。
　今回は、放射線看護に携わる看護職の学習ニーズが高い
核医学診療と IVR 診療に関する最新の知見を紹介し、これら放射線診療に関する看護師の役
割について理解を深めることを目的としてセミナーを開催した。

●日　時：平成 27年 11月 7日（土）13時 00分～ 16時 20分質疑応答を含む）
●場　所：東京工業大学キャンパスイノベーションセンター　国際会議室
●テーマ：「放射線診療における看護に必要な最新の知見」

●スケジュール：
　13:00 ～ 13:10　　開会の挨拶
　13:10 ～ 14:20　　教育講演１IVR 診療～ボクと鳴海病院と、毎日、INE 看護師～
　　　　　　　　　　　　　　　鳴海病院　院長　淀野　啓先生

写真4　シンポジウム発表者・シンポジウムの様子

資料 6　高度実践看護教育部門
　　　　セミナーポスター
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　14:30 ～ 15:40　　教育講演２　最新の核医学検査と放射線看護

　　　　　　　　　　　　　　　横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長　

　　　　　　　　　　　　　　　井上　登美夫先生

　15:50 ～ 16:10　　放射線看護高度看護実践コースの教育内容について

　　　　　　　　　　弘前大学保健学研究科　野戸結花

　16:10 ～ 16:20　　閉会の挨拶　　　　　　日本放射線看護学会

●対　象：放射線看護に興味・関心のある医療職者

●募集人数：80名程度

●共　催：弘前大学大学院保健学研究科、日本放射線看護学会

●結　果：事前申し込み 63名、当日欠席 11名であり、当日参加者を含め 53名の参加を得た。

写真5　セミナー中の様子
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資料 7　セミナーアンケート結果
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●今後のセミナーの要望など（自由記載より抜粋）

・放射線の基礎をやってほしい

・放射線物理学

・被ばく防護

・内用療法

・放射線医療、看護のセミナーは数が少ないので参加できてよかった

・医師からだけでなく、看護師（実践者）からの講義・報告があるとよい　等

　以上のことから、放射線の基礎的な内容のセミナーの必要性と看護職中心のセミナー開催

の期待が伺われた。

　(5) 日本看護研究学会特別交流集会

　以下の内容は保健学研究科ならびに日本放射線看護学

会HPで掲載している。なお、宮腰学術集会長からの要請

があり、この内容に加筆修正し、日本看護研究学会誌に

掲載予定である。

　日本看護研究学会第 41回学術集会（学術集会長：宮腰

由紀子氏・広島大学）において、本研究科高度実践被ば

く医療検討委員会高度実践看護教育部門のメンバーが「放

射線看護企画グループ」として特別交流集会に参加した。

　看護職が放射線と関わる機会は医療の場だけではなく、

地域や産業分野、ならびに有事の際の被ばく医療へと広

がっている。これらを全て包含するのが、「放射線看護」であり、看護における重要な専門領

域の一つである。

　本交流集会では「放射線看護」の枠組について、太田勝正氏（名古屋大学大学院医学系研

究科）からご発表いただいた。太田氏には放射線看護を看護の専門領域とするための要件を

現在進めている「看護情報学」に例えてご説明いただいた。要件としては①区別された（異

なる）看護実践があること、②その分野に特

定された研究が行われていること、③その分

野を代表する組織、機構があること、④その

分野の教育プログラムが構築されていること、

⑤資格認定の制度があることをあげ、④以外

は着実に実績を積んでいるが、④については

学部レベルの教育プログラム、資格等の認定

のしくみができていないことが課題であるこ

とを指摘した。放射線看護の確立と普及のため

資料8　日本看護研究学会交流集会
　　　　ポスター

写真 6　交流集会の様子
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には看護基礎教育における教育プログラムの構築と指定規則への組み見込み、放射線を恐が

らない看護職を育成するための研修、高度実践看護師（CNS）の育成、放射線看護研究の促進、

日本放射線看護学会の発展が必要であることを再確認した。

　長崎大学、鹿児島大学、弘前大学では放射線看護に関する高度な教育が必要であると認識

し、福島第一原子力発電所事故の前から大学院での教育を開始した。三大学の修了生を代表し、

長崎大学大学院修了生である吉田浩二氏（福島県立医科大学災害医療総合学習センター）か

ら福島第一原子力発電所事故の急性期における活動を紹介していただいた。事故直後の混乱

した状態で、さらに少ない情報の中で、医師や技師をはじめとした放射線の専門家と看護職

の連携活動が必須であり、大学院での教育成果が即座に活用・展開された活動内容であった。

個人線量計と空間線量計の測定値から自身が被ばくしていないことを確認しながら活動する

など、エビデンスに基づいた判断をすることが可能であり、まさしく放射線に関する専門的

な知識を有する看護職の活動であった。

　また、平成 27年度から専門看護師を視野に入れた大学院教育（CNS38 単位）が三大学で

開始された。野戸結花氏（弘前大学大学院保健学研究科）からは三大学の教育の現状につい

て紹介するとともに、弘前大学の「放射線看護高度看護実践コース」の紹介があった。放射

線看護の考え方として、「被ばく医療における看護支援」と「医用放射線利用に伴う看護支援」

を２つの柱とし、対象と活動範囲について報告があった。このような教育を行っている大学

が少ないことから鹿児島大学との単位互換、社会人の就学者のための制度、インターネット

を活用した遠隔授業を行っていること、一部の授業では e-learning を採用し、受講者の都合

に合わせて受講が可能であること、さらに最大 4年間の履修が可能である長期履修制度を行っ

ていることなどが紹介された。

　最後に浦田秀子氏（長崎大学原爆後障害医療研究所）からは、長崎大学・福島県立医科大

学が平成 28年度から共同で開設する「災害・被ばく医療科学共同専攻（修士課程）」につい

ての紹介があった。被ばく医療や災害医療分野の実績をもつ両大学がそれぞれの実績を活か

し、各専門家との協働に基づく適切な判断と対応能力をもつ人材の育成をねらいとしている。

医科学コースと保健看護学コースの２つがあり、保健看護学コースは「放射線防護及び放射

線リスクコミュニケーションの専門知識を基盤に臨床放射線科業務に精通するのみならず、

放射線災害発災期から事故収束期、復興期一連の流れの中で、対象に寄り添いながら不安や

疑問に対応できる看護師・保健師の育成」を目的としている。

　発表後は参加者（約 60名）とともに、（1）放射線看護とは（2）放射線看護のために必要

な看護教育についての意見交換が行われた。

　放射線看護を浸透させる戦略としては、指定規則に「放射線看護」を盛り込むことにより

看護基礎教育での教育が可能となること、さらに演習を取り入れ知識を確実なものとするこ

とも重要な戦略であるとの提言があった。看護基礎教育で教育する場合には、より理解が進

むように看護と直結して考えることができるように開講年次等の検討も必要であるとの意見

が出された。

　放射線看護の教育は必要であるが、専門性が高いため教育担当者が少ないという現状があ
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ることも事実である。そのために大学院レベルで専門的な教育を受けた修了生が、看護実践

に止まらず、教育スタッフとしての役割を担うことの必要性と重要性も確認された。また、

海外においても放射線看護は確立されていない現状を考えれば、日本から世界に向けて情報

発信していく必要性があり、そのためにはこれまでの活動を継続することの重要性と多くの

方々のご支援・ご協力が必要であり、今後の展開が期待される。

【放射線看護企画グループ】

西沢義子 1、太田勝正 2、野戸結花 1、浦田秀子 3、新川哲子 4、吉田浩二 5、松成裕子 6、八代利香 6、

井瀧千恵子 1、漆坂真弓 1、北島麻衣子 1、藤井宝恵

1弘前大学大学院保健学研究科　2名古屋大学大学院医学系研究科　3長崎大学原爆後障害医療研究所
4長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　5福島県立医科大学災害医療総合学習センター　6鹿児島大学医学部保健学科
7広島大学大学院医歯薬保健学研究院

　(6) 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻との連携

　平成 27 年 8 月 28 日～ 30 日、東京医科

歯科大学大学院保健衛生学研究科共同災害

看護学専攻学生 2名が来校した。同専攻は

文部科学省・日本学術振興会による「博士

課程教育リーディングプログラム」に平成

24年度に採択された事業による「災害看護

グローバルリーダー養成プログラム」に基

づく教育課程であり、世界に通じる災害看

護グローバルリーダーの養成を目指してい

る。今回、3日間の研修期間内に、情報交換

会及び本学主催の緊急被ばく医療人材育成

プロジェクト現職者研修（看護職コース）へ参加した。情報交換会では本学の被ばく医療人

材育成プロジェクトについて、被ばく医療コース・放射線看護高度看護実践コース教育課程、

福島第一原子力発電所事故後の本学の対応、被ばく医療コース修了生の活動等を発表した後、

東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻学生からは同専攻の教育の紹

介があり、両校の教育や活動に関する理解を深めることができた。2・3日目は現職者研修に

参加し、放射線の基礎知識、原子力災害・放射線事故、原子力災害におけるこころのケア、

福島の現状などの講義や、放射線測定、除染・防護服着脱、緊急被ばく医療シミュレーショ

ンなどの演習に参加し、原子力災害における看護職の活動や役割に関する学びを深めて頂い

た。

写真7　参加者
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　(7) 弘前大学大学院保健学研究科被ばく医療・放射線看護人材バンク

　高度実践看護教育部門が中心となり、これまでのプロジェクトによる活動成果を活用する

ために「弘前大学大学院保健学研究科被ばく医療・放射線看護人材バンクに関する申し合わ

せ（保健学研究科長裁定、平成 27 年 6月 3日）施行」を策定し、資源を活用した社会貢献

を行うこととした。このシステムにより、学外からの要請により教育研究活動，地域連携活

動に活用するとともに、放射線、被ばく医療、放射線リスクコミュニケーションなどに関す

るセミナーなどに講師を派遣することが可能である。また、本システムにより、博士前期課

程放射線看護高度看護実践コース修了生の活動の場も拡大することに繋がる。

 看護関連
1．被ばく医療における看護

2．放射線の検査と看護

3．救護所活動における看護

4．被ばく医療システム・手順

5．リスクコミュニケーション

6．その他

【登録できる者】

　①　博士前期課程・後期課程の被ばく医療コース修了生

　②　博士前期課程放射線看護高度看護実践コース修了生

　③　弘前大学教職員

【登録者数】

・平成 28年 3月 31日時点で 19名である。以下は本研究科HPへの掲載内容である。

その他
1．放射線の基礎（種類と性質、測定方法）

2．放射線と日常生活

3．放射線被ばくと防護

4．原子力防災訓練

5．その他

資料9　被ばく医療・放射線看護人材バンクHP掲載
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　(8)「放射線看護」専攻教育課程特定記念式典・記念講演

　日本看護系大学協議会理事会にて放射線看護分野の特定が承認されたことを受け、下記の

ように「放射線看護」専攻教育課程特定記念式典・記念講演を挙行した。出席者は関係者を

含め約 50名であった。

　●　開催日時：平成 28年 3月 13日（日）14：00～ 15：30

　●　開催場所：東京工業大学　キャンパスイノベーションセンター１階　国際会議室

　●　共催団体：弘前大学、長崎大学、鹿児島大学

　記念式典では、はじめに浦田秀子氏（長崎大学原爆後障害医療研究所教授）より「放射線

看護」専攻教育課程特定までの経緯が報告された。次に、明石真言氏（国立研究開発法人放

射線医学総合研究所理事）、井上登美夫氏（横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長）、

小西恵美子氏（日本放射線看護学会前理事長）よりご祝辞を頂戴した。最後に、長崎大学大

学院医歯薬学総合研究科保健学専攻放射線看護専門看護師養成コース修了生の吉田浩二氏（福

島県立医科大学災害医療総合学習センター助手）より修了生代表挨拶を頂き、厳粛な中にも

多くの温かいご支援のお言葉を賜り閉会した。

　続く記念講演では、草間朋子氏（日本放射線看護学会理事

長）が「常に、前向きでがんばろう－放射線看護専門看護師―」

と題し、放射線看護専門看護師への期待と課題について多面

的かつ詳細に読み解き、語りかけた。医療における放射線利

用の拡大に伴い、医用放射線の安心・安全な利用に対する看

護職者の役割を明確にすると同時に、放射線看護専門看護師

としての専門性を構築していくことがこれからの大きな課題

であるとのお話しを頂いた。さらに、放射線利用に伴う看護

は医用放射線に留まらず、原子力領域においても看護職の役

割や活動の場が数多くあることから、ここでも同様に専門性

を確立していく必要があることが語られた。また、放射線看

護専門看護師への期待として、放射線と客観的に向き合うこ

とのできる看護職の育成、放射線利用に伴う看護職に役割の

明確化と標準化、学問としての「放射線看護学」

の確立、地域貢献（放射線の効果的な利用に向

けて）の 4つを掲げ、それぞれについて詳説さ

れた。最後に、日本放射線看護学会として、教

育機関との連携や放射線看護専門看護師として

の活動成果公表の場の提供、放射線看護専門看

護師の PR 活動といった協力・支援体制を構築

し、今後とも支援していきたいとの力強いお言

葉で結ばれた。

資料10　「放射線看護」専攻教育課程
　　　　特定記念式典・記念講演次第

写真 8　記念式典の様子
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３）　総括と今後の展望

　平成 24年度から CNS 分野の１つとして「放射線看護」分野を特定するために、長崎大学、

鹿児島大学と協働しながら継続的に申請してきた。2年間続いて「不可」という審査結果をい

ただき、一時は「放射線看護」を諦めなければならないかという苦境に立たされたが、平成

27年度には、「承認」された。まさしく継続は力なりである。今後は本研究科の博士前期課程「放

射線看護高度看護実践コース」が「放射線看護」専攻教育課程として認定される必要がある。

そのためには関係大学との相互連携はもちろん、広報活動と入学者の確保が必須である。さ

らには修了生の活動の場を拡大し、「放射線看護」が市民権を得るまでの支援が必要である。

　また、専門看護師の誕生に向けては日本看護協会への CNS「放射線看護」分野の申請が必

要である。申請時期は早ければ平成 32年 3月が予定されている。これまで三大学で進めてき

たが、今後は「放射線看護」の専門性を確立するためにも日本放射線看護学会との連携が求

められる。放射線看護は世界に類を見ない分野であり、国内外への情報発信を継続していく

必要がある。

平成 27 年度　高度実践看護教育部門構成員

教　授　　西沢　義子（リーダー、健康増進科学分野）

教　授　　野戸　結花（サブリーダー、障害保健学分野）

教　授　　井瀧千恵子（障害保健学分野）

教　授　　細川洋一郎（放射線生命科学分野）

准教授　　小倉能理子（健康増進科学分野）

准教授　　冨澤登志子（健康増進科学分野）

講　師　　漆坂　真弓（健康増進科学分野）

講　師　　扇野　綾子（老年保健学分野）

助　教　　北島麻衣子（健康増進科学分野）

特任助教　　笹竹ひかる（健康増進科学分野）
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４．放射線リスクコミュニケーション教育部門
放射線リスクコミュニケーション教育部門リーダー　木立　るり子

１）　活動目標と計画

■部門ミッション
　放射線リスクコミュニケーション教育部門のミッションは、放射線リスクコミュニケーショ
ンに携わる専門職及び学生に対するリカレント教育、一般市民を対象とした啓発活動など、
放射線リスクコミュニケーション教育の底辺拡大と実施体制を整備し展開することとしている。

■平成 27 年度活動計画
　3 年目となる平成 27年度は、積極的な事業展開に向けて、以下の実践を目標にした。
　　(1）学部教育、リカレント教育の教材開発および教育評価を進める。
　　(2）放射線リスクコミュニケーション演習の教材開発を進める。
　　(3）対象フィールドへの放射線リスクコミュニケーション教育を実践する。
　　(4）一般への啓蒙・啓発を実践する。

２）実践内容

　（1）学部教育、リカレント教育の教材開発および教育評価

　①学部教育：教養教育

　弘前大学では平成28年度から新しい教養教育科目にカリキュラム改正される。当部門では、
放射線リスクコミュニケーションの必要性と方法について、これから日本を支えていく世代
への教育が必要であると考え、次の科目を申請し、開講することになった。

●科目群「自然・科学」　科目名「環境と生活」　
　サブタイトル名「放射線リスクコミュニケーションの理解」
●学部指定なし・選択科目・30時間　
●開講時期：1年次後期
●授業としての具体的到達目標
（1）放射線の単位や日常生活に関わっている放射線の機能・役割について説明できる。
（2）リスクコミュニケーションの概念を理解し、その視点から放射線に関するリスク認知
　　やメディアの反応、危機管理について考えることができる。
（3）事例を基に、放射線リスクコミュニケーションの現状、重要性、多様性、および、実
　　施に必要な技術や課題について考えることができる。
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●授業の概要
　現代に生きる私達は、放射線や原子力による恩恵を受ける一方で、事故や災害等のリスク
に備える必要がある。そこで、本授業では放射線の基礎的な知識、および、放射線を如何に
考えるか？について、リスクコミュニケーションの視点から共に考えていく。
●授業の内容（予定）
第 1回目：ガイダンス　
第 2回目：日常生活に関連する放射線の一般的知識 1
第 3回目：日常生活に関連する放射線の一般的知識 2
第 4回目：日常生活に関連する放射線の一般的知識 3
第 5回目：放射線のリスク認知とバイアス 1
第 6回目：放射線のリスク認知とバイアス 2
第 7回目：メディアとリスク認知
第 8回目：リスクアナリシスとリスクマネジメント
第 9回目：カードゲームを通して考えるリスク認知の多様性
第 10回目：リスクコミュニケーションの概要
第 11回目：リスクコミュニケーションの方法
第 12回目：福島の事例からリスクコミュニケーションを考える（グループワーク 1）
第 13回目：福島の事例からリスクコミュニケーションを考える（グループワーク 2）
第 14回目：発表・意見交換 1
第 15回目：発表・意見交換 2

（木立るり子）

　②学部教育：教職選択学生への教育

　弘前大学で教職を選択している全学部生に対して、平成 25年度から教職実践演習（選択科
目）の一部として実施している。

●日時：平成 27年 12月 13日（日）
●受講者数：71人
●対象：人文学部、理工学部、農業生命科学部、
　　　　医学部保健学科　教職課程選択学生
●授業の内容：
・学校安全の概要：担当者　小倉能理子
・放射線の基礎知識（90分）：担当者　對馬惠
　放射線の医学的利用および生物への影響を学び、放
射線の測定と防護など基礎的知識を得た上で、学校安
全を考える機会とした。

・リスクコミュニケーション演習（180 分）：
　担当者　北宮千秋
　リスクコミュニケーションの講義を 60分実施した後
9Gでの演習を行った。演習では最初に、情報の混乱を経
験し、情報を伝える方法についてディスカッションした。 写真1　教職実践演習
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　次に食中毒を題材にしたカードによる情報をもとに、グループメンバーが情報共有を行い
ながら原因を特定していく過程を演習し、円滑なコミュニケーションについて検討した。こ
れらの実施に際し 9名の TA等によるファシリテーターの協力を得た。

（對馬　惠、北宮千秋）

　③学部教育：公衆衛生看護選択学生への教育

　平成26年度から公衆衛生看護学演習Ⅰ（3年次保健師教育課程学生）において実施している。

●　科目名：公衆衛生看護学演習Ⅰ
●　日時：平成 27年 11月 28日、12月 25日、平成 28年 1月 8日
●　履修者数：16人
●　対象：保健学科看護学専攻保健師教育課程選択学生
●　授業の内容　
・地域防災計画（講義）およびリスクコミュニケーション演習：担当者　北宮千秋　
・放射線の基礎知識（講義）と演習：担当者　對馬惠　
8Gに分かれて演習（距離の逆二乗則、遮蔽）
リスクのひとつである放射線被ばくを考える際に必要な放射線の測定方法および防護に
ついて再確認し、放射線に関する用語や単位について明確にした。

・リスクコミュニケーション演習：
担当者　北宮千秋、倉内静香、山田基矢、則包和也、
川添郁夫、武尾照子、田中真
3Gに分かれてカードゲームを実施
1G地震（一般編）、2G感染症編、3G 放射線編を実
施した。カードゲームは災害後等に語られた経験か
ら、困難な状況下での判断を基に構成された意思決
定を行う演習で、ゲーム性を持たせながらリスクへ
の対処を考える構成になっている。

以下に学生の感想の一部を紹介する。
・放射線をはじめてとらえることができた気がした。
放射線をむやみに怖いと感じている人も今回のよう
な実験を行ったら、視覚や聴覚でとらえてイメージ
することができると思った。

・正しい知識を医療者側から伝えることで、正しい対
策をとることにつながるとわかった。

・自分が表示した立場とは別の立場について話し合い
を通じて理解を深めることで、考えが広がっていく
ことを実感し、とても大切なことだと思った。

・情報が多くある中で信頼できる情報を選び意見を選
択するには、自分に知識がなければいけないとわかった。

写真2　公衆衛生看護学演習
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平成 26年度の教育実施に関する評価等については、以下に報告した。
・北宮千秋，則包和也，川添郁夫，クロスロードを用いた演習での保健師学生の学び，日
本放射線看護学会学術集会抄録集，2015，104

・北宮千秋，倉内静香，リスクコミュニケーション演習から学んだ健康危機管理における
判断の過程，日本公衆衛生雑誌，2015，62(10)，497

・北宮千秋，倉内静香，公衆衛生看護学演習に放射線測定を取り入れた放射線防護の学び，
日本看護科学学会学術集会抄録集，2015，540

（對馬　惠、北宮千秋）

　④大学院教育：高度実践看護放射線看護コースへの教育

　平成 27年度から「放射線看護学特論」（2単位）の科目の中で、放射線リスクコミュニケー
ション（90分× 4回）を実施した。　　　　担当者　北宮千秋

●　科目名：放射線看護学特論
●　到達目標：放射線リスクコミュニケーションの理論と実際が理解できる。
●　授業の内容
・リスクの概念、リスク認知
・リスクコミュニケーション
・リスクコミュニケーションの実際１（個人ワーク）
・リスクコミュニケーションの実際２（リスクコミュニケーションの実践）

　履修予定の実習において、住民と直接コミュニケーションする機会に活用できるような例
題を示し、リスクコミュニケーションの実践を考えていく時間とした。

（北宮千秋）

　⑤リカレント教育：平成 27 年度弘前大学教
　　員免許状更新講習

　リカレント教育としては平成 27 年度に初めて実現
することになった。対象者は現職教員である。

●　講習名：「放射線とリスクコミュニケーション」

●　日　時：平成 28年 1月 9日（土）開講

●　履修者：幼稚園教諭、中・高教諭、養護教諭等30名

●　目　的：放射線の影響と防護に関する知識、および、

リスクの伝え方について修得し、事例を

基にした演習を通して、放射線リスクコ

ミュニケーションの必要性を理解する。

●　内　容：放射線災害を想定し、地域住民や学校生徒・
写真3　教職免許状更新講習
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保護者に対して説明する機会を持つ教諭を対象として、放射線リスクコミュニケー
ションの基本的知識を教授し、事例をもとにした演習を通し放射線リスクコミュニ
ケーションの必要性を意識づける。

●　授業構成：１時限目…講義：放射線の基礎知識と単位、および、人体に対する影響と防
　　　　　　　　　護について

　　　　　　　　　　　　　　　担当教員：對馬恵　　
　　　　　　　 2時限目…講義：リスクコミュニケーションの概要とリスクの伝え方について
　　　　　　　　　　　　　　　担当教員：北宮千秋
　　　　　　　3時限目…演習：カード教材を用いて、放射線災害に対する認知の多様性を

　　　　　　　　　理解する
　　　　　　　　　　　　　　　担当教員：則包和也、北宮千秋、川添郁夫、對馬恵
　　　　　　　　　　　　　　　（講義・演習　計 5時間　試験 1時間）

　放射線リスクコミュニケーションを実施するリスクコミュニケーターの育成の重要性を考
えると、教諭を対象とした本講習の開講はリカレント教育において必要かつ意義があると思
われる。演習型式を取り入れるため履修者数を 30名に制限したが、それを大きく上回る応募
があり、放射線とリスクコミュニケーションへの関心の高さを示すものと考えられた。
　履修者からは、日常生活では馴染みのない放射線の単位や特性等の情報や、リスクについ
て “やりとり ” を行うリスクコミュニケーションに関する知識の学習は、東日本大震災後の現
在にこそ必要であるという感想が多くみられた。また、カードを用いたグループワークでは、
放射線の問題を身近な問題として考えることができ、多様な視点を共有することができ、正
解ありきではなく、正解がないという視点が、放射線リスクコミュニケーションにおいて重
要であることについて、履修者は理解を深めることができたと考える。

（則包和也）

　（2）放射線リスクコミュニケーション演習の教材開発

　放射線のリスクを双方向的なコミュニケーションによって一般市民に伝えるためには、高
度な技術と豊富な経験が必要であり、授業のような一方的な型式では教授が難しいと考える。
したがって、演習やグループワークのような双方向的な型式で実施できる教材の開発が不可
欠と考え、カードゲーム型式で、放射線に関する問題や災害について、できるだけ楽しみな
がら考える演習を開発した。演習は、4～ 7人程のグループで実施され、放射線災害に特化
した内容の事例を１枚ずつ読み上げ、それに対する選択を行い、その選択に至った各メンバー
の理由を発表しあうという方法で実施する。
　読み上げるカードは 18 枚を作成し、60 ～ 90 分間で全カードが読みあげられることを想
定した。この教材を用いた演習への感想は、｢放射線に関する考え方や受け止め方が 1つだけ
ではなく、幅広いものであるということが実感できた｣、｢放射線の問題について考えること
が身近なこととして捉えることができるようになった｣ 等、放射線リスクコミュニケーショ
ンの実施における多様性の重要性の理解が深まり、非日常性が高く実感としてイメージが難
しい放射線の問題を自分の身に置き換えて考えることが可能であったと高評価を得ることが
できた。

（則包和也）
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　（3）対象フィールドへの放射線リスクコミュニケーション教育

　①放射線リスクコミュニケーションのニーズに関する全国調査

　全国の原子力発電所を有する地域の自治体職員、保健師、訪問看護師を対象に、地域にお
けるリスクコミュニケーション、放射線リスク、放射線リスクコミュニケーションに関する
認識を明らかにすることを目的とした、匿名による自記式質問紙調査を実施した。
　対象者は、全国の原子力発電所から50km圏内にある自治体役場105ヵ所に各3部、保健所・
保健センター 66ヵ所に各 1部、訪問看護ステーション 151 ヵ所に各 1部の計 532 部の質問
紙を郵送し、返送は 167 部（回収率 31.4%）、このうち属性に欠損値のあった 13部を除外し
た 154 部を分析対象とした。
　弘前大学大学院保健学研究科倫理委員会の承認を得て実施した。
　質問内容は、基本属性として、性別、年齢、職場の事業所までの距離、回答している立場
についてである。質問項目はリスクコミュニケーションに関する認識と放射線リスクコミュ
ニケーションに大きく分けられる。それぞれ、知識、必要性、講演等への参加希望、リスクコミュ
ニケーションの担当者、困難さ等について尋ねた。
　なお、リスクコミュニケーションはまだ一般的認識が得られていないことから、「社会的に
リスクとなるもの（こと）について、その安全性を説得するのでなく、個人もしくは集団の
リスクへの考えを尊重したうえで、そのリスクがどのようなものか客観的に情報提供するこ
とを通して、対象がリスクを正しく判断できることを目指して行う活動であること、本研究
では、災害時などの急性期に集団を対象に提供されるクライシス・リスクコミュニケーショ
ンは除外し、平常時に行う活動を想定していること、また、リスクの専門家が行う集団を対
象としたリスクコミュニケーションだけでなく、自治体や専門職が住民の集団や個人を対象
に行うリスクコミュニケーションを想定して回答してほしいこと」を質問紙に教示した。分
析対象者の属性を図 1に示した。
　分析の結果、原発周辺の自治体では、放射線リスクコミュニケーションの必要性を認識し
ているが、基礎的知識に自信が持てない状況で、放射線リスクコミュニケーションは浸透し
ていないと考えられた。また、原発事業所と誘致した自治体や、誘致してない自治体との利
害関係なども絡み、どの立場が主導で行うのか合意が得られていないと推察された。知識の

図1　放射線リスクコミュニケーションのニーズに関する全国調査の分析対象者の属性
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習得を望んでいるのは明らかであった。
　そこで、原子力発電所の近隣自治体において、住民へのリスクコミュニケーションが浸透
しない理由を探るために、今後はインタビュー調査へと反転させていく予定である。
　本研究は科学研究費助成事業による助成を受けて行った研究の一部である（課題番号
26671028、研究課題名：放射線リスクコミュニケーター育成のための教育プログラム開発，
挑戦的萌芽研究）。

（木立るり子）

　②大間町職員を対象としたリスクコミュニケーション教育

　平成 27年 5月 28 日に大間町企画経営課に依頼のために訪問し説明したところ、リスクコ
ミュニケーションの必要性についての理解を得て開始することになった。
　本教育は、｢大間町ワークショップ｣ として、原子力発電所が建設中である大間町の行政職
員を対象として、放射線についての基礎知識をわかりやすく説明し、放射線リスクコミュニ
ケーションについて考える機会を持ち、その必要性について検討する機会となることを目的
として実施した。

●　日程と内容
1回目：平成 27年 9月 15日（火）13：30～ 15：30　

内　容：放射線の基礎知識　　
受講者：大間町職員各部署から 10名
担当者：對馬恵、則包和也、木立るり子、武尾照子、川添郁夫、田中真　

2回目：10月 22日（木）13：30～ 15：30　
内　容：コミュニケーションのリスクと放射線リスクコミュニケーションについて
受講者：8名
担当者：則包和也、木立るり子、武尾照子、山田基矢

3回目：11月 30日（月）13：30～ 15：30
内　容：放射線リスクコミュニケーション演習　　
受講者：9名
担当者：則包和也、木立るり子、武尾照子、山田基矢

　2011 年の東日本大震災によって発生した福島第一原子力発電所事故以来、放射線に関する
リスクコミュニケーションの重要性が再認識されており、放射線に関する基礎知識や健康へ
の影響、今後の対策について、住民、行政担当者、専門家等のさまざまな関係者が情報を共
有しながら、意思疎通を図っていくことが求められる。すなわち、原子力発電所が立地する
自治体職員は、放射線リスクコミュニケーションを地域で展開する知識や情報が必要になる
可能性が大きい。これを踏まえ、平成 27年 5月に青森県の大間町企画経営課との交渉により、
町の決定を受けて開催された本ワークショップは 3回シリーズで実施され、大間町役場の各
部署からの受講者の参加があった。受講者 10名には、ワークショップ終了後に修了証を発行
した。
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　本ワークショップの評価は、保健学研究科倫理委員会の承認を得ている。1回目開始前、3
回目終了後の 2回で質問紙に答えてもらった。以下、結果の概要を示す。
　放射線のイメージの平均の変化（図 2）は、実施前よりも実施後の方が、概ね負のイメージ
から中間、あるいは正のイメージに変化している印
象である。
　放射線リスクコミュニケーションを知っているか
（図 3）では、実施前は「知っている」人がおらず、
「どちらともいえない」、「知らない」であったのに
対し、実施後では「知っている」人が増え、「知ら
ない」人はいなかった。
　放射線に関する知識を持っているかどうか（図 4）
については、実施前は「持っている」人はおらず、「ど
ちらともいえない」、「ほとんど持っていない」と回
答していたのに対し、実施後は「持っている」人が
多く、「ほとんど持っていない」人はいなかった。

写真4　大間町職員を対象としたリスクコミュニケーション教育

図 2　放射線のイメージの変化（平均値の比較）

図 4　放射線に関する知識を持っているか図 3　放射線リスクコミュニケーションを知っているか
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≪実施後のインタビューから≫
　ワークショップの参加者にインタビューをすることによって、具体的な意見や感想を得て、
分析・検討を行うこと、および、効果的なワークショップの内容や進め方を検討する資料と
することを目的として、3回のワークショップが終了して1ヵ月後にインタビューを実施した。
面接者（木立、山田、武尾、則包）は 2人 1組となり、1名の協力者に、1時間程度の半構
成的面接を行った。内容は、｢ワークショップの感想、意見について｣、｢ワークショップを実
施する上での課題や教育成果等についての意見｣、｢放射線リスクコミュニケーションの実施
を想定した場合の課題について｣等であった。調査当日、協力可能な対象者は合計 5名であり、
発言は IC レコーダーに許可を得て録音した。
　現在、IC レコーダーから文字起こしを行っている最中であるが、ワークショップの内容は
理解しやすく、レベルについては適切であったという意見がほとんどであった。また、実施
方法については概ね満足度は高く、本ワークショップを大間町の住民と職員が一緒に受講す
ると良いのではないか等、今後の放射線リスクコミュニケーションの展開を考えるうえで、
貴重な意見を得ることができた。またリスクコミュニケーションの実施を想定した場合、もっ
と多くの職員が本ワークショップを受講する必要がある、住民の参加の工夫について難しい
のではないか等の意見があることが明らかになった。
　逐語録の完成後にカテゴリー分類を行い、データの整理と検討を進めていく予定である。

（則包和也、武尾照子、山田基矢）

　③浪江町全職員を対象とした健康教育と健康相談

　浪江町全職員を対象とした健康講話および健康相談は、平成 25年度から継続開催している。
●　目的：長期におよぶ原子力災害避難および帰町に向けての準備活動を行う浪江町職員に

対して、継続的な健康相談を行うと共に、放射線へのリスクについて住民の不安を軽減
するための活動の一環として、迷いや心配に対する専門的アドバイスを送りつつ、双方
向のコミュニケーションを図りながら健康相談にも応じる（リスクコミュニケーション）
を目的とする。

●　日程：平成 27 年 5月 26 日（木）、6月 19 日（火）、7月 21 日（火）、8月 4日（火）、
9月 28 日（月）、10 月 5日（月）、11 月 26 日（木）、平成 28 年 2月 3日（水）、2月
4日（木）（全 9回開催）

●　会場：浪江町二本松事務所および浪江本庁舎
●　内容：健康教育（7回）、健康相談のある職員に個別対応（9回）を行った。（浪江町総務

課と連携）健康教育参加者　約 135 名（7回）　個別相談者延 164 名（9回分）

　本事業は、福島県浪江町復興支援プロジェクトの一部として実施した。平成 26年度の成果
の一部は、ChiakiKitamiya,IkuoKawazoe,RurikoKidachi,KazuyaNorikane,KazukiIwaoka.
Radiationriskcommunicationandhealthconsultationsfor localgovernmentstaffonlong-
termevacuationduetodisaster impacts.The18thEastAsianForumofNursingScholars，
18thEAFONSPosterAbstractBook.2015,664-665.として報告した。
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　また、平成 27年 12 月 6日開催の日本看護科学学会学術集会、災害看護支援事業専門委員
会企画交流集会において本事業について報告した。

（北宮千秋）

　(4）一般への啓蒙・啓発

■第 6 回放射線リスクコミュニケーション教育部門講演会
　●　場所：弘前大学大学院保健学研究科第 33講義室
　●　日時：平成 28年 2月 1日（月）　18：00～ 19：30
　●　講師：長坂俊成（立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科　教授）
　　　　　　「福島を巡る課題～リスクガバナンスの視点から～」

　リスクガバナンスの視点から見る福島避難者の支援について、帰還する権利と移住する権
利を中心にした内容であった。帰還・移住の判断基準、自己決定と多様性の尊重、個に対す
る直接支援と集団を介した支援、これら 3つの論点から福島県内におけるリスクコミュニケー
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表 1 浪江職員への健康相談事業 
※浪江町二本松事務所の相談時間：9：30～15：30、浪江町本庁舎：10：30～15：00

  月 日 会 場 
健康
相談

体組
成測
定 

血管
年齢
測定

貧血
検査

来室
者

(人)

相談
員数
(人) 

相談員 

平成27年 5 月 26 日（木） 浪江町二本松事務所 〇   〇   6 1 北宮 

6 月 19 日（火） 浪江町本庁舎 〇 〇 10 1 北宮 

7 月 21 日（火） 浪江町二本松事務所 〇 〇 50 3 川添、則包、北宮 

8 月 4 日（火） 浪江町本庁舎 〇 〇 2 2 赤池、北宮 

9 月 28 日（月） 浪江町二本松事務所 〇 〇 26 3 川添、則包、北宮 

10 月 5 日（月） 浪江町本庁舎 〇 〇 9 2 木立、北宮 

11 月 26 日（木） 浪江町二本松事務所 〇 〇 〇 31 3 川添、赤池、北宮 

平成28年 2 月 3 日（水） 浪江町二本松事務所 △ 〇 15 2 若山、北宮 

  2 月 4 日（木） 浪江町本庁舎 △ 〇     15 3 川添、赤池、北宮 

    計 9 2 7 1 164 20   

〇：実施、△：必要に応じて 

  

表 2 浪江職員への健康教育事業 
  

  月 日 会 場 
健康
教育

参加
者

(人)
講師   テーマ 

平成27年 8 月 4 日（火） 浪江町本庁舎 1 回 11 赤池あらた 筋と肩を味方にするワンポイント 

11 月 26 日（木） 浪江町二本松事務所 2回 19 赤池あらた 筋と肩を味方にするワンポイント 

平成28年 2 月 3 日（水） 浪江町二本松事務所 2回 45 若山佐一 健康体操（腰痛、肩こりの予防） 

  2 月 4 日（木） 浪江町本庁舎 2 回 52 赤池あらた 健康体操（腰痛、肩こりの予防） 

    計 7 127           

健康教育の時間： 30 分/回 

（北宮千秋） 
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表 1　浪江職員への健康相談事業

表 2　浪江職員への健康教育事業
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ション（過去・現在・未来）を考える機会を得、社会全体の最適化のためにはリスクコミュニケー
ションより更に一歩進んだリスクガバナンスという概念が重要であると認識できた。

　参加者数は 25名、19 名からアンケートへ
回答が得られた（回収率 76.0%）

≪特に関心をもった内容≫
・リスクガバナンス
・リスク認知とバイアス
・帰還・移住の判断基準
・自発／非自発的リスクの受容の仕方
・多様性の尊重について
・おしつけにならないようなリスクの伝え
　方
・リスクコミュニケーション、リスクベネ
　フィット
・行政と住民の間の溝（安全・安心）　　
　　　　

≪内容や企画・運営に関しての意見・感想等≫
　・リスク比較に際し、福島県内では自発的、
非自発的、受け入れているリスク、受け
入れ可能なリスクが混在し、個人の比較
の定規として使用するのは不適切である
との意見を聞いたことがあるので、この
部分についてもう少し詳しく聞きたいと
思った。

　・難しかった。もっと時間をかけて話を聞き
たい。

　・後半の事例も解説していただきたいと思うほど内容が充実していた。
　・時間不足だと思った。1時間位で休みを入れ 2時間位にすべき。

３）総括と今後の課題

　平成 27年度の活動計画に沿って総括を述べる。

(1）学部教育、リカレント教育の教材開発および教育評価を進める。

　本プロジェクトの開始時、部門メンバーにとっては、リスクコミュニケーションとは何か

を理解するための知識を吸収することから始めてきた。リスクコミュニケーションの研修を

受講し、リスクコミュニケーションの専門家による講演会を開催し、リスクコミュニケーショ

図5　講演会後のアンケート結果
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ンをテーマに掲げている講演やシンポジウムに積極的に参加し、関係者とのネットワークを

拡大し、リスクコミュニケーションの書籍を整備した。

　学部教育においては、平成 25年度から科目の中で部分的に放射線リスクコミュニケーショ

ンの教育を実現させていくことができた。部分的な教育を実践しつつ、平成 27年度には、教

員免許状更新講習の 1科目として申請、開講が実現し、リカレント教育の開始にこぎつける

ことができた。ここまでは短時間での教育であり、内容を集約して実施せざるを得ないこと

から、放射線リスクコミュニケーターの育成までは程遠いと思われたが、放射線リスクコミュ

ニケーションの必要性・重要性について、少なからず浸透させることができたと考えている。

このような教育を受けた学生と教諭が現場で活かしてくれることを期待したい。

　次年度からは 2単位 30時間教育が可能となった。弘前大学全体の学生からすれば少ない人

数ではあるが、放射線リスクコミュニケーションの認知度の底辺拡大につながるものと確信

する。

　また、当部門は弘前大学が復興に向けて連携締結している浪江町に対して、町の要望により、

平成 25年度から職員を対象とした健康相談、平成 27年度から避難住民を対象としたリスク

コミュニケーション、県外避難住民を支援している浪江町復興支援員を対象としたメンタル

サポートを実施している。リスクコミュニケーションの際には放射線領域の教員が同席して

いる。これらは、部門メンバーが習得してきた知識を活用する機会であるとともに、放射線

事故による被害当事者の現実を知り、どのように説明するのがよいのかの考察と教育につな

がっている。

(2）放射線リスクコミュニケーション演習の教材開発を進める。

　放射線リスクコミュニケーション教育の内容として放射線の基礎知識の学習は必須である。

見えない、聞こえない、臭いもない放射線とそれを防護する原則を理解してもらうためには、

講義だけでは実感を伴い難いと考え、商品化されている放射線特性実験セットを、被教育者

の人数にあわせて整備した。

　リスクコミュニケーションに関しても、体験型演習の教材を模索してきた。机上で理論を

学習するだけでは実感するのは難しいと考えたからである。主に参考にしたカードの既存の

シナリオに放射線版はまだない。また、コミュニケーションの実際的なトレーニングのツー

ルではなく、ステークホルダーの価値観、捉え方の多様性を学ぶ内容となっている。そのため、

今後使用する教材については模索が続いている。ゲーム感覚でできるシナリオを作るのがよ

いと考えている。

(3）対象フィールドへの放射線リスクコミュニケーション教育を実践する。

　平成 27年度に原子力発電所が建築中である青森県大間町の協力の下に実践することができ

た。自治体職員を対象とする上では 1回 2時間程度で 3回が限度であり、リスクコミュニケー

ターの育成まで目指すことはできなかったが、長期的視野で見れば大間町職員の認識に軽微

ではあるが波紋を投じることができたと思われる。
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(4）一般への啓蒙・啓発を実践する。

　一般への啓蒙・啓発は重要である。なぜならば、放射線の安全性を信じてきたがゆえに、

福島第一原子力発電所の事故を契機として、日本人全般的にいかに放射線に関する知識を持っ

ていなかったかが明確になり、「できるだけ福島産の食品は買わない」にみうけられるように、

風評被害がいまも続いているからである。放射線の影響について、リスク／ベネフィットを

正しく理解し、正しく怖れる程度の普遍的な知識が不足していることにより社会的な影響は

続いている。

　これまで 3年間の公開講演会への参加は少ない状況であった。これには、開催場所や開催

曜日、時間等も関係するため、ほかの事業との共催にしたり、大学の総合文化祭に併せて行っ

たり工夫も試みたが、関心度の高い人たちの参加は得られたが、一般住民の参加は難しい状

況であった。

　平常時からの放射線リスクコミュニケーションの必要・重要性について事故後大きく認識

されたが、それはリスクコミュニケーションの専門家、放射線の専門家、福島県の復興に関わっ

ている多様な領域の人たちのなかでは模索しつつ実践されていても、一般への認識は低い状

況である。

平成 27 年度　放射線リスクコミュニケーション教育部門構成員
教　授　　木立るり子（リーダー、老年保健学分野）

教　授　　若山　佐一（サブリーダー、老年保健学分野）

准教授　　武尾　照子（生体機能科学分野）

准教授　　北宮　千秋（健康増進科学分野）

講　師　　則包　和也（障害保健学分野）

講　師　　川添　郁夫（障害保健学分野）

助　教　　赤池あらた（健康増進科学分野）

助　教　　田中　　真（障害保健学分野）

助　教　　對馬　　恵（放射線生命科学分野）

助　手　　山田　基矢（健康増進科学分野）
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５．グローバル人材育成部門
グローバル人材育成部門リーダー　中村　敏也

１）　活動目標と計画

■ 活動目標
若手研究者・学生間の教育研究における交流とその支援体制を構築し，これを発展させる。
国際交流，連携体制をつくることのできる人材育成を支援する。
海外からも参加可能な被ばく医療人材育成教育プログラムを整備する。
被ばく医療コースや放射線看護専門看護師コースでの留学生を受け入れる。

■ 活動計画
国際シンポジウムの開催。
修士・博士課程の学生の国際学会・研修参加等への支援。
教育・研究者交流の実施。
KIRAMS 主催核テロ対応訓練への参加。
東南アジアからの短期被ばく医療研修の受け入れの準備

２） 　実施内容

（1） グローバル・リトリートに向けた取組み

　放射線科学に関する 4年に一度の国際会議である国際放射線研究会議が第 15 回目を数え

（15thInternationalCongressofRadiationResearch,ICRR2015），平成 27年 5月 25日から

29日に渡り京都で開催された。そのサテライトシンポジウムとして，弘前大学大学院保健学

研究科校舎において 2つのシンポジウムが同時開催された。1つ目は日本放射線看護学会と

の共催による SymposiumonRadiationNursing（放射線看護シンポジウム，平成 27 年 5月

23 日）であり，日本における放射線看護の枠組みを討論する貴重な機会を提供した。グロー

バル人材育成部門の看護教員はこの企画運営に貢献したが，これについての報告はこのシン

ポジウムを主体的に行った高度実践看護教育部門に譲りたい。

　さて，2 つ目のシンポジウムは The2ndEducationalSymposiumonRADIATIONAND

HEALTHbyYoungScientists2015(ESRAH2015) である。以前，保健学研究科では平成 21
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年度より緊急被ばく医療国際シンポジウムを毎年開催してきた。グローバル人材育成部門で

は平成 26 年度に，このシンポジウムを大学院生および若手研究者の自由な質疑応答を主体

とした，より能動的な参加型の教育シンポジウムに衣替えし，第 6回国際シンポジウムとし

て The1stEducationalSymposiumonRADIATIONANDHEALTHbyYoungScientists2014

(ESRAH2014) と題した若手研究者による放射線と健康に関する国際教育シンポジウムの形で

弘前市で開催した。平成 27年度はこれを継続開催したものである（平成 27年 5月 23 日～

24 日）。この取り組みは，内外の大学院生や若手研究者が「放射線と健康」をテーマに幅広

い問題提起と議論を深め，相互の問題意識の共有と理解をはかるための教育シンポジウムで

ある。これにより，若手研究者によるグローバルなネットワーク形成を図り，特にアジアに

おける緊急被ばく医療ネットワークの形成を睨んだものである。この ESRAH2015 では，教

育講演の講師の先生方も含めるとドイツ連邦，連合王国，フランス共和国，スウェーデン王国，

ハンガリー共和国の 5か国から，国内参加と合わせて 106 名の参加を得ることができた。当

日の運営は，座長を含め弘前大学大学院保健学研究科と北海道大学大学院保健科学研究院の

大学院生が主体となって行われた。概要は以下のようである。

　１．５名の先生方による教育講演
　ChristianStreffer 先生（元エッセン大学学長）による“ClinicalRadiobiology:Historical

AspectsandChallengesfortheFuture”，TiborKovács 先生（パンノニア大学）による“Radon

issuesinourenvironment”，GerryKendall 先生（オクスフォード大学）による“Naturaland

ArtificialRadiationandChildhoodCancer”，秋葉澄伯先生（鹿児島大学）による “Cancerrisk

amongatomicbombsurvivors”，AndrzejWojcik 先生（ストックホルム大学）による“Radiation

accidentsandindividualdosimetry:thepast,thepresentandfuture” が行われた。

　２．パネルディスカッション
　弘前大学の真里谷靖教授をコーディネーターに，SiamakHaghdoost 先生（ストックホルム

大学）および菅沼大行先生（カゴメ総合研究所）の計 3名のパネリストによりトマト・リコ

ピンの抗酸化作用とその放射線被ばく防護剤としての可能性について討論された。

　３．ポスターセッション
　放射線生物学を中心に，放射線治療（X線，陽子線），放射線生物物理，そして放射線計測・

防護，放射線技術学など，合わせて 28演題について討論された。

　シンポジウムのプログラムを含むこれらの様子は「日本放射線技術学会誌」および “Radiation

EnvironmentandMedicine” に投稿し掲載されたので，以下に紹介することで報告としたい。

なお，第 3回の ESRAH2016 は平成 28年 10月 1日～ 2日の両日，北海道大学の伊達広之教

授を会頭に北海道大学大学院保健科学院において開催される予定である。
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日本放射線技術学会雑誌，71(11),1132-1137,2015
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(2) 修士・博士課程の学生の国際学会等への参加を支援

　平成27年度は以下のように博士後期課程4名（被ばく医療コース2名を含む）の大学院生に，

海外での研修および国際学会参加のための旅費を補助した。今年度は昨年度の 3件から 4件

へと件数は増加したものの，比較的長期にわたる研修はなく，いずれも国際学会参加のため

のものであった。

1)57thAnnualMeetingoftheAmericanSocietyofHematology(OrangeCountry

ConventionCenter,Orlando,Florida,USA)2015 年 12 月 5日～ 8日

博士後期課程（被ばく医療コース）3年　山口　平

Thrombopoietin-mimeticRomiplostimconfersthecompletesurvivalratetomiceexposed

tolethalionizingradiation.

2)57thAnnualMeetingoftheAmericanSocietyofHematology(OrangeCountry

ConventionCenter,Orlando,Florida,USA)2015 年 12 月 5日～ 8日

博士後期課程（被ばく医療コース）3年　石川純也

CharacteristicsofHumanCD34+CellsExposedtoIonizingRadiationunderCytokine-free

Conditions　　　　　　　　　　　　　　

3)101STScientificAssemblyandAnnualMeeting,RadiologicalSocietyofNorthAmerica

(McCormickPlace,Chicago,Illinois,USA)2015 年 11 月 29日～ 12月 5日

　小原秀樹 ,齊藤　仁

(3) 教育・研究者交流の実施

　平成 27 年度は部局間学術協力協定を締結しているスウェーデン王国・ストックホルム大

学放射線防護研究センターからMatsHarms-Ringdahl 教授（Stockholm 大学）を招聘する

予定であったが，調整がつかず延期となった。しかし，上述の ESRAH2015 には Stockholm

大学から AndrzejWojcik 教授，SiamakHaghdoost 准教授，および大学院生 3 名（Lovisa

Lundholm さん，LeiCheng さん，AliceSollazzo さん）の合わせて 5名が参加し，本研究科

の大学院生らとの交流が実現した。したがって，結果的には今年度もストックホルム大学か

らの来訪が得られた形となった。

　一方，保健学研究科でWojcik 教授と親交のあった本研究科放射線生命科学領域の真里谷靖

教授が平成 27年度で転出されたため，平成 28年 3月に同領域の門前暁講師をストックホル

ム大学に派遣し，来年度からのストックホルム大学との学術連携についてWojcik 教授と今後

の共同研究計画について協議した。
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(4) KIRAMS 防災訓練への参加と KIRAMS 視察

　平成 25 年度に韓国チェジュ島における韓国原子力医学院（KIRAMS）主催の核テロ対応訓

練に初めて参加し，その規模や内容に大きな感銘を受けた。東アジアにおける有事を想定す

れば容易に想像できる国際連携をベースにした協調体制の構築を考えると，いち地方国立大

学のみでかなうものではない。しかし，現在の日本国内では開催されない規模で，しかも参

加者に筋書きの詳細が知らされないような訓練にコミュニケーションの極めて困難な状況で

参加する経験は，青森県内をはじめとする国内における有事の際にも必ずや活かされるに違

いない。

　さて，平成 27 年度の KIRAMS 主催の韓国チェジュ島における核テロ対応訓練は，当初 6

月 18 日 -19 日の予定で前年度より調整していたところ，韓国での中東呼吸器症候群（MERS）

の広がりにより，6 月初旬に訓練の無期限延期の知らせが届くに至った。しかし，7 月中旬

になって MERS の鎮静化にともない合同訓練の開催について再度検討したいとの連絡が入り，

日程等を含めて再調整となった。おりしも平成 27 年 3 月に筆者（中村）が鹿児島大学におい

て被ばく医療人材育成の話をしたところ，その中の KIRAMS との訓練について鹿児島大学医

歯学総合研究科の秋葉澄任教授と同大学院保健学研究科の松成裕子教授が興味を示され，一

緒に参加できないかとの申し出があったため，その可能性と合わせての調整が進められた。

また，弘前大学としても高度救命救急センター長の山村仁教授と協議し，保健学研究科との

合同チームで参加することとなった。

　以上の結果として， 9 月 9 日 -10 日の両日，鹿児島大学との混成チームとしてチェジュ島で

の核テロ対応国際共同訓練に参加するに至った。参加メンバーは以下の通りである。

Wojcik  

 
25 KIRAMS

 
27 KIRAMS

6 18 -19
MERS 6

7 MERS
27 3

KIRAMS

 
 9 9 -10

 
   

  
 

  
  
   
  
  

 
 2  
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　今回は韓国チェジュ島に到着後，直ちに JejuHaraHospital に直行し訓練の準備にとりかか

り，訓練終了後も直ちに空港に向かい帰国の途につくというハードな日程であったが，参加

メンバーはこれまでの保健学研究科教員にとどまらず，高度救命救急センター，鹿児島大学，

保健学研究科大学院生および被ばく医療プロフェッショナル育成計画修了生の救急救命士な

ど，より多彩かつ意義深い構成であったと思われた（写真１）。

　訓練 1日目は KIRAMS の YoungWooJin 緊急被ばく医療センター長代行（現センター長）

の挨拶や JejuHaraHospital 院長の挨拶のあと，我々の挨拶を含めた参加者の紹介が行われた。

その後，2日目に行われる訓練の説明や使用する機器の取り扱い，大量の傷病者に対するトリ

アージの実際，訓練のシナリオなどについて説明があった（写真２）。

　訓練のシナリオは，航行中の客船内で日韓の若者の集う大きなパーティーが開催されてい

たところで爆発物によるテロが発生し，韓国人と日本人を合わせて多数の傷病者が生じたた

め緊急にチェジュに入港するので，核テロの可能性を考慮しつつこれに対応すること，その

渦中でこれがダーティー・ボムによる核テロであることが判明し，放射性物質による汚染を

伴う多数の日韓の傷病者に対して適切に対応するというものであった。

　さて，2日目の訓練は実際に定期航行している 3,000 トンクラスの客船を使って行われた。

この客船はMokpo（木浦）と Jeju（済州）をつなぐ実際に航行中の客船であり，チェジュに

はおおよそ 4時間だけ停泊するとのことであったが，その中の 2時間を使って訓練を行うと

いうものであった。

　船が入港する前から訓練に必要な大型機材を運びこれを組み立てるところから日韓共同作

業が始まった。軽症者用と重傷者用のテントが張られ，トリアージから医療機関への搬送ま

での動線を確保しそれぞれ配置した。やがて客船が入港し（写真３）接岸すると，乗船客が

下船したあと，訓練関係者が船内に入り傷病者等を配置している一方で，岸壁周辺では多様

な放射線量を示すカードなどが至る所に貼られた。消防車が船に放水し（写真４），レスキュー

隊が船内から重傷者を搬出してDMATが対応（写真５），爆発物処理班が新たな爆発物を発見

して処理（写真６），やがて核テロであることが判明し受け入れ対応準備（写真７＆８），次々

と負傷した乗客が搬出され（写真９），医療班が対応した（写真１０）。

　この訓練では，限られた時間の中で医療チーム間のコミュニケーションの困難さの克服が

大きな課題である。言語の違いや，トランシーバーを使ったやり取りの中で，異常事態の混

乱を如何に最小限に留めるかについて，まだまだ工夫や改善が必要と感じた。今回は本来日

本の治療班に送るはずの日本人患者役の重傷者を韓国の治療班に送ってしまうなど，韓国の

トリアージ班にも混乱がみられ，日本チームの治療班テントには患者が運ばれなかったとい

う結果になってしまった。今後は実際の訓練の前に，このような混乱をできるだけ軽減する

ような工夫について日韓間での議論が必要と思われた。
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　以下に訓練のスケジュール表と写真１～１０を示す。
Jeju  

REM (Radiation Emergency Medicine) Training, 9-10 September 2015 at Jeju 
Day 1: Wednesday, 9 September 
Time Subject  
-11:00 Arrival in Jeju   
12:00-13:30 Lunch   
13:30-13:50 Welcome Remarks ALL 
13:50-14:00 Introduction of participants ALL 
14:00-14:15 Training Schedule Review ALL 
14:15-15:00 Radiation Detection Equipment Hands-on 

Training 
Minjung, Park 

15:00-15:15 Break  
15:15-16:00 Mass Casualty Triage Simulation Hands-on 

Training 
Minsu, Cho 

16:00-17:45 Scenario Discussion & Mission Assignment SeongJae, Jang 
17:45-18:00 Discussion/Questions ALL 
18:00-20:00 Banquet  
Day 2: Thursday, 10 September 
09:30-10:00 Transportation to Pier 6 ALL  
10:00-10:15 Training/Exercise Briefing ALL 
10:15-12:00 Pre-Exercise with Equipment & Supplies ALL 
12:00-13:30 Lunch  
13:30-14:00 Final Check of the training ALL 
14:00-16:00 On-site Training/Exercise  ALL 
16:00-16:45 Training/Exercise De-briefing ALL 
16:45-17:00 Concluding Remarks ALL 
18:00-20:00 Dinner (If possible)  

  
写真１　弘前大学と鹿児島大学の混成チーム 写真２　KIRAMS 及び Jeju Hara Hospital スタッフと
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写真３　核テロの舞台となった大型フェリー

写真５　重傷者の手当てをする韓国スタッフ

写真７　核テロと判明し除染設備の準備

写真４　放水による消火活動

写真６　爆発物処理班の活動

写真８　KIRAMS スタッフとトリアージの調整
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写真９　次々と運び出される傷病者 写真 10　汚染を伴う傷病者への対応

 (5) 東南アジアからの短期被ばく医療研修の受け入れを検討

　本部門の活動目標として，「海外からも参加可能な被ばく医療人材育成教育プログラムを整

備する」，「被ばく医療コースや放射線看護専門看護師コースでの留学生を受け入れる」が挙

げられていることより，海外からも参加可能な研修を目指すと同時に，留学生の受け入れを

見据えながら事業を進めていく必要があった。その一環として，保健学研究科で開催してい

る「緊急被ばく医療現職者研修」の e-Learning 用パワーポイントテキストの英語化を行った。

今後，この英語による e-Learning システムが利用されるような状況が実現できるよう，さら

に積極的な努力が必要である。

　また今年度は海外の大学との新たな連携の可能性を求めて，平成 27 年 10 月 19 ～ 20 日

にわたり真里谷靖教授，井瀧千恵子教授および中村敏也の 3名でタイ王国のコンケン大学看

護学部を訪問した。コンケン大学は看護学部の他，医学部，公衆衛生学部など 17学部および

大学院を有するタイ東北部最大の総合大学であり，その中で看護学部はこの地域の医療にお

ける人材輩出の中心的存在となっている。弘前大学とはすでに大学間交流協定を締結してお

り，平成 24年 12月には海外拠点のひとつとして弘前大学コンケン事務所を設置している。

　さて，訪問一日目の 10月 19 日には，はじめにコンケン大学国際部門副部門長である人文

社会学部の Dr.ParadeeTungtang と懇談し，弘前大学大学院保健学研究科との今後の連携の

可能性について説明し，今後の協力をお願いした。その後，弘前大学コンケン事務所をはじめ，

コンケン大学構内を視察した。具体的には，コンケン大学アセアン語学センターを訪問して

センター長のMr.PorntartPothinamと懇談し，学生への日本語を含めた外国語教育について

の実情を説明いただいた。さらに，コンケン大学人文社会学部の日本人教員である Shinohara

Nobuaki 先生と懇談し，コンケン大学の日本人学生の状況について説明いただいた。

　二日目にはコンケン大学看護学部を訪問し，今後の連携の可能性について協議した。

協議に参加した看護学部教員は以下の通りである。

Dr.SauwamasKhunlanTheunnadee(Dean,FacultyofNursing)

Dr.MarisaKrairiksh(AssociatedDeanforAcademicAffairs)
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Dr.WilawanChomnirat(AssociatedDeanforAdministrationPlanningandQualityAssurance)

Dr.WasanaRuisungnoen(AssociatedDeanforStudentDevelopmentandStudentAlumni

Affairs)

Dr. JurapornTangpukdee (AssistantDean forStudentDevelopmentandStudentAlumni

Affairs)

　看護学部長のDr.Theunnadee から歓迎の挨拶をいただいた後，動画によるコンケン大学看

護学部の紹介があった。次に中村が弘前市および弘前大学の紹介をし，続いて井瀧教授が保

健学研究科（医学部保健学科）の紹介と放射線関連の研究紹介をした。その後，質疑応答と

連携に向けた可能性について協議した。コンケン大学看護学部としては，保健学研究科と部

局間連携協定が締結できれば，交流実現が可能であるとの返事をいただいた。

　以下にコンケン大学訪問の様子と，中村および井瀧教授の発表内容を示す。

写真11　弘前大学コンケン事務所の看板

写真 13　コンケン大学看護学部

写真 12　コンケン大学国際部門副部門長の
Dr.Tungtang と井瀧教授

写真 14　コンケン大学看護学部の　　　　　　　　　
　　　　Theunnadee 学部長（左端）と副学部長たち
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写真 15　井瀧教授の研究発表

写真 17　看護学部校舎内の学生たち

写真 19　看護学部の図書館

写真 16　真里谷教授と Theunnadee 看護学部長

写真 18　教室内の様子

写真 20　カフェテリア
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３）　総括と今後の課題

　グローバル人材育成部門では活動目標として冒頭の４つを掲げて 3年間にわたり活動を続

けてきた結果，以下の成果をあげることができた。

1.若手研究者のための「放射線と健康」に関する国際教育シンポジウム（Educational

SymposiumonRADIATIONANDHEALTHbyYoungScientists,ESRAH）を第 2回まで弘前

市で開催した。平成 28年度も引き続き第 3回を開催予定である（平成 28年 10月 1日～

2日，北海道大学での開催に向け調整中）。

2.韓国原子力学院（KIRAMS）との間で核テロ対応国際共同訓練を立ち上げ，3年連続して実

施し，平成 28年度も実施する方向で調整中である。

3.部局間連携協定を締結している Stockholm 大学から研究者を招聘し共同研究を実施した。

　一方，Stockholm 大学で行われた研修（CELOD:Cellulareffectsof lowdosesandlow

dose-rateswithfocusonDNAdamageandstressresponse）に 2年連続して大学院生を派

遣した。

4.大学院生の国際学会および研修参加のための旅費を支援した（計 12名）。

5.外国人研究者を招いた教員 , 大学院生向けのセミナーを開催した（計 3名）。

6.外国人研究者による学部学生向けの特別講義を開催した（計 3名）。

7.英語版の被ばく医療研修用 e-learning 教材（現職者研修での日本語版事前学習 e-learning

教材を改編して英文化し，ネイティブスピーカーによる音声入力のされたもの）を作製し

た。

　しかし，本稿の冒頭に示した本部門の活動目標の最後に挙げた「被ばく医療コースや放射

線看護専門看護師コースでの留学生の受け入れ」には至らなかった。これについては保健学

研究科全体として知恵を出し合うことはもちろんのこと，弘前大学のグローバル化推進担当

部署や他部局との連携も視野に入れながら実現に向けた方法を考えていく必要があると思わ

れる。

　一方，平成 27年度には弘前大学が原子力規制委員会から「原子力災害医療・総合支援セン

ター」と「高度被ばく医療支援センター」の二つの「ナショナルセンター」に指定されると

いう大きな出来事があった。このことは弘前大学が日本の被ばく医療体制のコアの一翼を担

うという大きな社会的責任を負うことを意味している。おりしも弘前大学の平成 28年度以降

の大きな戦略の一つとして「放射線科学及び被ばく医療における安心・安全を確保するため

の国際的な教育研究の推進」事業を推進することになった。これらの状況から，保健学研究

科としてのグローバルな戦略展開はますます重要になってきた。今後は上述の成果を土台と

してさらに活動を続け，日本のみならず国際社会に貢献しうる人材育成のための教育・研究

拠点の構築に向けて努力していかなければならない。
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平成 27 年度グローバル人材育成部門メンバー
リ ー ダ ー：　中村　敏也（生体機能科学分野）

サブリーダー：　冨澤登志子（健康増進科学分野）

部門メンバー：　真里谷　靖（放射線生命科学分野）

　　　　　　　　大津　美香（老年保健学分野）

　　　　　　　　細田　正洋（放射線生命科学分野）

　　　　　　　　七島　直樹（生体機能科学分野）

　　　　　　　　千葉　満（生体機能科学分野）

　　　　　　　　高間木静香（障害保健学分野）

　　　　　　　　會津　桂子（健康増進科学分野）

　　　　　　　　北島麻衣子（健康増進科学分野）

　　　　　　　　工藤ひろみ（障害保健学分野）

　　　　　　　　辻口　貴清（放射線生命科学分野）

研究科長指名：　柏倉　幾郎（放射線生命科学分野）

（文責　中村敏也）

Ⅱ　各部門の活動報告　5．グローバル人材育成部門
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１. 年度末活動評価　―プロジェクトの外部評価として―
専門家委員会委員　○委員長

○角　美奈子　公益財団法人がん研究会がん研有明病院放射線治療科　副部長
　井上　智子　東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科　教授
　洪　　愛子　公益社団法人日本看護協会　常任理事
　立崎　英夫　独立行政法人放射線医学総合研究所REMAT医療室　室長
　甲斐　倫明　大分県立看護科学大学人間科学講座環境保健学研究室　教授

平成 27 年度総括報告会

日時：平成 28年 2月 5日（金）　14:00 ～ 17:20

場所：弘前大学大学院保健学研究科　大会議室

1.　開会の挨拶

2.　各部門活動報告 座長　角　美奈子　委員長

　　・継続事業強化・推進部門　　　　　　　　　　　齋藤　陽子

　　・高度実践環境教育部門　　　　　　　　　　　　西沢　義子

　　・放射線リスクコミュニケーション教育部門　　　木立るり子

　　・グローバル人材育成部門　　　　　　　　　　　中村　敏也

3.　専門家委員による講評

　　・角　美奈子　委員長

　　・井上　智子　委員

　　・立崎　英夫　委員

　　・甲斐　倫明　委員

4.　閉会の挨拶
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◆角　委員
継続事業強化・推進部門は、学部・大学院・現職者教育の継続と改善および、緊急被ばく

医療人材育成プロジェクト現職者研修を担当してきた。総括報告でも６回目となった現職

者研修および福島災害医療セミナー in 弘前 2015 の概要が報告されたが、内容の充実が理

解でき継続によりさらにプログラムの深化が期待されることより、これらの活動は何らか

の形で今後の継続が望まれる。
被ばく医療教育に関して弘前大学は青森県および東北のみならず、わが国ではリーダー的

立場にある機関であり、その役割は今後ますます大きくなることが期待される。放射線災害・

医科学研究拠点としての広島大・長崎大・福島県立医科大学の役割とも異なるこれまでの

教育システム構築を活かし、大学全体のバックアップによりさらに拡大推進いただくこと

が望まれる。

◆井上　委員
医療人材育成として、現職者（看護と放射線）への研修報告であるが、参加者も継続的に

確保されており、研修内容も年々洗練されている。参加者の事後評価も高い。
これまでの研修実績を基に、恒久的なプログラムとして有料化も視野にこれからも継続さ

れることを望む。

◆立崎　委員
被ばく医療のスタッフはまだ十分とはいえず、教育研修は引き続き重要である。
原子力災害医療・総合支援センターとして、他県での派遣チーム育成も期待されており、

限られた資源の中でさらに充実して頂きたい。
医療分野の訓練参加等に関して、青森県との連絡を密にして、有事の対応に関して、県の

計画と整合し、弘前大学の持つ能力が有効に活用できるようにして欲しい。また、これに

対応して、大学内での位置づけも整理することが、学内で評価されるためにも有効と思わ

れる。
福島県立医大と協力してのセミナーは、有益であり、継続されることが望ましい。

◆甲斐　委員
平成 27年度の事業で注目されるのは、福島災害医療セミナーである。福島医大との共催で

進めているセミナーであり、今後、どのように継続発展させていくかが検討課題としてある。
弘前大学は、青森県内の研修機関としての意識ではなく、全国の診療放射線技師および看

護職を放射線教育の研修できる機関として発展できるような体制を整備すべきである。従

継続事業強化・推進部門の活動について

１）各部門の活動報告に対する講評
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来、これは放射線医学総合研究所が役割を担っていたが、組織の改編によって難しい状況

にあり、弘前大学が研修機関としての役割をもつことが期待される。

高度実践看護教育部門の活動について

◆角　委員
高度実践看護教育部門は、大学院博士前期課程に放射線看護高度看護実践コースを立ち上
げることを目的に活動がなされ、平成 27年 4月より 3名の学生を受け入れ教育が開始さ
れている。日本看護系大学協議会高度実践看護師教育の分野特定が決定し、長崎大学・鹿
児島大学とともに教育課程の構築が開始される段階となり本プロジェクトの成果として、
高く評価したい。
放射線看護高度看護実践コースを発展させるためには学生教育の充実とともに、修了後の
活動状況の把握と支援が重要と考えられる。修了生の活動内容が CNS 分野申請に直結する
ことや、被ばく医療教育における弘前大学のみならず長崎大学・鹿児島大学卒業生の今後
の活動を考える際に、被ばく医療・放射線看護人材バンクの活動は今後機能させるべき重
要なシステムであり、経済的背景を明確にしたうえで長期的に取り組む必要があると考え
る。

◆井上　委員
これまでの地道な努力と教育実績から日本看護系大学協議会高度実践看護師教育の分野特
定が認定された。このプロジェクトの成果であるとともに、看護高等教育への成果でもある。
これからも教育課程申請・認定、日本看護協会での分野特定などのハードルはあるが、今
回のことは最難関をクリアしたとも言える。
今後はさらなる教育実績の蓄積とともに、修了生がこの分野の高度実践看護師として継続
的に活躍することが求められる。引き続き期待している。

◆立崎　委員
日本看護協会の専門看護師分野特定になったとのことで、これまでの実績や交渉が認めら
れたということであり、歓迎される動きである。
今後の教育を通して、現場にアピールできる人材を輩出して欲しい。
被ばく医療に関しては、通常業務があるわけではないので、訓練は教育の指導的立場とな
る役割も期待される。

◆甲斐　委員
放射線看護の専門看護師養成教育機関に特定されたことは評価できる。今後、日本におけ
る放射線看護の専門看護師養成を推進していく中心の大学として発展することが期待され
る。
放射線看護学会と連携しながら人材育成を行っていくと同時に、「放射線看護」の指定規則
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取り入れを通して看護職に放射線看護を浸透させるための努力は評価できる。今後も継続
してほしい。

放射線リスクコミュニケーション教育部門の活動について

◆角　委員
放射線リスクコミュニケーションに携わる専門職・学生および一般市民を対象として、リ
スクコミュニケーション教育拡大・体制整備を目的とした活動を行ってきた。教材開発の
一環として開発された放射線編災害対応カードゲーム教材開発は、本プロジェクトの成果
として評価できる内容であり、さらに改良をすすめることで教育拡大への貢献が期待され
る。
医療者のみでなく地域を対象としたリスクコミュニケーション教育の継続は今後も継続・
発展は望まれる分野であり、弘前大学の事業として継続を図るとともに、原発立地県およ
び近郊を含めた広域での活動とするための基盤整備を模索していただきたい。

◆井上　委員
内容が年々充実してきている。
一方でこれらをどのように普及・波及させていくかが引き続き今後の課題であろう。いず
れにしても大変重要かつ希少な取り組みで有り、プロジェクトが終了した後も（形を変え
て等）継続を期待する。

◆立崎　委員
重要な分野であり、引き続き充実した活動を期待する。
リスクコミュニケーションの教育には、医療分野や放射線分野以外のリスクコミュニケー
ションの専門家の視点も有用である。活用を検討いただきたい。
福島県内の現場の体験も大切なので、浪江の拠点を引き続き活用することが重要である。

◆甲斐　委員
災害対応カードゲームの放射線編の開発は興味深い試みである。完成したら、学会と学会
誌で報告して、広く認知してもらうことが必要である。
医学部以外の学部にもリスクコミュニケーション教育を浸透させ、文理を超えた教育科目
として定着していく努力は評価できる。今後も継続してほしい。
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◆角　委員
若手研究者・学生の交流支援と連携体制構築への人材育成、海外からの参加が可能な教育
プログラム整備および留学生受け入れを目標に活動が展開されてきた。限られた予算の中
で国際的な活動を展開することには困難な側面も多々あると考えるが、KIRAMS 主催の核
テロ対応訓練への参加や国際シンポジウム開催など、プロジェクトにおける活動状況より、
研究者間のネットワークが構築され交流が進んでいることが、今後の財産となりさらなる
国際交流の展開につながることを期待する。

◆井上　委員
体験の共有化とともに、グローバルに活躍できる人材育成について、1年の成果が丁寧に
報告された。
プロジェクトの成果をもとにグローバル化の試みが学部・大学院教育に根付いていくこと
を期待する。

◆立崎　委員
この被ばく医療の分野では数日以上の短期研修は、国内でも余り実践されていない。大学
の知見を活かして、充実したプログラムを提供頂きたい。
会議等のイベントの結果を投稿文にまとめていることは評価に値する。

◆甲斐　委員
人材の国際交流は、弘前大学が目指す人材育成にはなっていないようである。上記の３つ
の部門での若手の人材育成を中心に国際交流を進めてほしかった。
韓国の KIRAMS の合同訓練参加は人材育成の点からも重要な取組みであり、今後の発展が
期待される。

２） 各委員からの総評

◆井上　委員
大学・研究科が一体となりプロジェクトに取り組んだことがよく伺えた。
放射線医療、放射線被ばくへの対応は、どこの大学でもできることではなく、また弘前大
学のこれまでの放射線に関する研究・教育研修実績が基盤となったが故の成果であろう。
プロジェクト終了後の大学の自助努力による継続が求められる時代ではあるが、このプロ
ジェクトこそ形はどうあれ何とか継続してもらいたいと願う次第である。

◆立崎　委員
個々の活動自体有意義のものが多く、国内視点でも大事なプロジェクトである。他の形で

グローバル人材育成部門の活動について
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継続できることが望まれる。その方策として、学内の仕組みに関連づける、組み込む、あ
るいは他の仕組みを見つける必要があろう。

◆甲斐　委員
これまでの活動が評価された結果、大学の副学長が被ばく医療担当を総括することになっ
たことは大きな成果であろう。本プロジェクトが終了したことで、予算が必要として取組
みは難しくなるであろうが、各部門の取組みは弘前大学のアイデンティティを構築してい
くものでもあると考えられるので、大学の取組みとして継続発展していくよう期待してい
る。

３）活動に対する総括的な提言

高度実践被ばく医療専門家委員会委員長　角　美奈子

　弘前大学ではさまざまな被ばく医療に関わる研究、教育が行われている。平成 19年 6月よ
り保健学研究科において緊急被ばく医療に関わる人材育成に向けた取組みが行われてきたが、
平成 20年度より医学部・医学研究科・保健学研究科・附属病院の連携による “ 緊急被ばく医
療支援人材育成及び体制の整備 ”事業がスタートした。高度実践被ばく医療人材プロジェクト
（以下、本プロジェクト）は、福島原発事故への対応・支援を通じ明らかとなった、高度かつ
専門的な判断力と実践力を備え、統括的に問題解決できる被ばく医療の専門家の不足に対応
すべく事業を展開してきた。
　本プロジェクトにおける事業の目的としては、これまで整備を進めてこられた被ばく医療
教育体制を基盤として、今後の緊急被ばく医療に対応できる医療者及び適切な放射線リスク
コミュニケーションの指導を担う人材の底辺拡大を行うとともに、より高度で実践的な緊急
被ばく医療人材育成プログラムを開発し、日本学術会議の提唱する国際標準に準拠した高度
実践看護師等を視野に入れた “グローカル ” な被ばく医療人材育成の拠点を形成することが示
されている。
　平成 27年度の各部門からの報告に対し、以下のごとく総括し提言する。

　①継続事業強化・推進部門は、６回目となった現職者研修および福島災害医療セミナー in
弘前 2015 の概要が報告され、内容の充実とともに継続によるプログラムの深化への期待が
示された。福島災害医療セミナーの開催及び現職者研修については今後は地域のみならず、
全国的な研修機会の提供など発展的な継続が望まれる。

　②高度実践看護教育部門は、大学院博士前期課程に放射線看護高度看護実践コースを立ち
上げることを目的に活動がなされ、教育が開始されている。日本看護系大学協議会高度実践
看護師教育の分野特定も決定し、長崎大学・鹿児島大学とともに教育課程の構築が開始され
る段階となっている。今後修了生の継続的活動を支援するとともに、看護職に放射線看護を
浸透させ訓練などに際しては指導的役割を発揮し、組織の中での位置づけを確立することが
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必要と考える。

　③放射線リスクコミュニケーション教育部門は、放射線リスクコミュニケーションに携わ
る専門職・学生および一般市民を対象として、リスクコミュニケーション教育拡大・体制整
備を目的とした活動を行ってきた。教材開発の一環として開発された放射線編災害対応カー
ドゲーム教材開発など教育拡大への活動とともに、リスクコミュニケーション教育を行って
いる。医療分野・放射線分野以外のリスクコミュニケーションの専門家の視点の活用を図り、
リスクコミュニケーション教育の継続、普及を進めていただきたい。

　④グローバル人材育成部門は、若手研究者・学生の交流支援と連携体制構築への人材育成、
海外からの参加が可能な教育プログラム整備および留学生受け入れを目標に活動が展開され
てきた。KIRAMS 主催の核テロ対応訓練への参加や国際シンポジウム開催など、国際交流を
進めている。これまでに築かれた研究者間のネットワークを活用した、研修や学会参加を含
む国際交流継続の手段を検討する必要がある。

　本プロジェクトで構築されたシステムおよび研修・教育体制は弘前大学の事業として、ま
た新たなプロジェクトの中で発展的に継続されることで、被ばく医療支援人材育成及び体制
整備に貢献することが期待される。
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１. 全体総括及び次年度への課題
高度実践被ばく医療検討委員会委員長　　木田　和幸

１）　全体総括

　本プロジェクトは、平成 20年度から平成 24年度まで展開された文部科学省特別教育研究

事業「緊急被ばく医療人材育成の体制整備」の光景事業として、平成 25年度から 5年間の「緊

急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践プログラムの開発－高度実践被ばく医療人

材育成グローカル拠点の形成－」事業として開始されたものである。

　プロジェクト 3年目である平成 27年度の目標は、大学院教育プログラムの中で放射線看護

高度看護実践看護師教育を開始するとともに、学部教育プログラムとして教員養成課程学生

への放射線リスクコミュニケーションに関する教育を実施し、グローバル人材育成に向けた

国内外の若手研究者の交流ネットワークの展開・拡張としてのアジアからの留学生受け入れ

準備、被ばく医療教育方法の改善に向けた環境整備に努めることを目標とした。

■継続事業の強化・推進について
　継続事業・強化推進部門の最重要事業は、現職者研修の実施である。部門で研修内容を主

体的に立案作成し、演習も周到な準備で臨んでいる。今回で 6回目となった現職者研修では、

前年に引き続き事前に e- ラーニングを実施し、受講者にとって効果的な研修が行われている。

参加者は、看護職コース 18名、診療放射線技師コース 4名、計 22名の参加であった。また、

部門のメンバーは各種の訓練や研修に参加することにより、各自の専門性を更に高め、緊急

被ばく医療のなかでの自分の専門性の位置と役割を確認することができ、また新たな角度か

らの意識をもつことに役立っている。研修を企画実施する側、研修を受講する（した）側の

双方が常日頃一定以上のモチベーションを維持することが良い効果をもたらすと思われ、こ

のような方々が増加することを期待するものである。

■高度実践看護教育について
　本プロジェクトの中心となる部門である。当初から大学院に放射線看護高度看護実践コー

スを設置すること、日本看護系大学協議会による分野特定という二大目標を掲げてのスター

トであった。鹿児島大学、長崎大学との連携協力を頂いて、保健学研究科博士前期課程に放

射線看護高度看護実践コースが平成 27年度に設置することができた。新設のコースのため開

講する講義担当者には、各方面からの協力を頂きながら、入学生も確保でき、順調なスター
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トといえる。専門看護分野の特定に関しても、認定されるに至った。今後この分野の更なる

重要性、必要性、社会貢献度の程度示す事実証明の積み重ねに努力することを期待する。本

部門でもグローバル化が進行しており、留学、講演等を介して活動が盛んに行われている。

また、東京工業大学でのセミナーの開催や日本看護研究学会特別交流集会での放射線看護企

画グループとしての参加など、全国的な展開を積極的に展開している。保健学研究科博士前

期課程に平成 22年度に設置した「被ばく医療コース」とともに平成 27年博士前期課程に設

置した「放射線看護高度看護実践コース」及び博士後期課程に設置した「被ばく医療コース」

から社会に貢献できる有為な人材が輩出されることを期待したい。

■放射線リスクコミュニケーション教育について
　本プロジェクトの中では、住民対応を最も求められる部門である。放射線リスクコミュニ

ケーションは、住民、行政、企業、専門家などの間の放射線に関する情報交換により共通意

識をもつように働きかけることと想定されるが、部門では更に教育という語句が添付されて

おり、これらの働きかけを行うための教育を行うことが、名称から来る部門の目的と考えら

れる。学部教育・リカレント教育とその教材開発等を行い、一方では放射線リスクコミュニケー

ションのニーズの把握を行いながら、放射線リスクコミュニケーション教育の対象を拡大し

てきており、今後とも継続して活動を実施していくことを強く希望する。

■グローバル人材育成について
　本プロジェクトの中では、各部門にこだわることなく横断的に活動している。国際シンポ

ジウムは SymposiumonRadiationNursing と ESRAH2015 が開催され、若手研究者によるグ

ローバルなネットワーク形成を図っている。また KIRAMS 防災訓練への参加や視察やタイ・

コンケン大学との交流を行い、アジアにおける緊急被ばく医療ネットワークの形成足がかり

として本学の取組を示すことができたと考える。また、博士前期・後期課程学生の国際学会

等への参加を支援、関係機関研究者との交流等、若手への交流促進を主体にした活動に移行

しており、今後の発展とともにその効果に期待したい。

２）　今後の課題

　今年度の総括から、明らかとなった課題は以下のように推測される。

①現職者教育とより実践的な教育・訓練の実施及び参加の継続

②高度実践看護教育の実施と修了者への対応

③放射線に関するリスクコミュニケーション教育の実践活動のさらなる推進

④グローバル拠点充実に向けた国際交流・連携の強化

⑤各部門間及び他の事業との連携調整とその推進
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　こうした課題への対応には、次のような取り組みが今後の目標として考えられる。

● PDCA サイクルによる各活動の展開

●高度実践看護教育の実施とその内容の深化

●放射線に関するリスクコミュニケーション教育の対象の拡大

●グローバル拠点形成に向けた環境整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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＜委員会要項＞

○弘前大学大学院保健学研究科高度実践被ばく医療検討委員会要項

（平成 25 年 6 月19 日制定）

　（趣旨）
第 1 条  弘前大学大学院保健学研究科（以下「本研究科」という。）に，本研究科における高度実践被ばく医療人
材育成に係る体制の整備等に関して検討するため，弘前大学大学院保健学研究科高度実践被ばく医療検討委員
会（以下「委員会」という。）を置く。

　（審議事項）
第 2 条  委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。
　(1) 本研究科における高度実践被ばく医療人材育成の体制整備等に関すること。
　(2) 本研究科における高度実践被ばく医療の教育，研究及び社会連携体制の整備等に関すること。
　(3) その他本研究科における緊急被ばく医療全般に関すること。

　（組織）
第 3 条  委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
　(1) 研究科長
　(2) 副研究科長
　(3) 各部門代表者
　(4) 各部門副代表者
　(5) 研究科長が指名する教員
　(6) その他研究科長が必要と認めた者

　（委員長及び副委員長）
第 4 条  委員会に委員長を置き，研究科長をもって充てる。
2　委員会に副委員長を置き，委員の互選によってこれを定める。
3　副委員長は委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。

　（任期）
第 5 条  委員の任期は 2 年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

　（会議）
第 6 条　委員長は，会議を招集し，その議長となる。
2　委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる

　（本部）
第 7 条　委員会に，プロジェクト推進本部（以下「本部」という。）を置く。
2　本部は，次の各号に掲げる業務を行う。
　(1) プロジェクト全般にわたる管理及び運営に関すること。
　(2) 部門間の共通課題の解決に向けた準備及び調整に関すること。
　(3) 渉外，広報及び啓発活動に関すること。
3　本部に本部長を置き，研究科長をもって充てる。
4　本部は，本部長のほか，次に掲げる部員をもって組織する。
　(1) 副研究科長
　(2) 各部門代表者
　(3) 本部の運営上必要とされる教員で，研究科長が指名した者

　（部門） 
第 8 条　委員会に，第 2 条各号に掲げる事項に関し，具体的・専門的活動を行うため，次の各号に掲げる部門
を置く。
　(1) 継続事業強化・推進部門
　(2) 高度実践看護教育部門
　(3) 放射線リスクコミュニケーション教育部門
　(4) グローバル人材育成部門
2  各部門は，運営上必要とされる教員で研究科長が指名した者をもって組織する。
3  各部門に代表者を置き，部門構成員の互選によってこれを定める。
4  各部門に副代表者を置き，代表者の指名によってこれを定める。 
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5　各部門は，相互に連携し，及び協力するものとする。

　（専門家委員会）
第 9 条　本研究科に，被ばく医療に関する国内の有識者を構成員とする弘前大学大学院保健学研究科高度実践
被ばく医療専門家委員会（以下「専門家委員会」という。）を置く。
2　専門家委員会に関し必要な事項は，別に定める。
　（庶務）
第 10 条  委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。

　（その他）
第 11 条  この要項に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　則
1　この要項は，平成 25 年 6 月19 日から実施する。
2　この要項の施行の際最初に委嘱される委員の任期は，第 5 条の規定にかかわらず，平成 27 年 3 月 31 日まで
とする。
3　弘前大学保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会要項（平成 20 年 4 月1 日制定）は，廃止する。

○弘前大学大学院保健学研究科高度実践被ばく医療専門家委員会要項

（平成 25 年 6 月19 日制定）

　（趣旨）
第 1 条  弘前大学大学院保健学研究科高度実践被ばく医療検討委員会要項（平成 25 年 6 月19 日制定。以下「委
員会要項」という。）第 9 条第 2 項の規定に基づき，弘前大学大学院保健学研究科高度実践被ばく医療専門家
委員会（以下「専門家委員会」という。）に関し，必要な事項を定める。

　（任務）
第 2 条  専門家委員会は，次の各号に掲げる事項を行うことをその任務とする。
　(1) 本研究科における高度実践被ばく医療について，専門的な立場からの助言，指導等に関すること。
　(2) 本研究科における高度実践被ばく医療に係る外部評価に関すること。
　(3) 前 2 号に附帯する事項

　（組織）
第 3 条  専門家委員会は，研究科長が委嘱する，被ばく医療に関する国内の有識者若干名をもって組織する。

　（委員長）
第 4 条  専門家委員会に委員長を置き，委員の互選によってこれを定める。

　（任期）
第 5 条  委員の任期は 2 年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

　（会議）
第 6 条　委員長は，会議を招集し，その議長となる。
2　専門家委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。

　（庶務）
第 7 条  専門家委員会の庶務は，保健学研究科事務部において処理する。

　（その他）
第 8 条  この要項に定めるもののほか，専門家委員会に関し必要な事項は，別に定める。

　　　附　則
1　この要項は，平成 25 年 7 月1 日から実施する。
2　この要項の施行の際最初に委嘱される委員の任期は，第 5 条の規定にかかわらず，平成 27 年 3 月 31 日まで
とする。
3　弘前大学保健学研究科緊急被ばく医療専門家委員会要項（平成 20 年 4 月1 日制定）は，廃止する。
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＜関連規程＞

○弘前大学被ばく医療総合研究所規程

( 平成 22 年 3 月 23 日制定規程第 18 号 )
改正　平成 22 年 9 月 28 日規程第 61 号　平成 24 年 12 月 21 日規程第 112 号

 平成 25 年 6 月 21 日規程第 87 号　　平成 27 年 3 月 20 日規程第 45 号
 平成 27 年 9 月14 日規程第 205 号  　　　　　　　　　　　　　　　　

( 趣旨 )
第 1 条　この規程は，国立大学法人弘前大学管理運営規則 ( 平成 16 年規則第 1 号。以下「管理運営規則」とい
う。) 第 4 条の 2 第 2 項の規定に基づき，弘前大学被ばく医療総合研究所 ( 以下「研究所」という。) に関し，必
要な事項を定める。
[ 国立大学法人弘前大学管理運営規則 ( 平成 16 年規則第 1 号。以下「管理運営規則」という。) 第 4 条の 2 第 2
項 ] 
( 目的 )
第 2 条　研究所は，弘前大学における放射線被ばく医療に関する研究を推進し，各学部，各研究科等における
教育の支援等を行うほか，緊急被ばく事故に対応できる専門的人材の養成を行うことを目的とする。
( 業務 )
第 3 条　研究所は，次の各号に掲げる業務を行う。
(1)　研究所の管理運営に関すること。
(2)　放射線の生物学的影響及び対策に関する研究
(3)　核種の同定及び計測に関する研究
(4)　生体試料その他特殊検査に関する研究
(5)　被ばく医療の医学的・看護学的研究並びにネットワーク管理，情報管理，事例分析等の研究
(6)　被ばく医療に関する教育の支援に関すること。
(7)　被ばく医療に関する専門的人材の養成に関すること。
(8)　緊急時における被ばく医療体制に関する学内の連携に関すること。
(9)　被ばく医療に関する大学，国内外の専門機関，県内各機関その他関係機関との連携に関すること。
(10)　その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
( 部門 )
第 4 条　研究所に，次の各号に掲げる部門を置く。
(1)　放射線生物学部門
(2)　放射線物理学部門
(3)　放射線化学部門
(4)　被ばく医療学部門
( 職員 )
第 5 条　研究所に，管理運営規則第 26 条及び第 27 条に規定する研究所長及び副研究所長のほか，次の各号
に掲げる職員を置く。
[ 管理運営規則第 26 条 ] [ 第 27 条 ]
(1)　専任担当教員
(2)　兼任担当教員
(3)　その他必要な職員
第 6 条　削除
( 兼任担当教員 )
第 7 条　兼任担当教員は，研究所長の命を受け，第 3 条に規定する業務を行う。
[ 第 3 条 ]
2　兼任担当教員は，研究所長が必要と認めた教員をもって充てる。
3　兼任担当教員の任期は，担当する業務が終了するまでの期間とする。
4　兼任担当教員は，学長が命ずる。
( 学外協力者 )
第 8 条　研究所に，学外の被ばく医療に関する専門家を学外協力者として置くことができる。
2　学外協力者に関し，必要な事項は，別に定める。
( 戦略会議 )
第 9 条　研究所に，研究所長の諮問に応じて，本学における放射線被ばく医療の研究等に関する重要事項につ
いて審議するため，弘前大学被ばく医療総合研究所戦略会議 ( 以下「戦略会議」という。) を置く。
2　戦略会議の組織及び運営については，別に定める。
( 復興支援室 )
第 10 条　研究所に，弘前大学浪江町復興支援室（以下「復興支援室」という。）を置く。
2　復興支援室に関し必要な事項は，別に定める。
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( 事務 )
第 11 条　研究所の事務は，被ばく医療総合研究所事務部において処理する。
( その他 )
第 12 条　この規程に定めるもののほか，研究所の運営に関し必要な事項は，研究所長が別に定める。

附　則
この規程は，平成 22 年 3 月 23 日から施行する。
附　則 ( 平成 22 年 9 月 28 日規程第 61 号 )
この規程は，平成 22 年 10 月1 日から施行する。
附　則 ( 平成 24 年 12 月 21 日規程第 112 号 )
この規程は，平成 24 年 12 月 21 日から施行する。
附　則 ( 平成 25 年 6 月 21 日規程第 87 号 )
この規程は，平成 25 年 7 月1 日から施行する。
附　則 ( 平成 27 年 3 月 20 日規程第 45 号 )
この規程は，平成 27 年 3 月 20 日から施行する。
附　則 ( 平成 27 年 9 月14 日規程第 205 号 )
この規程は，平成 27 年 10 月1 日から施行する。

○弘前大学放射線安全機構規程

( 平成 22 年 8 月 9 日規程第 58 号 )
改正　平成 23 年 4 月 6 日規程第 50 号　　平成 24 年 2 月1 日規程第 23 号

 平成 26 年 10 月 27 日規程第 75 号　平成 27 年 1 月 26 日規程第 1 号
 平成 28 年 3 月18 日規程第 131 号　　　　　 　　　　　　　　    　

( 設置 )
第 1 条　弘前大学に，本学の放射線，放射性同位元素等及び緊急被ばくに関する医療，教育，研究その他の事
項について審議するため，弘前大学放射線安全機構 ( 以下「機構」という。) を置く。
( 審議事項 )
第 2 条　機構は，次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)　放射線，放射性同位元素等及び緊急被ばくに関する医療，教育，研究その他の方針，実施体制に関すること。
(2)　放射線，放射性同位元素等の安全管理体制及び安全普及に関すること。
(3)　被ばく事案が発生した場合の対策及び患者受け入れに関すること。
(4)　被ばく事案が発生した場合の状況調査等に関すること。
(5)　緊急被ばく医療に関する人材の育成に関すること。
(6)　前各号に付帯する事項
( 組織 )
第 3 条　機構は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)　学長
(2)　理事 ( 企画担当 )
(3)　理事 ( 研究担当 )
(4)　事務局長
(5)　医学研究科長
(6)　保健学研究科長
(7)　医学部附属病院長
(8)　被ばく医療総合研究所長
(9)　医学部附属病院放射線部長
(10)　医学部附属病院高度救命救急センター長
(11)　その他委員長が必要と認めた者
( 委員長及び副委員長 )
第 4 条　機構に委員長を置き，学長をもって充てる。
2　委員長は，委員会を主宰する。
3　機構に副委員長を置き，委員長が指名する委員をもって充てる。
4　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。
( 委員以外の者の出席 )
第 5 条　委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見を聴くことができる。
( 庶務 )
第 6 条　機構に関する庶務は，社会連携部社会連携課の協力のもと，総務部総務課において処理する。
( その他 )

資料編
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第 7 条　この規程に定めるもののほか必要な事項は，機構が別に定める。
附　則
この規程は，平成 22 年 8 月 9 日から施行する。
附　則 ( 平成 23 年 4 月 6 日規程第 50 号 )
この規程は，平成 23 年 4 月 6 日から施行し，改正後の規定は，平成 23 年 3 月14 日から適用する。
附　則 ( 平成 24 年 2 月1 日規程第 23 号 )
この規程は，平成 24 年 2 月1 日から施行する。
附　則 ( 平成 26 年 10 月 27 日規程第 75 号 )
この規程は，平成 26 年 10 月 27 日から施行する。
附　則 ( 平成 27 年 1 月 26 日規程第 1 号 )
この規程は，平成 27 年 1 月 26 日から施行する。
附　則 ( 平成 28 年 3 月18 日規程第 131 号 )
この規程は，平成 28 年 4 月1 日から施行する。

＜委員会記録＞
■平成27年度（第１回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年4月30日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
冨澤委員から，資料1に基づき，以下の報告があった。
・ICRR2015のホームページにリンクを設置したこと，高度実践看護教育部門のサテライトミーティング
の申し込みフォームが公開されたことにより，国内外からアクセスが増加していること。
・ESRAH2015の開催案内の掲載が予定されていること。
・e-ラーニングについて，今年度中に管理体制を固めると共に，学務との情報共有の強化，ユーザー向け
Q&Aページの作成等を行い改善を図ること。
・遠隔授業システムについて，RICOHの利用者IDを新たに三つ増やすこと，またその利用料を本部・管理
費内のe-ラーニング・システム管理費の予算項目に組み入れたこと。

浪江町支援活動委員会
若山委員から，以下の報告があった。
・前回の報告以降WGが開催されていないこと，次回WGの開催予定が5月であること。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，資料2に基づき，以下の報告があった。
・4月22日に平成27年度現職者研修会議が開催されたこと。
・今年度の現職者研修の開催日程が8月29日～30日に決定したこと，改修工事中のため，演習等で使用す
る施設については現在検討中であること。
・プログラムはほぼ昨年同様であるが，ランチョンセミナーを実施しない等若干の変更があること。
・今年度の開催日程の案内を事業サイト上に掲載したこと，募集等詳細については6月に公開する予定であ
ること。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料3に基づき，以下の報告があった。
1）「放射線看護」分野特定再申請について
・今年度の申請について，4月19日に鹿児島大学，長崎大学と三大学合同会議を行ったこと，昨年度の申
請書の指摘事項の修正案を連休明けに取りまとめる予定であること。
・6月15日に日本看護系大学協議会の中村委員長，山口理事へ申請書の指摘事項の修正について相談に伺
うこと，今年度の申請締め切りは7月末であること。
2）ICRR2015について
・事業サイト上で，5月10日を締め切りとして参加申し込みを受け付けていること，現在23名の申し込み
があること。
・5月1日に運営会議を開催すること。
3）放射線看護高度看護実践コース進捗状況，平成28年度入学者募集活動について
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・4月から講義を開始していること，来年度の入学者募集活動としてポスターの配布を行ったこと，5月
から6月にかけて，県内の施設を対象に広報活動を行う予定であること。
4）弘前大学大学院保健学研究科放射線看護高度看護実践人材バンクについて
・申し合わせ及び申請書（登録カード）の案が資料として提出されたこと。
・申し合わせの内容について意見交換が行われ，修正案の作成後に紙上会議を経たうえで承認を得ること
で同意がなされた。
5）青森県健康福祉部訪問について
・放射線看護高度看護実践コースの開講に伴い，県の健康福祉部へ助成金制度の相談に伺う予定である
が，日時等は未定であること。
6）平成27年度セミナーについて
・平成27年11月7日に東京工業大学CIC国際会議室で看護師を対象としたセミナーを開催すること，受講
者80名程の規模とし，講演の講師について現在交渉中であること。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，以下の報告があった。
・4月19日に開催された｢震災復興のためのガジュマル的支援：震災・原発事故避難者のトラウマテック
ストレスに対する社会的ケア｣研修に則包先生が参加したこと。
・今年度の部門の活動として，原子力関連施設がある地域を活動フィールドとしてリスクコミュニケーシ
ョン教育を実践していきたいと考えており，今後関連団体に交渉を行う予定であること。

グローバル人材育成部門
中村委員から，資料4に基づき，以下の報告があった。
・ESRAH2015について，ポスターを資料として提出していること，現在プログラムとホームページを作
成中であること。
・開催日は5月23日～24日であり，ポスター発表は小会議室を，教育講演等は大会議室を使用する予定で
あること。
・KIRAMS訓練参加について，附属病院の高度救命救急センターより山村先生と看護師の山内さんの参加
が決定したこと。

２．確認事項：
1）専門家委員の委嘱について
・委員より委嘱の承諾があり，4月1日付で発令通知を行ったこと，委員名簿を資料として提出している
こと。
2）平成27年度部門別事業・予算計画（案）について
平成27年度部門別予算計画（案）が資料として提出され，以下のことが確認された。
・平成27年度の事業全体の執行可能額が示された。
・部門別予算項目一覧を資料として添付していること。
3）平成27年度研究支援事業について
・公募要項，申請書様式および申請書作成・記入要領を資料として添付していること。
・研究費は一定の総予算額の範囲内で助成を行うこと。
・募集期間は5月1日～5月21日とし，6月に採択を行うこと。

4）被ばく医療教育研修室２（Ｓ棟５階）の使用について
・元々は大学院被ばく医療コースで使用する部屋として設置されたこと，現在遠隔授業システムの機器類
が設置されているが，管理が曖昧になっている部分があること。
・Ａ棟の改修後は当該研修室を開放する方向で検討を進めることで同意を得たこと。

以上

■平成27年度（第２回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年6月30日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議

資料編
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冨澤委員から，資料9に基づき，以下の報告があった。
・事業サイトについて，セミナー等の案内を掲載するページを新設したこと，またトップページのメニュ
ーに「セミナー・イベント情報」の項目を追加したこと。
・英語サイトのリニューアルについて，次回の会議で具体的に検討する予定であること。
・e-ラーニングについて，教材としてテキストデータの他に音声データが必要であること。
・平成26年度　活動成果報告書の印刷費用見積書が示された。
・事業リーフレットについて，残部数が250部程であるため新訂版の発行を検討すること。
・メンバーの海外赴任及び長期休暇に伴い，広報担当者チーフと高度実践看護教育部門担当の後任者を次
回の会議で決定すること。
・英語での情報発信等をより充実させるため，メンバーを増員してはどうかとの意見があったこと。

浪江町支援活動委員会
若山委員から，資料10に基づき，以下の報告があった。
・5月13日にWG会議が開催され，前回WGの議事概要が承認されたこと。
・被ばく医療総合研究所の各部門と農学生命科学部，保健学研究科から活動状況についてそれぞれ報告が
あったこと（詳細については資料10を参照）。
・事務局より平成27年度福島復興支援活動経費（案）が提出されたこと，各部局は次回WGで執行計画を
提出すること。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，資料11に基づき，以下の報告があった。
・8月29日～30日に開催される現職者研修の準備を進めていること，また開催要項（案），プログラム
（案），開催案内の発送先リスト（案）を資料として添付していること。
・開催場所は保健学研究科であるが，改修の都合で具体的な部分は未定であること。
・プログラムについて，ほぼ昨年同様であるが，1日目の講義1「原子力災害におけるこころのケア」の
講義時間を昨年より10分長く設定していること。
・6月中に事業サイト上で申し込みフォームによる申し込み受付を開始し，7月15日を締め切りとするこ
と，昨年同様，受講者にはe-ラーニングによる事前学習を行ってもらうこと。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料12に基づき，以下の報告があった。
1）ICRR2015について
・5月23日にICRR2015弘前大学サテライトミーティング“SymposiumonRadiationNursing”が開催され，
参加者は約60名であったこと。
・事業サイトに活動報告を掲載済みであり，アンケート結果等については次回の会議で報告すること。
2）東京医科歯科大学大学院生受け入れについて
・東京医科歯科大学より大学院生2名が現職者研修に参加予定であること，前日の8月28日に当該大学院
生と部門メンバーによる情報交換会を予定していること。
3）弘前大学大学院保健学研究科放射線看護高度看護実践人材バンクに関する申し合わせについて
・申し合わせ及び登録カードが先月に行われた紙上会議で承認されたこと，研究科長裁定日及び施行日を
6月3日とすること。
・今後，事業サイト上に特設リンクを設置する予定であること。
4）平成27年度セミナーについて
・11月7日に第4回セミナーを開催すること，企画書を資料として添付していること。
・開催場所は東京工業大学キャンパスイノベーションセンター国際会議室であり，利用手続きを進めて
いること，また6月15日に下見のため当該施設を訪問する予定であること。
・医療と育成のための研究所清明会理事長の淀野啓先生，横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長
の井上登美夫先生に教育講演講師の内諾をいただいていること。
・昨年同様，ウェブページでの受講申し込み受付を行う予定であること。
5）その他
・放射線看護高度看護実践コースの実習で，7月2日～4日の3日間，浪江町と二本松市を訪問する予定で
あること。
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放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料13に基づき，以下の報告があった。
1）大間町への事業展開について
・5月28日に事業の説明と受け入れの依頼のため大間町企画経営課を訪問したこと，訪問者は木立先生，
若山先生，田中先生であり，6月中に正式な回答を得る予定であること。
・内容については，現在学部学生や教員免許更新講習に使用しているプログラムを自治体向けに展開し，
放射線の基礎教育やリスクコミュニケーション演習等を行う予定であること。
・野戸委員より，来年度の放射線看護高度看護実践コースの実習が大間病院で行われ，大間病院職員を対
象とした放射線の基礎教育が行われることについて情報提供があった。

グローバル人材育成部門
中村委員から，資料14に基づき，以下の報告があった。
1）ESRAH2015について
・5月23日～24日に開催され，5つの教育講演，28のポスター発表他パネルディスカッション等が行われ
たこと，参加者は106名であったこと。
・ESRAH2015終了後はICRR2015に参加していること。
2）KIRAMS訓練参加について
・6月18日～19日に実施される訓練に参加するため現在調整を進めていること。
・保健学研究科及び高度救命救急センターから大学院生を含めて7名，鹿児島大学からは3名が参加する
ことが確定したこと，なお，先方から訓練参加者は8名以内との要望があるため，中村委員と鹿児島大
学の秋葉先生はオブザーバーとして参加すること。
・訓練日程及び旅行日程を資料として添付していること。

２．確認事項：
1）平成27年度検討委員会・専門家委員会名簿について
・今年度の名簿（案）を資料として添付していること，内容に変更がある場合は総務グループまで適宜連
絡すること，またこの名簿はSynerGのファイル管理にアップロードされること。
2）平成27年度研究支援事業について
・今年度の申請課題数は5題であること，申請課題一覧及び各申請書を資料として添付していること。
・委員会出席者により5題すべてが承認されたこと。
3）平成27年度の予算執行について
・今年度の予算執行上の注意点として，各部門は2月末締めを目標に予算を執行すること，3月に執行が
予定されているものは前もって事務方に連絡すること，電子機器類等の高価なものは年度の早い時期に
購入すること等が挙げられた。

以上

■平成27年度（第３回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年7月6日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
漆坂委員から，資料17に基づき，以下の報告があった。
・4月と5月のサイトアクセス数について，ICRR2015の開催が間近だった影響で英語サイト，日本語サイ
ト共に例月に比べアクセス数が著しく増加していたこと。
・事業サイト，e-ラーニングシステムの維持費が確認され，e-ラーニングシステムの共同管理について
再度医学研究科に交渉すること，来年度以降の運営・管理について学事委員会で検討していただきたい
こと。
・今後の活動について，事業サイトの更新等はこれまで通り行い，事業リーフレット，英語版サイトのリ
ニューアルについては今年度は保留することが決定したこと。
・広報担当者会議の開催を隔月とすること，次回の会議は8月末以降の開催となること。
・次回より，笹竹ひかる先生が高度実践看護教育部門担当メンバーとして加入すること。
・平成26年度活動成果報告書の裏表紙のデザインについて，弘前大学および保健学研究科のロゴマーク
を使用すること。
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・遠隔授業システムについて，LiveOnとRICOHの両システムの比較を行ったところ，RICOHは持ち運び
が自由，OS・デバイスを選ばない等の利点があったが，LiveOnに比べると通信が切れやすい，同時使
用できない等の意見が挙がったため，実際の使用状況や操作感を調査した上で，今後の検討を行うこ
と。

浪江町支援活動委員会
若山委員から，資料18に基づき，以下の報告があった。
・第36回WGの議事概要案を資料として添付していること，内容については前回の委員会で報告している
こと，次回の会議は7月13日であること。
・保健学研究科に配分された今年度の経費が示されたこと，それぞれの事業（「浪江町職員への継続的な
健康相談とリスクコミュニケーション」と「尿中ストレスマーカー調査及びリハビリ支援事業」）から
今年度の活動計画と経費所要見込額が提示されたこと。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，以下の報告があった。
・今年度の現職者研修が8月29日～30日に開催されること，現在事業サイトで研修の申し込みを受け付け
ており，締め切りは7月15日であること。
・今月中に受講者を決定，受講通知およびe-ラーニングの事前学習等について案内を発送すること。
・昨年度のe-ラーニングシステムで発生した不具合について，教材のデータ容量の大きさが原因と考えら
れるため，ファイルを分割する作業を行っていること。
・各演習ごとに準備を進めているが，演習5に真里谷先生が参加できなくなったため役割分担等の調整を
行うこと。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料19に基づき，以下の報告があった。
1）分野特定申請に関する事前相談会報告について
・6月15日に事前相談会を行ったこと，申請書類に大幅な修正はなく，現在最終調整を行っていること。
・7月22日に長崎大学へ申請書類を送付，例年通り長崎大学と共同で申請を行うこと。
・共通科目について，平成29年度のカリキュラム改正に向けて調整を進めること。
2）平成28年度博士前期課程放射線看護高度看護実践コース受験状況について
・放射線看護高度看護実践コースへの受験希望者が1名いること。
3）放射線看護学実習Ⅰ（実習地：浪江町分）」の終了報告について
・7月2日～4日にかけて大学院生3名と現地実習を行ったこと，教育実習として現職者研修へ参加するこ
と。
・実習の打ち合せの際，浪江町民より，弘前大学の復興支援活動として4年以上調査を実施しているが，
調査結果が住民に知らされない，そのため健康状態が不明である等の意見をいただいたこと。

・保健学研究科内だけでなく，弘前大学の行っている復興支援活動の全体像や各部局ごとの活動内容をあ
る程度は把握する必要があること，また，このことについてWG等で話し合う必要があること。
4）弘前大学大学院保健学研究科被ばく医療・放射線看護人材バンクの登録開始について
・事業サイト内に人材バンクのページと登録フォームが開設され，現在限定的に公開されていること。
・当初，登録フォームには総務グループのメールアドレスを使用する予定であったが，人材バンク専用メ
ールアドレス（rem_register@hirosaki-u.ac.jp）を取得，今後人材バンクの全般に運用すること。
5）日本看護研究学会第41回学術集会特別交流集会について
・宮腰学術集会長からの依頼を受け，8月23日に「これからの放射線看護と教育の展望」をテーマとした
特別交流集会を開催すること。
6）平成27年度セミナーについて
・6月15日にセミナー会場となる東京工業大学キャンパスイノベーションセンターの視察を行ったこと，
日本放射線看護学会との共催が決定した他，プログラムのおおよその次第が決まったこと。
・7月9日に教育講演の講師を依頼する井上登美夫先生と打ち合せを行うこと。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料20に基づき，以下の報告があった。
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1）大間町への事業展開について
・大間町企画経営課より事業展開可能との連絡があったこと，今後プログラム内容等の検討を進めるこ
と。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，資料21に基づき，以下の報告があった。
・「平成27年度弘前大学グローカル人材育成事業　学生海外PBLプログラム」へ申請を行っており，現在
審査結果待ちであること。
・KIRAMS訓練について，MERSの発生により訓練が中止もしくは延期となったが，先方担当者より収束後
に訓練を再開したい旨連絡があり，再開が決定した際は調整を行うこと。

２．その他の確認事項：
木田委員長から，以下の報告があった。
・7月1日現在の高度実践被ばく医療検討委員会委員名簿が資料として提出されたこと。
・今年度の予算に余剰が発生した場合に調整が必要となることに備え，各部門から備品・消耗品等の購入
希望リストを提出してもらったこと，今後はこのリストをもとに，予算状況に応じて購入についての審
議を行うこと。

以上

■平成27年度（第４回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年8月7日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
・担当メンバーが欠席のため，次回の検討委員会で報告すること。
・平成26年度活動成果報告書の印刷が盆明けに開始となること，納品は8月末が予想されること。

浪江町支援活動委員会
若山委員から，資料24に基づき，以下の報告があった。
・第37回WGが7月13日に開催され，各部局からそれぞれ活動報告があったこと。
・7月15日に浪江町で浪江町関係者と床次WG主査ほかとの打ち合せが予定されていること，案件はWGの
今後の活動であること。
・次回の開催は9月中旬が予定されていること。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，資料25に基づき，以下の報告があった。
・8月29日～30日に開催される現職者研修の受講生数が確定したこと，今年度の受講生は，看護職コース
18名，診療放射線技師4名の計22名であること。
・高度救命救急センターから矢口先生が参加すること。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料26に基づき，以下の報告があった。
1）「放射線看護」分野特定申請書類の提出について
・長崎大学が取りまとめを行ったうえで，7月下旬に提出したこと。
2）被ばく医療・放射線看護人材バンク登録状況について
・7月28日時点で15名の登録者があったこと。
・青森県看護協会と県の健康福祉部医療薬務課へ人材登録バンクについて案内を送付したこと。
3）第４回部門セミナーについて
・教育講演の講師が鳴海病院の淀野院長と横浜市立大学附属市民総合医療センターの井上病院長に決定し
たこと。
・8月中旬に関係施設へ開催案内を発送すること，募集人数は約80名とし，8月中旬にWEB上での申し込
み受付を開始すること。
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4）日本看護研究学会第41回学術集会特別交流集会について
・資料としてポスターを添付していること，学会初日にこれを配付すること。
5）東京医科歯科大学大学院共同災害看護学専攻大学院生との情報交換会の企画について
・8月28日の17時から90分程度予定していること，現在開催場所の変更を予定していること。
・来学する大学院生2名は翌29日からの現職者研修に参加すること。
6）第4回日本放射線看護学会学術集会：放射線看護教育シンポジウムについて
・9月12日に鹿児島県指宿市で開催され，座長が長崎大学の浦田秀子先生であること。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料27に基づき，以下の報告があった。
1）大間町への事業展開について
・大間町と日程調整を行いながら，プログラムの詳細を詰めていること。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，資料28に基づき，以下の報告があった。
1）KIRAMS主催核テロ対応訓練（9月9日～10日）について
・9月に再開予定のKIRAMS訓練に参加すること。
・保健学研究科からの参加メンバーは中村副委員長，齋藤副委員長，細川委員，井瀧委員，大学院生の嵯
峨さんの計5名で，附属病院高度救命救急センターから山村センター長，山内看護師が参加する他，被
ばく医療プロフェッショナルコース修了生で弘前消防署の救命士・山田さんが参加する予定であるこ
と，訓練スケジュールと参加メンバーを資料として添付していること。
2）東南アジアからの留学生受け入れを目指した取組みについて
・10月中旬から下旬に協定校であるコンケン大学を訪問し，学術交流に関する相談を行うこと。
3）大学院生への国際学会・研修等への旅費支援について
・支援金額を設定し，8月末にかけて希望者を募る予定であること。
4）ESRAHの活動報告について
・ESRAH2014の報告の英訳をREMに掲載すること，すでに採択が決定していること。
・ESRAH2015の報告を日本放射線技術学会の学会誌に投稿したこと，今後は英訳したうえでREMへ投稿
予定であること。

２．その他の確認事項：
木田委員長から，以下の報告があった。
・平成28年度教育研究活動(プロジェクト等概算要求事項の戦略番号３について，文科省へ提出済である
こと。
・各部門から提出された追加予算配分に係る備品等購入希望リストから，継続事業強化・推進部門の
「60-Co線源」および「サーベイメータ校正」が承認された他，次回の委員会でリスクコミュニケーシ
ョン教育部門の「放射線特性実験器」の購入について検討すること。
・現在外部委託しているサーバーを，総合情報処理センターへ移設することを検討中であること。

以上

■平成27年度（第５回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年9月2日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
漆坂委員から，以下の報告があった。
・前回の委員会以降会議が開催されていないこと，次回の開催が9月中に予定されていること。

浪江町支援活動委員会
　若山委員から，以下の報告があった。
・前回の報告以降WGが開催されていないこと，次回の開催は10月初旬に予定されていること。

２．各部門からの報告
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継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，以下の報告があった。
・8月29日～30日に平成27年度現職者研修を開催，受講生は22名であったこと，現在アンケートを集計
しており，次回の委員会で報告すること。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料29に基づき，以下の報告があった。
1）東京医科歯科大学大学院共同災害看護学専攻大学院生研修受入れについて
・8月28日に東京医科歯科大学から大学院生2名が来学，17時から意見交換会が行われたこと。
・8月29日～30日にかけて，現職者研修に当該大学院生2名が受講生として参加したこと。
2）日本看護研究学会第41回学術集会特別交流集会について
・8月22日～23日に開催された日本看護研究学会第41回学術集会で，放射線看護グループ企画として特
別交流集会Ⅴを開催したこと，参加者数は約60名であったこと。
・交流集会の概要は学会発行のニューズレターに掲載される予定であり，現在準備を進めていること。
3）第４回部門セミナーについて
・11月7日の開催に向け，8月18日に全国の関係各所へ開催案内を発送したこと，同時にweb上の申し込
みフォームを公開し，申し込み受付を開始したこと。
・今日現在の申し込み者数は十数名程度であるが，今後増加する見込みであること。
・9月に開催される第4回日本放射線看護学会等，関連イベントで広報活動を行うこと。
4）青森県健康福祉部からの情報について
・放射線看護高度看護実践コース入学生への経済的支援を県の健康福祉部に相談していたが，この件につ
いては議会の承認を得る必要があり，現段階では確約できない状況であるとの回答を得たこと。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料30に基づき，以下の報告があった。
1）大間町への事業展開について
・今年度の大間町での活動は3回に分けて実施することが決定しており，第1回が9月15日に大間町役場で
行われること，参加者は則包先生，對馬先生を主要メンバーに，他数名を予定していること。
・残りの2回は10月と11月に予定しているが，詳細については調整中であること。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，資料31に基づき，以下の報告があった。
1）KIRAMS主催核テロ対応訓練（9月8日～11日）について
・旅程について，航空会社の都合により当初予定していた関西国際空港出発便から成田空港出発便へ変更
になったこと，これに伴う済州島への到着遅延についてKIRAMS側から了承を得ていること（旅程の詳
細については資料31参照）。
・来年度の韓国・青森県相互の合同訓練についてKIRAMS側からオファーがあったこと，このことについ
て高度救命救急センターの山村センター長から県の原子力防災訓練担当者へ提案を行う予定であるこ
と。
2）東南アジアからの留学生受け入れを目指した取組みについて
・タイ王国コンケン大学とのネットワーク構築に向けて10月19日から先方の大学を訪問すること，20日
に中村副委員長，井瀧委員，真里谷先生が学生向けのプレゼンテーションを行うこと。
3）大学院生への国際学会・研修等への旅費支援について
・シナジー上で公募を行っているが，現時点で応募がないこと。

２．その他の確認事項：
木田委員長から，以下の報告があった。
・平成26年度活動成果報告書が完成し，委員へ配付していること。
・広報担当者会議メンバーについて，高度実践看護教育部門担当として笹竹先生が加入したこと，次回の
会議で各部門担当者4名の中から冨澤先生の後任となるチーフ代表者を選出すること。
・予算執行状況について，9月1日現在の部門別予算執行見込み状況を資料として添付していること（資料
32），この執行状況は，今年度末までの執行予定額を含んでいること。
・現時点で高度実践看護教育部門，グローバル人材育成部門の残額率がほぼゼロパーセントであること。
・専門家委員会・総括報告会の開催日程について，平成28年1月の最終週から2月の初週を候補期間とし
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て日程調整を開始すること。

以上

■平成27年度（第６回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年10月9日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
漆坂委員から，資料33に基づき，以下の報告があった。
・冨澤チーフの後任として漆坂委員がチーフ代理に任命されたこと，扇野先生の後任として笹竹特任助教
が高度実践看護教育部門担当構成員として加入したこと。
・保守管理を外部委託しているサーバーを総合情報処理センターに移転することについて，出席者全員が
同意したこと。
・6月から8月のサイトアクセス数について，日本語サイトは毎月1,000件以上の訪問者数があり，英語サ
イトに関しては7月から8月にかけて訪問者数が急増していたこと。

浪江町支援活動委員会
　若山委員から，資料34に基づき，以下の報告があった。
・第38回WGが10月1日に開催され，各部局から活動状況について報告があったこと。
・平成28年1月22日に浪江町役場で事業報告会を開催すること。
・次回WGの開催は11月から12月に予定されていること。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，資料35に基づき，以下の報告があった。
・昨年度まで実施していた「よろず健康相談事前学習」を「福島災害医療セミナーin弘前2015」に名称
を改め，10月10日に開催すること。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料36に基づき，以下の報告があった。
1）第4回部門セミナーについて
・11月7日開催であること，10月8日の時点で参加申し込み者数が50名に達したこと。
2）博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2015について
・10月24日～25日に東京で開催され，西沢委員と漆坂委員が参加すること。
3）「放射線看護」に関する相談等について
・専門看護師コースに係る相談のため，11月24日に日本看護協会の洪愛子理事を訪問する予定であるこ
と，また翌25日は日本看護系大学協議会　高度実践看護師教育課程認定委員会の中村委員長を訪問予定
であること。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料37に基づき，以下の報告があった。
1）大間町での事業展開について
・「大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップ」について，全三回のう
ち第一回目を9月15日に実施したこと，このとき参加者へ放射線やリスクコミュニケーションに関する
意識調査アンケートを実施しており，ワークショップ最終日に再度同様のアンケート調査を行う予定で
あること。
・第二回目は10月22日に実施され，則包先生が講師であること，また第三回目が11月に予定されている
こと。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，以下の報告があった。
1）KIRAMS主催核テロ対応訓練について
・9月9日～10日に開催され，保健学研究科から5名，附属病院から2名，学外の救急救命士1名，長崎大
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学から2名の計10名が参加したこと。
・来年度の合同訓練に向けて，高度救命救急センターの山村センター長を交えて協議を行うこと。
2）東南アジアからの留学生受け入れを目指した取組みについて
・10月17日～21日，タイ王国コンケン大学看護学部を中村副委員長，井瀧委員，真里谷先生が訪問する
こと。
3）大学院生への国際学会・研修等への旅費支援について
・計5名の大学院生から応募があったこと，今後審議を行い，次回の委員会で結果を報告すること。

２．その他の確認事項：
1）平成27年度専門家委員会・総括報告会プログラム（案）について
木田委員長から，資料39に基づき，以下の報告があった。
・開催日が平成28年2月5日に決定したこと，専門家委員5名のうち4名が出席予定であること。
・プログラムについて，木田委員長の総括を入れた方が良いとの意見があったこと，その他の詳細につい
ては次回の委員会で決定すること。
2）平成27年度の予算について
・各部門から提出された追加予算配分に係る備品等購入希望リスト（資料23）から，高度実践看護教育部
門の「放射線被ばく防護演習用物品」が承認されたこと。

以上

■平成27年度（第７回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年11月12日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
漆坂委員から，以下の報告があった。
・9月，10月のサイトアクセス数について，11月7日に開催された第４回高度実践看護教育部門セミナー
の申し込みに伴い，アクセス数が増加していること，大学院被ばく医療コースへのアクセスが多かった
こと。
・日本語サイトのデザインをリニューアルすること，日本語版のデザインに合せて英語版サイトのデザイ
ンも一新し，現在準備中になっているページについては事業パンフレットに記載されている内容をもと
に更新をすること。
・事業パンフレットの残部数について，英語版の残部数は300であるが，日本語版は60程度であること，
今後イベントを控えている部門があるため日本語版を100部増刷すること。

浪江町支援活動委員会
若山委員から，以下の報告があった。
・前回の報告以降WGが開催されていないこと，次回の開催は12月に予定されていること。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，以下の報告があった。
・10月27日に青森県原子力防災訓練が実施され，保健学研究科から教員5名，大学院生2名の計7名が参
加したこと。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料40に基づき，以下の報告があった。
1）第4回部門セミナーについて
・11月7日に東京工業大学キャンパスイノベーション・センターで開催され，概ね好評であったこと，ま
たアンケートでは放射線の基礎や看護師を講師とした教育講演を要望する意見がみられたこと。
2）CNS教育課程検討WG報告について
・新たな報告はないこと，現在後期の授業が問題なく進んでいること。
3）博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2015について
・10月24日～25日に開催され，西沢委員，漆坂委員が参加したこと。
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4）第41回日本看護研究学会学術集会特別交流集会の学会誌掲載依頼について
・学術集会長から日本看護研究学会雑誌への投稿について依頼があり，すでに原稿を提出したこと。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料41に基づき，以下の報告があった。
1）大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップについて
・10月22日に第二回が終了，第三回を11月30日に予定していること，実施メンバーは木立委員，則包先
生，武尾先生，山田先生であること。
2）リスクコミュニケーションに関する講演会について
・2月1日に立教大学の長坂教授を招聘し，避難と帰還に関するリスクコミュニケーションの講演会を開
催する予定で現在調整を進めていること。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，資料42に基づき，以下の報告があった。
1）コンケン（KhonKaen）大学（タイ王国）訪問について
・10月19日～20日，中村委員，井瀧委員，真里谷先生の3名でタイのコンケン大学を訪問したこと，コ
ンケン大学国際部門副部門長と懇談した他，弘前大学コンケン事務所を視察したこと，また大学内のア
セアン語学センターを訪問したこと。
・保健学研究科とコンケン大学看護学部との今後の連携の可能性について，先方の学部教員と協議を行っ
たところ，部局間連携協定が締結できれば，交流実現が可能であるとの回答を得たこと。
・この部局間連携協定については次回の委員会で審議すること。
2）大学院生の海外研修・国際学会への旅費支援
・計5名の大学院生から応募があり，部門会議を経て5名全員が採択されたこと，また総額55万円の旅費
支援を行うことが決定したこと（採択者名，学会名等は資料42参照）。

２．その他の確認事項：
1）平成27年度専門家委員会・総括報告会について
木田委員長から，資料43に基づき，以下の報告があった。
・日程調整の結果2月5日の開催となったが，日本看護協会の洪委員が出席できないこと。
・総括報告会について，各部門活動報告ではそれぞれ持ち時間を20分とし，発表と質疑の時間配分につ
いては適宜調整すること。
2）平成27年度の予算執行について
木田委員長から，資料44に基づき，以下の報告があった。
・現時点で執行額率の低い部門は2月末までに適正に執行すること，3月以降に執行となるもので，執行
が確定しているものはあらかじめ事務部へ連絡すること。

以上

■平成27年度（第８回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成27年12月10日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
漆坂委員から，資料45に基づき，以下の報告があった。
・前回の報告以降，広報担当者会議が開催されていないこと，次回の開催は12月24日であること。
・事業サイトのリニューアルについて，12月下旬に業者からデザイン案が提示される予定であること。

浪江町支援活動委員会
若山委員から，資料46に基づき，以下の報告があった。
・第39回WGが12月1日に開催され，各部局から活動状況について報告があったこと（詳細は資料46参
照）。
・保健学研究科からは真里谷先生の尿ストレスマーカーによる調査と，若山委員からリハビリ支援につい
て報告があったこと，この他の活動報告については「各部門からの報告」項目にて後述する。
・今年度の活動報告会について，1月22日に浪江町役場で開催予定であったが，再調整を予定していること。
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２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
齋藤副委員長から，以下の報告があった。
・12月21日に開催される平成27年度第2回青森県緊急被ばく医療対策専門部会に，漆坂委員がオブザー
バーとして出席すること。

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料47に基づき，以下の報告があった。
1）第4回部門セミナー終了報告について
・11月7日に開催されたセミナーのアンケート結果を資料として添付していること。
・セミナーで取り扱って欲しい内容として，放射線の基礎についての要望があり，今後の活動の参考にし
たいこと。
2）CNS教育課程検討WGについて
・11月25日に日本看護系大学協議会　中村伸枝高度実践看護師教育課程認定委員会委員長へ，共通科目
の授業内容について相談に伺い，概ね適切であるとの意見をいただいたこと。
・日本看護協会への専門看護師分野「放射線看護」の申請時期等について，今年度「放射線看護」が専門
看護師分野として認定された場合，平成28年度に本学の教育課程を日本看護系大学協議会へ申請する
必要があること，この申請が認められた場合，平成29年度から日本看護系大学協議会の認定を受けた
教育課程での教育が開始され，当該教育課程の修了生が出た時点で日本看護協会へ専門看護師分野とし
ての「放射線看護」の申請が可能となるため，時期としては最も早くても平成32年度であること。
3）専門看護師「放射線看護」分野特定記念式典（仮）について
・平成28年3月13日，東京工業大学CIC国際会議室で，長崎大学，鹿児島大学，弘前大学による合同開催
を予定していること。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料48に基づき，以下の報告があった。
1）大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップについて
・11月30日に第三回が終了し，10名へ修了証を発行したこと，ワークショップ実施前と実施後のアンケ
ートでは，参加者の放射線に関する意識に変化が見られたこと。
・参加者へのインタビューを1月以降に予定していること。
3）リスクコミュニケーションに関する講演会について
・平成28年2月1日に保健学研究科第33講義室で予定していること，講師は立教大学の長坂俊成教授であ
ること。
4）その他の活動について
・保健師科目を履修している学生及び全学の教職科目を履修している学生を対象とした放射線とリスクコ
ミュニケーション教育に関して報告があった他，教養科目「放射線リスクコミュニケーションの理解」
を開講予定であること。
・平成28年1月9日に，平成27年度教員免許状更新講習「放射線とリスクコミュニケーション」が開講予
定であること。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，以下の報告があった。
1）保健学研究科とコンケン大学看護学部との部局間連携協定について
・11月24日に開催された看護学専攻会議で木田委員長と中村副委員長が説明を行ったこと，現在専攻内
で審議が行われていること。
2）韓国原子力医学院（KIRAMS）との共同訓練について
・12月21日に開催される平成27年度第2回青森県緊急被ばく医療対策専門部会の際に，山村高度救命救
急センター長から県へ提案を行うこと。

２．その他の確認事項：
1）平成27年度専門家委員会・総括報告会について
　木田委員長から，以下の報告があった。
・平成28年2月5日開催の専門家委員会・総括報告会について，出席を依頼していた4名の専門家委員から
正式に出席の回答を得たこと。
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2）平成27年度の予算執行について
木田委員長から，資料50に基づき，以下の報告があった。
・現在の予算執行状況を資料として添付していること，1月末日までの早期執行に努めること。
・高度実践看護教育部門より，平成28年3月に予定されている記念式典の経費支援について依頼があった
こと，次回の委員会で式典に係る具体的な所要経費の見積額を提示すること。
・高度実践看護教育部門より，「超音波踵骨測定装置」の故障について報告があり，プロジェクト経費で
の購入が承認されたこと。
3）平成27年度活動成果報告書の発行について
木田委員長から，資料49に基づき，以下の報告があった。
・今年度の活動成果報告書の目次（案）とスケジュール（案）を資料として添付していること，各部門の
報告原稿の締め切りが平成28年3月31日であること，発行に係る経費は来年度の予算で計上すること。

以上

■平成27年度（第９回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成28年1月8日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
漆坂委員から，資料51に基づき，以下の報告があった。
・事業サイトリニューアルについて，担当業者と打合せのうえ進行していること。
・e-ラーニングシステム保守について，今後医学研究科との共同運用の見込みはなくなったこと，システ
ムのデータ格納容量不足が見込まれることから，容量拡張を検討していること。
・活動成果報告書の原稿案について進行中であること。
２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
なし

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料52に基づき，以下の報告があった。
1）「放射線看護」専攻教育課程の特定について
・12月に長崎大学へ内諾通知があり，教育課程審査基準の指摘事項に基づき修正のうえ再提出，1月15日
以降に正式通知予定であること。専門分科会を組織していること。
・三大学合同会議を1月9日に開催予定であること，分科会委員が参加することから，教育課程の見直し
について検討するとのこと。
・「放射線看護」専攻教育課程特定記念式典（仮）企画書（案）について説明があった。
2）CNS教育課程検討WGについて
・平成29年度カリキュラム改正について，「放射線看護」専攻教育課程分野特定の正式通知の後に改正
すること，関係各所と調整のうえ，内容を検討中とのこと。
・広報活動として，関係各所への募集ポスター送付，北海道及び青森県内の主たる医療機関の担当者を訪
問する意向とのこと。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料53に基づき，以下の報告があった。
1）大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップについて
・受講生へのインタビューについて7名の協力同意があり，日程調整中とのこと。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，以下の報告があった。
・韓国原子力医学院（KIRAMS）との共同訓練について来年度の実施にむけ，関係各所と検討のうえ調整
中であること。

２．確認事項：
1）平成27年度専門家委員会・総括報告会について
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木田委員長から，以下の報告があった。
・専門家委員へ報告内容の資料を事前送付するにあたり，各部門の長へ資料提出を依頼していること。
2）平成27年度の予算執行について
木田委員長から，資料54に基づき，以下の報告があった。
・現在の予算執行状況を資料として添付していること。
・プロジェクト推進本部広報担当者会議より，事業サイトリニューアル及びe-ラーニング保守管理費用の
経費支援について依頼があったこと。
・高度実践看護教育部門より，「放射線看護」専攻教育課程特定記念式典（仮）の経費支援について依頼
があったこと。
・プロジェクト推進本部広報担当者会議，高度実践看護教育部門の経費支援について了承された。
3）その他
木田委員長から，以下の報告があった。
・次年度以降の当該プロジェクト継続性，文部科学省への概算要求予算内示等については，後日予定され
ている企画戦略会議の後に報告するとのこと。

以上

■平成27年度（第10回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成28年2月16日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
木田委員長から，資料55に基づき，以下の報告があった。
・第７回広報担当者会議の議事メモ（案）を資料として添付していること。
・e-ラーニングの運用について，SmartForceの代替システムを検討中であること。

浪江町支援活動委員会
報告なし

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
報告なし

高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料56に基づき，以下の報告があった。
1）「放射線看護」専攻教育課程特定記念式典・記念講演について
・2月12日に関係者へ案内状を発送したこと，出欠の締め切りは2月26日であること。
2）日本看護系大学協議会主催　平成28年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会について
・3月27日に日本赤十字看護大学で開催されること，部門メンバー5名が出席を予定していること。
3）平成29年度カリキュラム改正及び平成28年度7月の教育課程申請に向けた準備について
・2月初旬に専攻教育課程分野特定に係る正式な通知があったこと。
・木田研究科長，細川学事委員長と調整のうえ改正の準備を進めていること，改正内容については前回の
会議で報告していること。
4）放射線看護高度看護実践コース学生募集関連について
・2月下旬から3月にかけて，北海道及び青森県内で広報活動を予定していること。
5）関連機関等との情報交換について
・2月10日に県内の専門看護師との意見交換会を実施した他，災害時専門職者連携演習への参加（千葉大
学），共同災害看護学コース教育の見学（東京医科歯科大学）を行うこと。
6）放射線看護高度看護実践コース学生への就学支援に関する要望について
・2月8日に青森県健康福祉部医療薬務課を訪問し，楠美医療薬務課長から，専門看護師については就学
支援が難しい旨返答を得たこと。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料57に基づき，以下の報告があった。
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1）大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップに関するインタビューに
ついて
・2月18日に大間町職員6名へインタビューを実施する予定であること。
2）第6回講演会について
・2月1日に立教大学の長坂教授を招聘して開催したこと，アンケート結果を資料として添付しているこ
と。
3）浪江町行政担当者への健康相談事業について
・今年度最後となる健康相談事業が2月3日～4日に二本松庁舎で実施されたこと。
4）現職教員への放射線リスクコミュニケーション教育について
・1月に平成27年度教員免許状更新講習講座「放射線とリスクコミュニケーション」を開講したこと。
5）その他
・演習等での利用を目的とした防災カードケーム教材「クロスロード」（放射線編）について，開発元と
の調整が叶わず製作が取り止めになったこと。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，以下の報告があった。
・次年度のESRAHについて，北海道大学の伊達先生と打ち合せが行われ，平成28年10月1日～2日の開催
が決定したこと。
・次年度からのストックホルム大学との調整役が門前先生になること，またこの件に係る最終的な打ち合
せのため，3月下旬に門前先生が先方大学を訪問すること。
２．確認事項：
1）平成27年度の予算執行について
木田委員長から，資料58に基づき，以下の報告があった。
・概ね適正に執行されているが若干の調整を要すること，この調整については木田委員長の一任となるこ
と。
2）平成27年度の活動成果報告書について
・発行スケジュールを資料59として添付している他，木田委員長から原稿執筆上の注意事項が挙げられ
た。
3）その他
・次年度以降の体制や活動内容について，木田委員長と柏倉副学長との打ち合せが近々予定されているこ
と。
・次年度以降の緊急被ばく医療や放射線に関する学部教育について，各委員から意見が述べられ，継続意
向が確認された。

以上

■平成27年度（第11回）高度実践被ばく医療検討委員会議事要旨（平成28年3月11日）

１．報告事項：
１．プロジェクト推進本部
広報担当者会議
鈴木係員から，以下の報告があった。
・事業サイトの新着，アクセス状況について，及びサイトリニューアルの進捗について。
・e-ラーニングシステムの今後の運用について，代替案を含め検討中であること。
・活動成果報告書の原稿案について進行中であること。

浪江町支援活動委員会
・若山委員から，資料60に基づき，次年度の活動予定等について報告があった。

２．各部門からの報告
継続事業強化・推進部門
なし
高度実践看護教育部門
西沢委員から，資料61に基づき，以下の報告があった。
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・3月13日に「放射線看護」専攻教育課程特定記念式典・記念講演を開催予定であること。
・CNS教育課程の広報活動の一環として，ロゴマークを策定したこと。ロゴマークに関する申合せについ
て，28年4月の教授会へ諮る予定であること。

放射線リスクコミュニケーション教育部門
木立委員から，資料62に基づき，以下の報告があった。
・大間町職員を対象とした放射線リスクコミュニケーションのワークショップに関するインタビューを実
施したこと。
・報告書の最終版及び次年度の計画書について，原子力安全研究協会へ提出済みであること。

グローバル人材育成部門
中村副委員長から，以下の報告があった。
・現職者研修の事前学習ラーニング教材（2教材）を英語教材として翻訳，作成中であること。

２．確認事項：
1)「平成28年度被ばく医療における安心・安全を確保するための国際的な教育研究の推進」について
柏倉委員から，資料63に基づき，以下の報告があった。
・機能強化の方向性に応じた重点配分の枠組みに本学が提案した3戦略のうちの1つとして被ばく医療への
取り組みを計画していること。
・附属病院高度救命救急センター，被ばく医療総合研究所，保健学研究科が中心となり進める取り組みで
あること。
・原子力規制庁の事案，浪江町復興支援事業，リスコミ事業等の放射線分野の取り組みを，大学としてあ
る程度一元化を目指す方針であること。
当該事業への取り組みについて，各委員より質疑応答があった。
2）平成28年度の予算について
木田委員長から，資料64に基づき，以下の報告があった。
・現状組織の部門を継続するものとしての予算案であること。
・上半期の部門別予算執行状況により，再編成を行いたいこと。
3）その他
・今後の本委員会及びプロジェクトの編成，活動等について，4月以降に再度検討していくとのこと。

以上
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